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Abstracts 

 

International Politics of Arctic Regional Cooperation 

－Continuity and Discontinuity between the Cold War Period and the 1990s－ 

 

Fujio OHNISHI 

 

 Based on the perspective of International Relations, this paper aims at exploring structural 

factors which resulted in the flourish of regional cooperation in the Arctic region during the 1990s. In 

order to explore the structural factors by means of focusing on structural continuity and discontinuity 

in international politics in the Arctic, the paper considers political dynamics of attempts establishing 

Arctic regional cooperation in the Cold War period, and of the Arctic Environmental Protection 

Strategy (AEPS), the Barents Euro-Arctic Council (BEAC) and the Arctic Council, which were all 

established during the 1990s. In conclusion, this paper reveals that 1) the ‘thaw’ in international 

political tensions as structural continuity, and 2) diversification of security concept and collapse of 

bi-polar international system both as discontinuity resulted in the flourish of Arctic regional 

cooperation in the 1990s. 

 

Key words: Arctic Regional Cooperation; International Relations; Arctic International Politics; 

Continuity and Discontinuity; Arctic Environmental Protection Strategy; Barents 

Euro-Arctic Council; Arctic Counci 

 

 

Historical Analysis of 

the Application of Universal Jurisdiction over Piracy 

 

Shingo HORII 

 

 This article focuses on the application of universal jurisdiction over piracy from a 

historical perspective. Under traditional international law, piracy had been recognized as the sole 

legitimate category against which States can apply universal jurisdiction. Such recognition, however, 

had remained rather theoretical than real; it is very hard to find an actual case where universal 

jurisdiction was applied to pirates. In order to elucidate the legal implication of this gap between 

theory and reality, two explanations, the latter being more important, can be presented. The first 

(positive) explanation emphasizes the need for the effective punishment of piratical acts, while the 

second (negative) one focuses on the very limited character of the definition of piracy under 

international law. In the last part of this article we will look into the modern application of universal 



 

 

jurisdiction in the anti-piracy operations off the coast of Somalia and the Gulf of Aden, and briefly 

analyze whether (or not) any lesson can be drawn from the (theoretical) application of universal 

jurisdiction under traditional international law. 

 

Key words: piracy; anti-piracy law; universal jurisdiction; UNCLOS 

 

 

Application of Advanced Technology to Integrated Coastal Management 

－Assessment of Fish Habitat Use by Bio-Logging－ 

 

Hideaki TANOUE 

 

 To realize a sustainable use of costal areas, it is significant to create a mechanism aiming at 

the uses of coastal areas harmonized with natural environment, and at their management from an 

integrated point of view. Understanding coastal areas as natural system, Integrated Coastal 

Management (ICM) recommends that local governments should play a proactive role and join forces 

with the parties concerned to formulate integrated coastal planning and to promote various projects, 

measures, uses, etc. in a comprehensive and well-planned manner.“Natural system” in the ICM 

context requires the understanding of coastal environments based on material kinetics and the 

dynamics of animal behavior in time and space dimensions. Particularly, it is indispensable to study 

how creatures are using coastal areas, because such understanding is expected to be useful to work out 

concrete measures. This paper reports representative evidences of habitat use by three kinds of fish in 

different coastal areas－all of them are a higher ecological predator and familiar to humans. These 

evidences were obtained by use of an advanced research technology named “Bio-logging System 

(bio-mounted behavioral and environmental recording system).” The three target fishes represent as 

many categories－a rare species, a species important for fishery, and a species harmful to humans. 

Based on the research results on the relationships of these target species with human activity, 

discussion has been extended to include the scope of application of specific measures necessary to 

promote ICM. 
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北極地域協力をめぐる国際政治 

－ 冷戦期と 1990 年代の連続性と非連続性 － 

 

大西 富士夫＊
 

 

 

 本稿の目的は、国際政治学的観点から 1990年代に北極地域協力の発達を生み出し

た国際政治上の構造的要因を解明することである。このことを明らかにするため、

本稿は、冷戦期における北極地域協力構想、1990年代に入ってから設立された北極

環境戦略（AEPS）、バレンツ・ユーロ北極評議会（BEAC）、北極評議会（Arctic Council）

をめぐる政治力学を考察し、冷戦期と 1990年代の北極国際政治にみられる構造的な

連続性と非連続性を解明した。この結果、1）国際政治上の緊張の低下（緩和ないし

は消滅）という「連続性」と、2）安全保障概念の多様化と 2極構造の崩壊という「非

連続性」が、1990年代に北極地域協力の急速な発達をもたらした国際政治上の構造

的要因であると結論できる。 

 

キーワード：北極地域協力、国際政治学、北極国際政治、連続性と非連続性、北極環境戦略

（AEPS）、バレンツ・ユーロ北極評議会（BEAC）、北極評議会 

 

 

1．序章 

1.1 問題意識 

 本研究における問題意識は、国家と国家

はなぜ協力（協調）するのかという主題を

論究することにある。国家間協力の主題は、

「国際政治学（International Relations）」に

おける古典的問題であるとともに現在にお

いても中心的問題である
1
。リアリストによ

れば、たとえ他国と協力することに利得が

見込まれていたとしても、他国がその協力

から得た利得を利用して自国を「出し抜く

こと」（double-cross）に用いることを恐れ

るため、国家は他国と協力することを躊躇

する
2
。これに対して、リベラリストは、国

家は合理的に行動し、相互依存・国際制度

が媒体となって他国に出し抜かれる恐怖を

抑えつつ、利益を追求するために協力でき

ると反論してきた。 

 グローバル化した世界において、国家間協

力についての主題は一見時代遅れにもみえ

る。とりわけ、国際経済分野では、グローバ

ル化した市場原理システムにおいて、国際金

融資本が台頭し、国家の役割は少なくとも表

面的には後退したかにみえる。しかし、欧州

連合におけるユーロ危機は、市場原理の脆さ

を露呈するとともに、改めて国家による規制

 
＊  元 海洋政策研究財団 研究員 

  現 日本大学 国際関係学部 助教 

 2013.2.2 submitted; 2014.1.8 accepted 
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等の役割の重要性を問題提起した。国際政治

分野においても、確かにローズノー（Rosenau, 

J.N）が「政府なき統治」と論じたように、

一方では、環境汚染や温暖化問題等のグロー

バル問題や、国際テロ・国際伝染病・国際犯

罪などの脱国家的問題群（ trans-national 

issues）において、個人、NGO、企業といっ

た非国家主体が国際社会の管理において重

要な役割を担いつつある
3
。しかし、他方で、

エネルギー資源、海洋の管理、国際貿易と

いった諸局面において、BRICs といった新

興諸国と唯一の超大国である米国との競合

が次第に目立つようになってきている。こ

うした状況において、国家間協力は、国際

平和と安定において依然として重要な国際

政治学上の主題であり続けている。 

 本稿では、かかる主題を考察する基本的

アプローチとして地域研究の手法をとるこ

ととする。ここでいう地域研究の手法とは、

ある主題について空間的状況（場所・地域）

に即して考えることを意味する。地域研究

の手法をとる理由は、国家間協力の動態は

歴史的かつ空間的状況によって形成され、

事例研究を積み重ねることで、国家間協力

の主題が理論的に精緻化されていくとの認

識に立つからである。 

 

1.2 目的 －北極国際政治における連続

性と非連続性－ 

 本研究は、上述した問題意識に立脚した

上で、近年、国際政治の新しい「舞台」と

して関心が集まっている「北極地域（Arctic 

region）」（後述）における国際政治に着目し、

とりわけ以下に述べるように、「協力」の側

面を研究の対象とする。北極における国際

政治は、欧州やアジア、ラテンアメリカ、

アフリカといった地域と比べて、国際政治

学分野では新しい研究対象である。国際政

治学分野において、研究対象としての北極

に関心が向けられるようになったのは、こ

こ 20年余りのことである4
。それまでの北極

は、東西冷戦の枠組みにおける軍事上の戦

略的有用性の有無の観点から捉えられる地

域であり、北米の軍事戦略上の関心から軍

事関係者に考慮されるにすぎなかったとい

う意味で、いわば国際政治学においては舞

台裏であった5
。しかし、冷戦終結後の 1990

年代に、北極海に関する環境保護を主要規

範とする地域協力が次々と発達し、北極は

国際政治の「表舞台」に登場してきた。1990

年に北欧 5 か国、米国、ロシア、ソ連、カ

ナダによって設立された「国際北極科学委

員会（International Arctic Science Committee: 

IASC）」、1990年に北極圏を含む北方圏にあ

る地方自治体レベルによる「北方圏フォー

ラム（Northern Forum）」、1991年 6月に北欧

5か国、ロシア、米国、カナダにより設立さ

れた「北極環境戦略（Arctic Environmental 

Protection Strategy: AEPS）」、1993年 1月に北

欧 5か国、ロシア、欧州委員会により設立さ

れた「バレンツ・ユーロ北極評議会（Barents 

Euro-Arctic Council: BEAC）」、1994年に設立

された「北極地域議員常設委員会（Standing 

Committee of Parliamentarians of the Arctic 

Region）」、AEPS を吸収合併する形で 1996

年 6 月に設立された「北極評議会（Arctic 

Council）」、1998年に｢北極大学（University 

of the Arctic: UArctic）」などが設立されてい

る。「協調的オリンピック（協調的国家間競

争）」6
と形容される程、北極では多様な問

題領域で地域協力が実施されてきた。 

 しかしながら、国際政治学において北極

に対する研究が世界的に本格化するのは

2000年代後半に入ってからである。国際政

治学から関心が集まる背景には、北極の夏

季結氷面積が著しく縮小し、資源開発及び

北西航路・北東航路の商業利用が現実味を

帯び7
、沿岸諸国は、北極から得られる経済
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的利益を守るための軍事力ないしは警察力

の強化を表明または本格化させつつあると

いう事情がある8
。かかる変化の国際政治上

の「始まり」を象徴した出来事が 2007年 8

月のロシアによる北極点海底部分に対する

国旗設置とそれへの沿岸国の過剰な反応で

あった
9
。軍事力及び警察力の強化が一層強

まれば、北極国際政治の第 2幕は、協調が

影をひそめ、地政学的特色をもったパワ

ー・ポリティクスへと変容していく可能性

を孕んでいる。また、第 2幕の特徴として、

日本を含めた非北極圏諸国による北極圏へ

の政治的及び経済的参入も進んでいる10
。 

 便宜的に冷戦終結以降の北極国際政治を

時期で区分すれば、1990年代を北極国際政

治の第 1幕とするならば、2000年代以降か

ら現在までをその第 2幕の「幕開け」と呼

ぶことができる。第 2幕の特徴は、北極海

沿岸諸国が一方においては、程度の差こそ

あるものの、北極で活動できる軍事能力の

向上の意思をみせつつ、その他方では国際

法や地域協力といった第 1幕の法的枠組み

を遵守するというツートラックによる対応

を見せている状況を指す11
。すなわち、第 1

幕の北極国際政治の基本的特徴及び政治力

学が継続・維持されたまま、第 1幕には見

られなかった新しい力学が水面下で形成さ

れつつあるとみなすことができる。しかし、

同時に看過してならないのは、第 1幕にお

いて、かかる地域協力が冷戦終結後に「開

花」できたのは、その「根」が冷戦期に既

に張り巡らされていたからに他ならない。 

 こうした変化を問題意識で述べたように

国際政治学的に認識するためには、舞台裏

であった冷戦期、表舞台の第 1幕（1990年

代）、同第 2 幕（2000 年代）における国際

政治の基本構造の連続性と非連続性を解明

する必要がある。ここでいう基本構造とは、

各時期における政治力学の現れた方を規定

する構造的要因のことである。本稿は、か

かる北極国際政治における基本構造の全体

像を解明するための試みの 1つとして、第

1 幕における北極地域協力形成の政治力学、

とりわけ地域協力の設立にリーダーシップ

を発揮した国家の外交を北極地域協力の事

例ごとに考察することで、冷戦期と第 1幕

とにおける北極国際政治の連続性と非連続

性を明らかにすることとする。 

 

1.3 北極地域協力の定義 

 本稿における北極地域協力という場合、本

稿の問題意識に照らして、北極という地域に

おける国家間協力を指すこととし、非政府間

協力は含まないこととする。また、北極の地

理的範囲をどのように定義するかによって

も、北極地域協力の範囲が異なってくる。

なぜなら、北極という地理的範囲について

多くの政府が受け入れている共通見解はな

く、国際組織ないしは国家が適宜その活動

の目的に従って定めている状況にある。そ

こで、本稿において北極地域協力を定義す

る場合、まず北極地域で意味する地理的範

囲についても明らかにしておく必要がある。 

 「北極」という言葉の語源であるが、こ

の言葉は、ギリシア語の「大熊座の地

（arktikos）」に由来する。古代ギリシアでは

大熊座が北にあったからであるとされる。

現代において、北極についての公式の単一

定義は存在しないものの、3種類の代表的な

定義がある。1つは、「北極圏（Arctic Circle）」

を北極地域と見なす定義である。ここでい

う北極圏とは、夏至において太陽が一日沈

まず、冬至において太陽が水平線よりも下

にある地域を指す。この地域の南限は北緯

66度 33分線である。2つ目に、高木が生息

できない限界を露わした「森林限界線（tree 

line）」に囲まれた地域を北極とする定義も

存在する。3つ目に、夏季の平均気温がセ氏
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図１ 「北極圏、森林限界線、AMAPによる北極地域の諸定義」 

 

北極圏

森林限界線

AMAPによる定義

北極地域 

Arctic Region

アラスカ（米） 

 

カナダ 

グリーンランド 

(デンマーク) 

 

シベリア 

(ロシア) 

 

アイスランド 

ノルウェー 

スウェーデン 

フィンランド 

 

出典：UNEP/GRID Arendal (2002). Arctic Environmental Atlas (http://maps.grida. no/arctic/ [Geo-2-418]） 

 を元に筆者が加工・編集して作成。いずれも線に囲まれた部分が北極地域を表している。 

10 度に到達しない地域を指して北極とする

定義もある。この他でも、北極評議会の北

極監視評価プログラム作業部会（Arctic 

Monitoring Assessment Program: AMAP）の

ように、独自の定義を行うものもある（図

1参照）。また、現在、自国を北極ないしは

北極の一部であると独自に国内法で定義し

ている国には、米国、カナダ、ロシア、デ

ンマーク、ノルウェー、スウェーデン、フ

ィンランド、アイスランドがある12
。さら

に、北極地域の地理的定義に関連するもの

として、北極海の「海域」の範囲を定義し

た国際海事機関（IMO）による「極海を航

行する船舶が関するガイドライン」もある。 
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 以上の諸点を踏まえ、本稿において北極

地域協力とは、次のように定義するものと

する。まず、北極の地理的範囲については

「北極圏」を本稿における北極地域とする。

第 2に、本稿で言う地域協力には、メンバ

ーシップが地理的に限定されている国際協

力を地域協力とする。すなわち、北極地域

協力という場合、北極圏に領土をもつ国家

により構成される国際協力を意味すること

とする。ただし、北極圏に領土を持つ 8国

家の全てからなる地域協力だけでなく、そ

の一部で構成されるものも本稿の考察対象

である。第 3に、北極地域協力には、条約

等の拘束力をもった取極めによって設立さ

れる国家間協力と、拘束力を持たない政治

的合意によって設立される国家間協力の両

方を含んだものとする。かかる定義に該当

する北極地域協力は、ホッキョクグマ保全

条約、AEPS（前述）、BEAC（前述）、北極

評議会（前述）である。 

 

1.4 北極地域協力に関する先行研究 

 本稿で言うところの北極地域協力に含ま

れる対象を扱った研究は、国際法学と国際

政治学に大別される。前者は、一般的に通

常条約等の形式により法的拘束力ももった、

北極地域へも適用される環境保護レジーム

についての法的諸概念の検討を行うのに対

し、後者は、国家間の政治力学に研究の焦

点を合わせている。前者では、南極条約に

関する研究から派生する形で夥しい研究が

存在するが、AEPS、BEAC、北極評議会と

いった政治合意に基づく非条約型の地域協

力は研究の対象から外される傾向にある。 

 本稿では、問題意識で述べたように国際

政治学的観点における国家間協力の要因の

解明に主眼を置いていることから、本節で

取り上げる先行研究の対象も後者の国際政

治学的研究に的を絞ることとする。以下で

みるとおり、国際法における研究に較べて、

国際政治学における北極研究は、一部の研

究者によって取り組まれてきたテーマであ

り、研究量はさほど多くはない。 

 国際政治学分野において北極地域協力を

題材として扱った代表的文献において、初

期のものに①1992 年に刊行されたヤング

（Young, R. Oran）13
による Arctic Politics: 

Conflict and Cooperation in the Circumpolar 

Northがある
14
。本研究は、北極を国際政治

の研究分野として最初に位置付けた研究で

あり、北極国際政治の特徴（第 1部）、資源・

動物保護・北極海航行などの問題領域に対

する国際レジーム論的論究（第 2部）、国際

社会における北極の重要性（第 3部）から

なる。 

 次に、②1993年のヤングとオシュレンコ

（Osherenko, Geir）の共編による、Polar 

Politics: Creating International Environmental 

Regimesがある
15
。同書には、国際レジーム

論の観点から、北太平洋アザラシ、スバー

ルバル、ホッキョクグマ、オゾン層、アー

クテッィク・ヘイズといった極域に固有の

問題領域についての論文が収録されている。 

 また、③1998 年に出版されたヤングの

Creating Regimes: Arctic Accords and 

International Governanceがある
16
。同書にお

いて、ヤングは、国際レジームの形成の説

明理論の主流には、覇権安定論、合理的選

択論、規範論があると指摘している。覇権

安定論では覇権国の存在、合理的選択論で

は解決されるべき問題領域の存在、規範論

では、認識共同体（epistimic community）の

存在に分析の焦点がおかれているが、ヤン

グによれば、こうしたアプローチはレジー

ムの一部だけを説明するものであり、実証

的研究においては限定的な理論的価値しか

有さないと指摘している17
。その上で、国際

的なアレンジメントが創設されるプロセス
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は複数の段階に分けられ、既存の主流理論

は各段階における政治的力学（ political 

dynamics）が異なっているという事実を理解

できていないと主張している18
。そこで、ヤ

ングは、同書では、「アジェンダ形成期

（agenda formation）」、「交渉期（negotiation）」、

「立上げ期（operationalization）」に区分し、

これら 3 つのプロセスを成功裡に乗り越え

た時に国際レジームが実体をもつことにな

るという仮説の下、AEPSと BEACの事例か

ら同仮説を検証している。各時期における

考察の中で、ヤングの考察の中心は、6つの

変数に向けられている。第 1 が、彼が「推

進力（driving forces）と呼ぶアイデア（アジ

ェンダ形成期）、利益（交渉期）、そして物

理的条件（立上げ期）である。第 2 が、行

為者（players）と呼ぶ行為体であり、アジェ

ンダ形成期に顕著となる知識リーダーシッ

プ（intellectual leadership）、交渉期に顕著と

なる企業家リーダーシップ（entrepreneurial 

leadership）、立上げ期に顕著な構造的リーダ

ーシップ（structual leadership）である。第 3

が 、「 集 合 行 動 問 題 （ collective-action 

problems）」であり、アジェンダ形成期にお

いては伝達ミス（miscommunication）、交渉

期においての膠着状態（stalemate）ないしは、

行き詰まり（gridlock）、立上げ期における取

組みへの非対称性（asymmetries in levels of 

effort）を挙げている。第 4 の変数は、筆者

が「コンテクスト（context）」と呼ぶもので

あり、具体的には、アジェンダ形成におけ

る、政治環境の大きな変化（broad changes in 

the political environment）、交渉期における、

より特定の外因性の出来事（more specific 

exogenous events）、立上げ期に顕著となる、

国内的制約（internal constraints）である。第

５は、「戦術（tactics）」と呼ばれるものであ

り、アジェンダ形成期では問題対処の枠組

みに影響を与えようとする取り組み、交渉

期における脅し（threats）と約束（promises）、

立上げ期における行政政治上ないしは官僚

政治上の戦略が挙げられている。最後は、

「制度設計パースペクティブ（ design 

perspectives）」と呼ばれるものであり、アジ

ェンダ形成期には、制度設計における時間、

交渉期においては合意文書に含まれる文言

の意味に対する思惑、立上げ期においては、

該当する国際的組織の立上げへ向けた取り

組みにおける損失への国内的懸念がある。

同書の特徴は、細かい分析のための独立変

数を用意している点で、事実説明のための

国際レジーム論であるといえよう。かかる

精緻な分析枠組みからの AEPS と BEAC の

考察は、同書をおいて他に存在しない。 

 近年では、④2004年の Keskitaloによる、

Negotiating the Arctic: The Construction of an 

International Regionがある
19
。同文献は、環

境保護規範の形成、持続可能な開発といっ

た重要規範の分析を行っており、北極地域

協力の形成に及ぼす規範の役割について示

唆に富んだ考察となっている。また、2007

年に刊行された⑤Stokke と Hønneland の共

編による、 International Cooperation and 

Arctic Governance: Regime Effectiveness and 

Northern Region Buildingでは、先住民、伝

染病管理、環境汚染と保護、気候変動、資

源開発と環境保護といった問題領域におい

て形成される国際レジームについての論考

が収録されており、特に各レジームの「効

果（effectiveness）」と「レジーム間相互作

用（interplay of regimes）」が分析されてい

る
20
。 

 

1.5 分析手法 

 ここに挙げた先行研究を整理すると、①、

②、⑤は、地域協力そのものというより、

ある特定の分野に成立するレジームについ

て考察するものであり、本稿が研究対象と
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する地域協力を扱っていない。③は、AEPS

と BEACの政治力学を分析するものであり、

本研究の目的に最も近い。しかし、考察対

象として本研究には、北極評議会が考察対

象に含まれていない。また、方法論におい

て、欠点は、独立変数が細かいため、より

踏み込んだ考察が必要であると思われる個

所においても簡単な説明に留まっており、

それぞれの時期における各変数に費やされ

る考察が結果的に浅くなっていることであ

る。④は、北極における主要規範の形成の

され方に焦点を合わせており、AEPS、

BEAC、ACに関する考察も含まれているも

のの、規範ごとの分析のため、地域協力内

の力学は断片的に扱われてしまっている。 

 そこで、本研究は、③や④の研究におけ

る知見を参照しつつ、政治力学を、ある地

域協力を設立する上でリーダーシップを発

揮する国家の外交と、それに対する他の地

域協力参加国の対応（賛成、反対、両者の

妥協）とによって織りなされる関係性とし

て定義する。考察対象は、冷戦期における

北極地域協力構想、1990 年代における

AEPS、BEAC、北極評議会の各地域協力の

形成期の過程を考察する。具体的には、設

立過程と設立要因に区分し、設立過程では、

地域協力の設立にイニシアティブを発揮す

る国家の外交と、他国の交渉過程を明らか

にし、また、設立要因では、設立過程に向

けてリーダーシップを発揮した国家の政策

判断を中心に考察することとする。 

 

2. 冷戦期における北極地域協力構想 

 北極において地域協力が冷戦終結後の

1990年代に「開花」できたのは、その「根」

が既に張り巡らされていたからに他ならな

い。実際に冷戦期には少なくない北極協力

構想が提案されていた。最初の構想は、第

2 次世界大戦末期の米国ルーズベルト

（Roosevelt, Franklin D.）政権の副大統領で

あったワラス（Wallace, Henry A.）による北

極海条約構想である。ワラス構想は、国務

省及び連邦議会に対して、北極海における

輸送、連絡網、北極海探索を促進する協力

に関する国際条約の締結に向けて米国がイ

ニシアティブを発揮するべきであるという

ものであった21。ワラスは、ソ連のモロト

フ（Molotov, Vyacheslav M.）外相にも北極

条約構想を提案したが、ソ連の支持を得ら

れなかった22。また、1960 年代末、米国は

南極大陸の成功から着想を得て、科学調査、

北方経済開発、環境保護、保健医療を促進

するため、「ノースランド・コンパクト

（Northlands Compact）」という多国間協力

構想をもっていたが、カナダ、ソ連の支持

を得られず、実現できなかった23。1970 年

代には、北極海の法的地位を協議する多国

間会議構想があったが、これも実現しなか

った。これらの失敗があったものの、1971

年の「国家安全保障決定覚書（National 

Security Decision Memorandum: NSDM）」24

では、北極国際協力を奨励していく方針が

示され、統合的北極政策部会（Integrated 

Arctic Policy Group）が設置された25。1973

年の NSDMでは、科学調査、資源開発、環

境保護を中心とする領域において 2国間並

びに多国間による北極協力を強く後押しし

ていく方針が示されている26。 

 カナダにおいても米国同様に北極海協力

構想があった。先駆けとなったのが、ピア

ソン（Pearson, Lester）が首相就任より前の

1946 年に唱えた構想である。ピアソンは、

北極海における資源を利用していくために

は、科学データの共有や探索調査など、北

極地域の国家が協力して北極海問題に取組

むことが北極諸国及びカナダの利益になる

と考えていた27。また、地質学者のロイド

（Lloyd, Trevor）も、1960年代において科
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学調査の連携が政治的関係の改善に繋がる

として、北極海協力の重要性を訴えた。法

学者コーエン（Cohen, Maxwell）は、1971

年に「環北極海条約（Arctic Basin Treaty）」

という多国間条約形式による北極評議会構

想を提示した。当時、カナダでは、北西航

路の法的地位をめぐる米国との軋轢を受け

て28、領海漁業法改正、北極海汚染防止を

設定し、北極海においても米国の圧力から

脱却することが必要とされた時期であった
29。コーエンはその後、カナダ国際問題研

究所（ Canadian Institute on International 

Affairs:CIIA、現カナダ国際評議会 CIC）の

国家資源部（National Capital Branch:NCB）

のメンバーとなり、北極海協議体構想の議

論が続けられたが、1970年代をとおしてカ

ナダ政府の政策として取り上げられること

はなかった。 

 米国、カナダを中心に数多くの北極地域

協力構想が提案されたにもかかわらず、実

現されなかった最大の要因は、当時の国際

環境である。北極海は、大陸弾道ミサイル

の飛翔ルートとさると同時に潜水艦発射弾

道ミサイル（SLBM）を搭載した原子力潜

水艦が配備されるなど、戦略的要衝として

米ソ両陣営が採用していた核戦略である

「 相 互 確 証 破 壊 （ Mutual Assuared 

Destruction:MAD）」戦略に組み込まれてい

た。こうした国際政治環境の下で、北極の

地域協力の構想は陽の目を見なかったので

ある。 

 しかし、冷戦期において北極地域協力が

全く存在しなかったわけではない。デタン

ト期に差し掛かると、米ソ両超大国は、非

政治的な問題において緊張の緩和を進めた。

北極では非政治的分野としてホッキョクグ

マの種の保全及び管理が米ソによって着目

され、1973 年 11 月に米国、ソ連、ノルウ

ェー、カナダ、デンマークによって「ホッ

キ ョ ク グ マ 保 全 条 約 （ Multilateral 

Conservation of Polar Bears Agreement）」が

調印された（1976年発効、1978年までに全

加盟国批准）。同条約の下で加盟国の領土及

び公海におけるホッキョクグマの狩猟、殺

傷、捕獲は、研究目的及び先住民による伝

統的利用等を除いて全面的に禁止された

（第 1条及び第 3条）。また、ホッキョクグ

マの生息域のエコシステム保全のための適

切な措置を講じることも義務付けられた

（第 2条）。特に、問題となっていたレジャ

ー目的での捕獲を禁止する条項も含まれて

いる（第 3条）。締約国は条約の実施におい

て必要な国内法的措置を適宜講じる事とさ

れ（第 6条）、同時に保全及び頭数の管理に

必要な研究事業の実施において、締約国間

で調整・相談・情報交換することが盛り込

まれた（第 7条）。 

 ホッキョクグマ保全条約の成立には 2つ

の要因を指摘できる30
。まず、60年代後半、

ホッキョクグマが生息するこれら北極海沿

岸諸国では、既にホッキョクグマの保全に

向けた国内法制化の動きが開始され、ホッ

キョクグマの保全の必要性に対する認識が

高まっていたことである。特に、飛行機や

モーターサイクルを利用したレジャーとし

てのホッキョクグマ猟からのホッキョクグ

マの保護が必要と認識されていた。もう 1

つの要因として、越境して生息するホッキ

ョクグマや国家の領域以外に生息するホッ

キョクグマが多く、国内法制では対応しき

れていないという事情があった。 

 ホッキョクグマが生息するのは、ロシア、

米国のアラスカ（Alaska）州、カナダ北部、

ノルウェーのスバールバル諸島（Svalbard）、

デンマークのグリーンランド（Gleenland）

であり、ホッキョクグマ保全条約がこれら

北極海沿岸諸国の間で調印されるに至った

のは、至極当然のことであった。しかし、
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希少価値の高いホッキョクグマを売買しよ

うとする日本等の非北極諸国もホッキョク

グマ保全条約に含まれるべきとの考え方の

もあり、条約交渉過程においては北極海沿

岸諸国の見解が分かれた。特に、ソ連が非

北極圏諸国の関与について強硬に反対し、

結果的に北極海沿岸諸国（5 か国）による

多国間協力が形成されることとなった。こ

れ以降、北極における問題は、北極 5か国

間で扱われるべきであるとの考え方が定着

していった
31
。しかし、冷戦構造の対立構

造の下では、北極 5か国体制がホッキョク

グマ保全以外の領域へと発展することはな

かった。 

 80年代後半に入り、北極における地域協

力の可能性を開いたのは、ソ連共産党書記

長のゴルバチョフ（Gorbachev, Mikhail S.）

であった。ゴルバチョフ共産党書記長は、

対外的には西側諸国との関係正常化を狙っ

た新思考外交（1987-90 年）を展開し、ま

た国内においては、ペレストロイカとグラ

スノスチによる国内改革で知られている。

ゴルバチョフは、新思考外交の一環として、

中距離核戦力全廃条約の調印の１か月前の

1987 年 10 月 1 日、欧州方面におけるソ連

北方艦隊の軍事的拠点であるムルマンスク

（Murmansk）州において、北極・北大西洋

諸国に向けて有名な演説を行った。これは、

ムルマンスク演説として知られている。ム

ルマンスク演説の中で、ゴルバチョフは、

懸案となっている安全保障問題についての

協議を呼びかけ、「我々の共通の欧州の家

（our common European house）」の実現のた

めの 2国間・多国間協力を行う準備がある

と宣言し、とりわけその候補地域として北

極地域における軍事的対立の劇的緩和に前

向きであると呼びかけた32。この演説には 6

項目からなる具体的な提案が含まれていた。

すなわち、北極非核地帯構想、海軍を中心

とする軍事活動の制限、資源開発における

平和的協力、北極科学調査（共同北極研究

評議会をムルマンスクで主催する準備有）、

環境保護協力（モニタリングと放射線安全

確保）、北極海航路の外国船への開放、とい

った 6項目において、ゴルバチョフはソ連

が国際協力を行う準備があるとしたのであ

った33。 

 ムルマンスク演説における諸提案の中で

最初に進展がみられたのが科学調査の領域

であった。ゴルバチョフ書記長とレーガン

（Reagan, Ronald W.）大統領はワシントン

（Washington D.C.）で会談し、北極におけ

る科学調査の重要性が認識され、1990年の

非政府間協力である「国際北極科学委員会

（IASC）」（第 1章前述）の設立に繋がった。

IASCの構想自体は、1958年に発足した｢南

極研究科学委員会（SCAR）｣とともに、1957

年の国際極年の研究の一環として、「国際科

学会議（ICSU）」の１つの特別委員会とし

て設立することが計画されていた。しかし、

北極地域は上述してきたように既に東西ブ

ロックに分断されていたため、南極の科学

委員会として SCARだけが設置されること

となった。新冷戦から新デタントへと移行

した 1980年代後半、ソ連は西側の科学者に

門戸を徐々に開くようになった。これを受

け、米国の研究者たちが研究分野における

北極協力を唱え、1986 年 7 月に北極版の

SCARを作ろうという議論を開始した34
。米

国の研究者たちの北極科学協力構想は、北

極研究に携わる全ての国に参加資格を認め

るものだった。こうした IASC 発足の動き

を後押ししたのが、ゴルバチョフのムルマ

ンスク演説であった。同演説では「準北極

諸国（sub-Arctic states）」を含めた北極科学

協力を検討するための会議の開催が提案さ

れていた
35
。これにより、ソ連側研究者も

北極科学協力構想に積極的に関わるように
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なり、1988年 3月にスウェーデンのストッ

クホルムで開催された会合において IASC

設立の提案が行われ、1990年 8月に科学者

による非政府間協力として IASC が設立さ

れるに至ったのであった。 

 北極地域協力はホッキョクグマ保全条約

の先例に基づいて沿岸 5か国から構成され

るというのが当時の認識であったが、IASC

の意義は、北極圏 8か国を北極圏の地域的

ステークホルダー国とする認識が形成され

たことである。IASC の組織的中心は総会

であり、総会の参加資格はすべての国に開

かれている。しかし、総会とは別に地域委

員会が設置され、同委員会では地域的な課

題や北極 8か国（北極海沿岸 5か国に加え

て、フィンランド、スウェーデン、アイス

ランド）に共通する利害に影響を及ぼす事

項について検討を行うこととされた。これ

は、IASC の活動が、北極 8 か国の利害に

抵触しないことを目的として設置されたも

のである。IASC は非政府間協力であった

が、1990年代の北極諸国の政治的メンバー

シップの認定において、従来のホッキョク

グマ保全条約の 5か国枠組みではなく、新

たに 8か国イコール北極諸国という認識の

醸成の第一歩となったという点で意義があ

るのである
36
。 

 

3. 北極環境保護戦略 

（Arctic Enviromental Protection 

Strategy:AEPS）37  

3.1 設立過程 

 ゴルバチョフのムルマンスク演説後、政

府間における北極地域協力の形成に向けた

動きも開始された。いち早く行動に移した

のがフィンランドである。フィンランド政

府は、外務大臣と環境大臣との連名におい

て 1989年 1月 12日に他の北極 8か国の首

脳宛に書簡を送り、北極環境の保護につい

て審議する会合への参加を求めた。フィン

ランド政府が呼びかけた国際会合は、1989

年 9月 20から 26日にかけて同国北部の中

心都市ロバニエミ（Rovaniemi）で開催され

た。9月 20日にロバニエミで開催された会

合には、北極圏 8か国と国連環境保護計画

（UNEP）から派遣団が出席した。フィン

ランド環境大臣が開催の辞を述べ、同国の

環境・北極・南極の特任大使（Consultative 

Ambassador）であったラヤコスキ（Rajakoski, 

Esko）が議長を務めた。副議長として、カ

ナダのビーズレイ（Beesley, J. Alan）と、ス

ウェーデンのエドマール（Edmar,Desiree）

が選出された。ビーズレイは、『北極の環境

の状態とさらなる行動の必要性』と題する

作業部会の議事進行を行った。エドマール

は、『北極環境の保護のための既存の国際的

法制度と将来に向けた協力の組織』と題す

る作業部会の議事進行を務めた。本会合に

おける最大の成果は、各国が北極における

共通の汚染物質を特定したことであった38。

その共通の環境問題とは、残留性有機汚染

物質（persistent organic contaminants）、原油

（oil）、重金属（heavy metals）、騒音（noise）、

放射能（radioactivity）、酸性化（acidification）

の 6つの特定の汚染項目である。オゾン層

破壊及び地球温暖化は、既に既存の枠組み

で対応されていたため、含まれなかった39。

ロバニエミ会合では、北極の環境保護のた

めの国際的合意を形成すべく、今後も関係

国間で協議を継続していくくことでコンセ

ンサスが得られた40。 

 その後、北極 8か国による環境保護協力

のための準備は、非公式及び公式の会合に

おいて進められた。まず、1989 年 12 月に

フィンランドの国連派遣団がニューヨーク

（New York）にて非公式の会合を開催し、

北極の環境保護に関する法的課題について

話し合いがもたれた。1990年 4月にカナダ



海洋政策研究 第 12号 

－11－ 

のイエローナイフ（Yellowknife）で開催さ

れた公式の準備会合では、ロバニエミ会合

で特定された 6つの汚染項目のモニタリン

グと評価を行うことが重要であるとし、

AEPSの最初の草案が作られた41。1991年 1

月にスウェーデンのキルーナ（Kiruna）、

1991 年 5 月にヘルシンキ（Helsinki）と続

いた。また、協議を重ねることで、フィン

ランドが開始した北極 8か国の代表からな

る会合は、北極の環境保護協力の実現に向

けて、政治的な懸念等を話し合う場として

定着していった。1991 年 6 月 14 日に再び

ロバニエミにおいて開催された会合では、

「 北 極 環 境 の 保 護 に 関 す る 宣 言

（Declaration on the Protection of the Arctic 

Environment）」及び「北極環境保護戦略

（AEPS）」の採択が行われた42。AEPSの採

択に至るプロセスは、ロバニエミ・プロセ

スと呼ばれる43。 

 「北極環境の保護に関する宣言」及び「北

極環境保護戦略」は、法的拘束力のない政

治文書である。形式的には、「北極環境の保

護に関する宣言」を設立文書とし、AEPS

文書を行動プログラムとすることも成り立

たないことはない。しかし、AEPS文書は、

行動プログラムだけに終始するものではな

く、環境協力に関わる行為者、規範、科学

的認識、問題領域、ルールといったレジー

ムの構成要素を規定しており、実質的な設

立文書となっている44。 

 AEPS の特徴は、レジームが取り扱う汚

染源を明確に定めていることにある。これ

らの 6つの特定の汚染物質の現状の把握を

するため、「北極圏監視評価プログラム作

業部会（Arctic Monitoring and Assessment 

Program: AMAP）」が設置されている。ま

た、油濁事故への北極への影響について調

査する「緊急事態回避準備及び反応作業部

会 （ Emergency Prevention, Preparedness 

Response: EPPR）」、船舶起因汚染等の海

洋汚染の状況を把握するための「北極圏海

洋環境保護作業部会（Protection of the Arctic 

Marine Environment: PAME）」、そして、

北極の動植物相の保全状況を調査する「北

極 圏 植 物 相 ・ 動 物 相 保 存 作 業 部 会

（Conservation of Arctic Flora and Fauna: 

CAFF）」が設立されている。 

 オブザーバーには、北極の先住民の参加

を促進するため、イヌイット環北極圏会議

（ICC）、北欧サーミ議会、ソ連北方先住民

族協会（RAIPON）が選ばれた。また、北

極環境問題への関わりと貢献についての評

価に基づいて、先住民団体以外のオブザー

バーを認めるとの規定もある。 

 AEPS の運営は、加盟国である北極 8 か

国による閣僚会合を定期的に開催すること

を基本とする。意思決定の手続きについて

は規定されなかった。 

 

3.2 AEPSの成立要因 

 北極における環境保護を主目的とする北

極地域協力である AEPS 構想は、フィンラ

ンドの環境・北極・南極の特任大使

（Consultative Ambassador）であるラヤコス

キによって考案されたものであった。ラヤ

コスキは、フィンランド政府が AEPS 設立

へのイニシアティブをとるに至った主要因

には、北極環境の悪化に対する新しい認識

があったと指摘している45
。また、ヤング

によれば、AEPS は、東西対立の緩和とソ

連の北極圏の開放によってもたらされた北

極における国際協力の可能性を追求しよう

とした初期の試みの産物であり、AEPS の

推進者達は、成果を残すために協力分野を

環境保護に戦略的に限定したと述べている。

その上で、ヤングは、環境保護が協力分野

として選択された理由として、環境保護が

北極 8か国の利益に適うものであったと指
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摘している。ヤングによれば、スカンジナ

ビアの観点では、越境汚染物質の流入のモ

ニタリングと影響評価が主な関心事項であ

り、また、米国においては、油濁汚染事故

などの緊急事態を予防し、対応することが

主要な関心であった。カナダにとっては、

北極の動植物の保全問題が主たる関心事項

であった
46
。フィンランド外交が果たした

役割は、ムルマンスク演説における 6提案

や、先住民による北極社会の開発など、北

極圏における国際協力の課題領域として

様々な選択肢がある状況において、冷戦構

造における東西間の緊張がまだ色濃く残っ

ていた当時の国際的環境をよく理解し、北

極 8か国間で着実に国際協力が行えるよう

に扱う領域を環境保護のみに限定させたこ

とにあった。 

 では、ラヤコスキが指摘する北極環境の

悪化に対する新しい認識や、ヤングの言う

ところのスカンジナビア、米国、カナダに

おける環境汚染に対する認識とは、具体的

に如何なるものであったのであろうか。

AEPS が環境問題として認識した 6 つの汚

染物質について見ていくこととする。まず、

残留性有機汚染物質であるが、これには、

ポ リ 塩 化 ビ フ ェ ニ ル （ polychlorinated 

biphenyls: PCBs）、有機塩素系殺虫剤として

使用されるジクロロジフェニルトリクロロ

エ タ ン （ dichlorodiphenyltrichloroethane: 

DDT）、有機リン系殺虫剤に使用されるヘ

キ サ ク ロ ロ シ ク ロ ヘ キ サ ン

（hexachlorocyclohexane: HCH）、有機塩素

系 殺 虫 剤 に 使 用 さ れ る ク ロ ル デ ン

（chlordane）及びトキサフェン（toxaphene）

等が含まれる。これら残留性有機汚染物質

は、難分解性及び高蓄積性のため、自然に

とって有害な汚染物質であり、生物濃縮の

可能性及び高い慢性的毒性がある。当時、

一部の国でその使用及び製造が禁止されて

いたものの、地球全体では多くの国がこれ

を使用していた。北極 8か国の共通認識で

は、北極においてこれらの汚染物質の重大

な汚染源がないものの、アジア、欧州、北

米にある世界的な工業中心都市から、河川、

大気、海流を介して残留性有機汚染物質が

長距離移動して北極環境に到達していると

考えられていた
47
。とりわけ、大部分の有

機 塩 素 汚 染 物 （ chlorinated organic 

contaminants）は、高い親油性をもち、北極

の食物連鎖に含まれる生物の臓器内の脂肪

細胞内組織に濃縮される。実際に高濃度の

汚染物質がカナダのケベック州（Québec）

のイヌイット女性の母乳サンプルから見つ

かっている
48
。北極の先住民は脂質性の高

い野生食物の消費が高いため、ホッキョク

グマ、クジラ、オットセイ等は、人間への

これらの汚染物質の流入経路となっている

ことが、北極に特有の懸念事項と認識され

ていた。問題は、北極のエコシステムに対

する有機塩素汚染物の潜在的影響の全体像

について当時十分に知られていないことで

あった。 

 油濁汚染については、1989 年 3 月 24 日

未明に米国エクソン社の大型石油タンカー

であるエクソン・ヴァルディーズ号（Exxon 

Valdez）がアラスカのプリンス・ウィリア

ムス湾（Prince William）にて座礁し、多く

の重油が海洋に流れでるという事故が発生

し、その環境被害について当時国際社会の

大きな関心を集めた。北極の暗く寒い冬で

は、低気温かつ日照時間が少なく、流出し

た原油の分解が低下するなど、北極地域は

油濁汚染において極めて脆弱である。結氷

海域では、原油は浮氷間ないしは氷の下に

留まり、一部は氷上に運ばれるなど、事故

後も北極の自然が被害を受ける期間は温帯

地域よりも相対的に長い。また、海洋生物

への直接的影響は結氷海域縁辺部において
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高く、原油によって汚染された羽や毛皮を

もつ動物は俊敏さを失い獲物を襲撃する能

力を奪われる。また、原油は皮膚の炎症も

引き起こす
49
。 

 次に重金属による汚染であるが、北極の

重金属広域汚染の現代的傾向として、水銀、

カドミウム、ヒ素、ニッケルが顕著である

ことが氷河から抽出されたアイス・コアの

解析によってわかってきた。19 世紀半ば

以降から増加傾向にあり、20 世紀には著

しい増加がみられる。重金属の自然界にお

ける堆積は自然現象の結果として生じて

いるものもあるが、主に工業中心地から長

距離大気移動により、植物、雪、海におけ

る重金属の堆積に帰結していることもあ

る。水力発電所建設のように、以前植物に

覆われた地域に水を貯め込むと、地元鉱山

及び無機水銀のメチル化により重金属が

放出され、高濃度となる。カナダとフィン

ランドの研究では、有機材料の総量による

ものの、魚の体内のメチル水銀濃度が、貯

水池の決壊の後著しく増加することが報

告されている
50
。 

 北極の海洋環境において、水中の重金属

濃度は、南部の緯度の低い海域よりも低い

とされるが、生物相内の濃度は、食物連鎖

において増加し、また、アザラシ及びクジ

ラなどの食物連鎖の高次元にある捕食生物

の体内において増加している。例えば、カ

ナダの複数の研究によれば、イッカククジ

ラの腎臓内のカドミウム濃度は海洋性哺乳

類に関する過去の報告の中では最も高かく

なっていた
51
。また、海洋性哺乳類及びい

くつかの鳥類にみられる高い重金属濃度は、

それら動物を日常食とする地域で問題とな

っている。上昇する水銀濃度は、狩猟を生

業とする地域のグリーンランド人の体内や、

カナダの北部ケベックに居住する先住民の

体内においても検出されている52
。 

 北極では深刻な放射能汚染も認識されて

いる。北極に影響を与えている放射性汚染

物質には 2つの主要な原因がある。1950年

代と 1960 年代に実施された大気中での核

兵器実験と、1986年のチェルノブイリ原子

力発電所における事故である。ストロンチ

ウム 90（半減期 29年）やセシウム 137（半

減期 30年）のように長期の半減期をもつ放

射性核種は、重大な懸念事項である。放射

性核種に由来するこれらの放射性降下物は、

栄養分の乏しい環境下において効果的に土

壌表面の植物、とりわけ地衣類等に浸透し、

北極エコシステム内部で生物循環し、結果

として、放射性セシウム（radio-cesium）が

濃縮されたカリブーやトナカイの肉を主食

として消費している先住民の体内蓄積に至

ると考えられている
53
。さらに、原子力燃

料及び放射性廃棄物の移動、蓄積、処分等

の生物学的影響を引き起こす放出もある。 

 酸性化も重大な脅威として認識されてい

る。主要な酸性化物質は、車両、工業活動、

石炭及び石油による火力発電所から放出さ

れる硫黄化合物及び窒素化合物、二酸化炭

素である。大都市から長距離大気移動によ

り、とりわけ冬季において北極の大気状態

が影響を受けると考えられている54
。北極

における酸性化に関連する問題の最も良く

知られた事例は、酸性化物質を含むエアロ

ゾル（aerosols）から生成されるアークティ

ック・ヘイズ（Arctic haze）現象である。

アークティック・ヘイズは、既に多くの研

究が実施され、その性質、分布、成分比率

について多くが知られてきた。酸性化は、

特定の北部工業中心地においてだけでなく、

酸性化物質の長距離大気移動により北部フ

ェノスカンジナビア、ソ連邦北西部、カナ

ダ東部においても顕著な環境問題へとなっ

ていたのであった
55
。また、酸性堆積物と

過酷な環境による環境負荷との複合的影響
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は、北極における植物成長への潜在的被害

の危険性をもたらしている。重大な負荷、

酸性化の度合い、寒冷気候に影響を与える

諸条件は、より詳細な地域的モニタリング

及び研究を必要としている。一般的にみて

も、北部のエコシステムは温帯地方のそれ

よりも大きな負荷にさらされているのであ

る
56
。 

 これらの環境問題についての「新しい認

識」（前出のラヤコスキの言葉）に基づいて、

フィンランドがロバニエミ・プロセスとし

て知られる一連の設立準備にイニシアティ

ブを発揮し、これが AEPS に結実した。

AEPS の設立要因を考察するとき、まず、

これらの環境問題についての認識が北極 8

か国の間で共有されたことが直接的要因と

いえる。 

 しかし、これだけでは、フィンランドが

AEPS 設立のために外交イニシアティブを

発揮した要因を説明できない。なぜ、フィ

ンランドは、冷戦末期の 1989 年から 1991

年にかけて、環境問題に取り組むための北

極地域協力を行おうと判断したのであろう

か。こうしたフィンランドの判断は、環境

問題への対処の必要性よりもより高次の戦

略的判断がなされていたとみることにより

説明ができる。 

 当時、フィンランドが外交的イニシアテ

ィブを執った背景には、1948年 4月「フィ

ン・ソ友好協力相互援助条約（Treaty of 

Friendship, Cooperation and Mutual 

Assistance：FCMA 条約）」によってフィン

ランドに課された外交的制約の存在がある。

第二次世界大戦期、フィンランドはソ連と

2 度の戦争を経験する57
。冬戦争（1939 年

-1940 年）、継続戦争（1941-1944 年）であ

る。冬戦争は、独ソ不可侵条約秘密議定書

を下敷きとしつつ、フィンランドに対して

ソ連海軍駐屯のためのハンコ（Hanko）港

の貸与、オーランド諸島（Åland）の再武装

化、カレリア（Karelia)地峡の国境線の変更

についてのソ連の求めに対して、フィンラ

ンドが拒否したことを発端として争われた

戦争である。継続戦争では、ドイツ軍駐留

のための密約をドイツと結んでいたフィン

ランドは独ソ戦の開戦とともに自動的に対

ソ開戦に入った。この 2度にわたる戦争の

結果、フィンランドはソ連の「勢力圏

（sphere of influence）」に組み込まれ58
、ソ

連は冷戦期を通してフィンランドが勢力圏

から離脱することを許さなかった。FCMA

条約は、フィンランドをソ連の勢力圏にと

どめるための政治的装置であった。同条約

の前文では、「大国間の紛争の局外にたつと

いうフィンランドの切望」と、「フィンラン

ドとソ連が国際連合の目的と原則に従って

国際平和と安定の維持のために貢献すると

いう不動の願望」が明記された。また、第

1 条では「ドイツ軍（当時の西ドイツ）並

びにその同盟国がフィンランド領土を通過

してフィンランドないしはソ連を攻撃する

際にはそれを撃退する義務を負うこと（第

1条）」も規定されている。 

 FCMA条約は、ソ連の意向に反してフィン

ランドの西側世界への接近を禁止するもの

であった。同条約の制約のため、フィンラン

ドはマーシャル・プランへの参加を取りやめ

ている。つまり、フィンランドの国際的行動

はソ連の意向を伺いながら決めなくてはな

らなかった。こうした国際環境の下、フィン

ランドの指導者は、フィンランドの国際的行

動に関するソ連の許容範囲を模索する外交

を行ってきた。この外交姿勢は、政治指導者

の 名 前 に 由 来 す る 「 パ ー シ キ ヴ ィ

（1946-1956）・ケッコネン（1956-1981）路

線（Paasikiven-Kekkonen linja）」として知ら

れる中立外交政策への道を開いた
59
。フィ

ンランドの指導者は、ソ連指導部の理解を
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取り付けることによって、フィンランドは

1955年に北欧審議会、国連への加盟を果た

している。 

 フィンランドの冷戦期の対外行動は、こ

のパーシキヴィ・ケッコネン路線を基本と

して進められてきた。こうしたフィンラン

ド外交にとって、ゴルバチョフによるムル

マンスク演説は、国際的行動の限界を拡充

していく機会をもたらすものであった。当

時のフィンランドのマウノ・コイヴィスト

（Koivisto, Mauno）政権にとっては、同国

の国際的行動の範囲を拡大するためのまた

とない機会と映った。したがって、AEPS

に向けてフィンランドがイニシアティブを

発揮した要因には、環境分野における地域

協力の開始を同国の国際的行動の拡充が最

も可能となる見込みが高いとの戦略的判断

があった。 

 AEPS の設立過程と同時並行して共産圏

諸国がソ連からの独立を始め、ソ連邦の解

体が次第に明らかになるにつれ、フィンラ

ンドはソ連のくびきからの脱却を加速させ

るために欧州への統合を模索し始めた。

1992年に始まったフィンランドの EU加盟

交渉が本格化し、EU 加盟が政治日程にな

ると、フィンランドにとって国際的行動の

拡充の場であった北極地域協力の重要性は

低下し、フィンランド外交における AEPS

の政治的有為性は必然的に冷却化していっ

たのであった。このことは、AEPS におい

てリーダーシップを発揮する国が徐々にフ

ィンランドからカナダへと移行していくこ

ととなり、第 5章で論じるように、カナダ

が元来主張していた北極評議会構想の実現

へ向けた外交を展開していく背景となった。 

 

4. バレンツ・ユーロ北極評議会 

 （Barent Euro-Arctic Council:BEAC）60 

4.1 設立過程 

 1989 年に東西イデオロギー闘争が終焉

し、東欧諸国において共産主義政権が崩壊

した。1990 年にはドイツ問題が解決され、

新しい「統一ヨーロッパ（unified Europe）」

の建設への流れが不可逆なものとなった61
。

1990 年 11 月の「欧州安全保障協力会議

（Conference on Security and Cooperation in 

Europe: CSCE）」のパリ首脳会議では「パリ

憲章」が採択され、旧共産圏諸国の民主化

と市場経済への移行が冷戦終結直後の欧州

国際政治のアジェンダとして浮上し、ソフ

ト・セキュリティーの重要性が高まった。

これら一連の過程を背景として、欧州北部

のバレンツ海から南部の黒海へ至る一帯を

縦断するように多くの下位地域協力が誕生

した。下位地域協力の特徴は、「上位地域」

に対して補完的な役割を果たすことにある
62
。EC/EU を上位地域とする下位地域協力

として、1992年にはバルト海沿岸諸国によ

る「バルト海諸国評議会（Council of Baltic 

Sea states: CBSS）」及び黒海沿岸諸国による

「黒海経済協力（ Black Sea Economic 

Cooperation: BSEC）｣、さらに中央ヨーロッ

パでは 1989年に「ヴィシェグラード・グル

ープ（Visegrad group）」及び「中欧イニシ

アティブ（Central European Initiative: CEI）」、

1992 年の「中欧自由貿易協定（Central 

European Free Trade Agreement: CEFTA）」が

次々と設立された。 

 ノルウェーがイニシアティブをとって

1993年に設立されたバレンツ・ユーロ北極

評議会（BEAC）もこうした下位地域協力

の 1 つである。BEAC の設立交渉は、ノル

ウェー外務省の主導の下、国家間レベルと

地方自治体レベルとにおいて同時並行して

進められた。最初に開始されたの設立交渉

は国家間レベルで行われ、最初の交渉相手

国は新生ロシアであった。ノルウェーのス

トルテンベルグ（Stoltenberg, Thorvald）外
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相は、CBSS設立のために 1992年 3月 5日

から 6 日にかけてコペンハーゲン

（København）で開催された閣僚会合の直

後の同 7 日から 8 日、オスロ（Oslo）にお

いてロシアのコーズィレフ（Kozyrev, 

Andrei）外相と非公式の会談を持った。ス

トルテンベルグ外相はこの場で国家レベル

と地方レベルからなる 2層意思決定構造を

もつ BEAC構想をコーズィレフ外相に提案

した
63
。この会合の以前にも、コーズィレ

フ外相とストルテンベルグ外相は、オスロ

のソ連大使館を介して非公式な折衝を重ね

ていたといわれる
64
。コーズィレフ外相は、

BEAC 構想に前向きであった。コーズィレ

フ外相の説得により、エリツィン（Yeltsin, 

Boris）大統領も BEAC構想に合意した。エ

リツィンは 1992 年 7 月 9 日から 10 日の

CSCE のヘルシンキ首脳会合において正式

に BEAC構想への支持を明らかにしている。

エリツィンの支持表明の直後、8月 26日か

ら 27 日かけてノルウェーの北極海の島ス

バールバルで開催された北欧諸国の外相会

合において北欧諸国も BEAC構想に賛同し

た。9 月 4 日、北欧諸国とロシアの環境大

臣の出席する会合が開かれ、共通の環境問

題を解決するための協力を求める声明が採

択された。1992年 9月 25日から 27日には

BEAC 構想実現のための専門家会合が開催

され、翌月 20日から 22日にかけてフィン

ランドのロバニエミで開催された会合にお

いて設立宣言の最初の原案が作成された。

これ以降、設立に向けた準備交渉が本格化

する。設立宣言の修正案が 11月 1日に作成

された。12月 9日には BEACの設立会合を

翌 1993年 1月 11日にノルウェーのヒルケ

ネス（Kirkenes）で開催することが定まっ

た。ヒルケネス東部にはロシアとの国境が

あり、国境の街として知られている。 

 一方、地方自治体レベルにおける交渉は、

1992年の 4月に始まった。ストルテンベル

グ外相はノルウェーとロシアの地方自治体

の首長が参加した会合で、BEAC 構想を公

表した。コーズィレフは、ロシア地方政府

代表が同会合に参加することに合意を事前

に与えていた。参加した地方自治体代表は、

バレンツ・グループ（Barents group）を形

成して協議を重ねた。バレンツ・グループ

はノルウェーとロシアの地方自治体で開始

された後、スウェーデン、フィンランドも

これに加わった。 

 これら政府レベルと地方自治体レベルの

双方で交渉の結果、1993 年 1 月 11 月のヒ

ルケネスでの閣僚会合において「ヒルケネ

ス宣言（Kirkenes Declaration）」が採択され、

BEAC が設立された。ヒルケネス宣言に示

された BEAC の設立趣旨には、1）東西分

断の遺産の克服のためのバレンツ・ユーロ

北極地域（Barents Euro-Arctic Region）の形

成、2）1991 年 CSCE が目指すヨーロッパ

地域間協力の促進に BEACを通して資する

こと、3）7分野にわたる域内自治体の協力

促進（環境、経済、科学技術、地域インフ

ラ、先住民、人的交流、ツーリズム）が挙

げられている65
。 

 BEAC には意思決定機関として閣僚会合
66
と地方政府代表からなるバレンツ地域評

議会（Barents Regional Council）による 2

層意思決定構造となっている。閣僚会合は、

BEAC 加盟国代表と欧州委員会代表によっ

て隔年ごとに開催される67
。議長国は 2 年

ごとの輪番制である。通常、外務大臣が出

席するが、外務省以外の担当大臣会合も必

要に応じて開催される。閣僚会合の下には、

事前準備を行う上級閣僚会合（Committee 

of Senior Officials）がある。 

 バレンツ地域評議会に参加する加盟地方

自治体は、ロシアのムルマンスク州（第 2

章前述）とアルハンゲル（Arkhangelsk）州、
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ノルウェーのフィンマルク県（Finnmark）、

ノーラン県（ Nordland）、トロムソ県

（Tromsø）、フィンランドのラップランド県

（Lapland）、スウェーデンのノルボッテン県

（Norrbotten）であった。その後、ロシアの

カレリア（Karelia）共和国とネネッツ

（Nenets）自治区がそれぞれ 1993年と 1996

年に加盟した。また、1998 年にはスウェー

デンのヴェステルヴォッテン（Västerbotten）

県、フィンランドのカイヌー（Kainuu）県、

オウル（Oulu）県が加わった。2002 年には

さらにロシアのコミ（Komi）共和国が加わ

り、現在、全 13自治体の代表によりバレン

ツ地域評議会が構成されている。バレンツ

地域評議会の下部組織として「地域委員会

（Regional Committee）」がある。バレンツ

地域評議会の主な任務は、地方自治体間協

力事業であるバレンツ・プログラムを決定

することである
68
。全加盟地方自治体の地

理的範囲はバレンツ・ユーロ北極地域と呼

ばれる。 

 

4.2 設立要因 

 BEAC 構想は、ストルテンベルグ外相が

考案したものとして知られ、ストルテンベ

ルグの「新思考外交」と呼ばれる69
。ヨエ

ンニエミ（Joenniemi, Perrti）によれば、新

思考外交たる所以は、東西分断線の北部正

面であった欧州北部を軍事的かつ国家中心

的な伝統的安全保障的思考からの「切り離

し（detachment）」を試み、「経済成長」、「持

続的発展」、「アイデンティティ」、「ボトム

アップ」といった新しい概念によって満た

された新しい政治空間として「地域形成

（region-building）」していくことが意図さ

れていたからである
70
。このことは、同時

期に成立した CBSS がバルト海のハード・

セキュリティをより「ソフト」で協調的な

下 位 地 域 協 力 に よ る 「 置 き 換 え

（replacement）」を試みるものであったのと

異なっている。ソ連崩壊により欧州北部へ

の軍事侵攻の現実的脅威の可能性が遠のく

中、ストルテンベルグ外相が新思考外交を

推し進めた理由は、対欧州政策要因と対ロ

シア政策要因とが考えられる。 

 まず、対欧州政策要因は、冷戦終結後の

欧州におけるノルウェーの政治的立場に関

わるものであった。ノルウェーは小国では

あったが、冷戦期においてはソ連と直接国

境を接する唯一の NATO加盟国として地政

学的に重要度の高い立場にあった。しかし、

ソ連という大きな脅威の消滅は、冷戦後の

欧州国際政治における存在意義の喪失につ

ながりかねなかった。そこで、ストルテン

ベルグがいち早く目をつけたのが、1991年

の CSCE「パリ憲章」に掲げられた欧州の

東西分断の克服という巨大プロジェクトに

おいて、そのトップランナーとなることで

あった
71
。そのための手段が、東西対立の

最も激しかったスカンジナビア半島及びコ

ラ半島に跨る形でバレンツ・ユーロ北極地

域の創造を目指した BEAC 構想であった。

この国際政治上の新しい役割は、ヒルケネ

ス宣言の冒頭の第 2段落、第 3段落におい

て謳われていることからもわかるように、

BEAC の設立要因において最も優先度の高

いものであったとみなせる。 

 次に、対ロシア政策要因であるが、これ

は当時のロシア国内の政情不安と密接にか

かわっていた。当時、新生ロシアの先行き

が不透明であったこともあり、旧体制へと

戻っていく危険性もあった。このため、対

ロシア政策として、一義的には、経済、文

化、教育といった方面で民主化と市場経済

への移行を支援することが求められていた。

しかし、ストルテンベルグが新思考外交を

推進する直接のきっかけとなった差し迫っ

た課題に越境大気汚染問題と放射能汚染問
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題があった。これらは、ノルウェーに近接

する北西ロシアにおけるソフト・セキュリ

ティー上の 2つの深刻な問題であった。 

 まず、越境大気汚染についていえば、既

に冷戦終結以前から、コラ半島から越境し

てノルウェーに降り注ぐ大気汚染がロシア

国境の近隣住民にとって健康被害をもたら

すものとして認知されてきた。カレリア及

びコラ半島の電力施設や工場から排出され

る二酸化窒素、二酸化硫黄といった大気汚

染物質は、北欧諸国へと国境を越えて飛来

し、酸性雨や森林枯渇の要因として考えら

れてきた。スウェーデン、ノルウェーの働

きかけにより、1979 年 11 月に「長距離越

境大気汚染条約（LRTAP）」（Convention on 

Long-Range Transboundary Air Pollution） が

ソ連を含めて調印された（1983 年発効）。

同条約の下でソ連の西側国境における二酸

化硫黄の排出の削減が合意されたが、実効

性に乏しかった。ダースト（Darst, Robert 

G.）はその要因として 4 つを挙げている。

第 1 に経済関連省庁の妨害と秘匿性、第 2

に環境管理技術の水準が低いこと、第 3に

排出の監督機関が分散しており、政治的に

立場が弱いこと、第 4に政府及び共産党か

らの働きかけが弱いことである
72
。 

 その後、グラスノスチが進展する中、情

報リーク等により越境大気汚染に関する情

報が公表され、1987年以降にわかに北欧諸

国の越境汚染に対する懸念が高まった。二

酸化硫黄の汚染源としては、ノルリスク・

ニッケル社が運営するコラ半島のセヴェロ

ニッケル・ニッケル精錬化合工場、ペッチ

ェンガニッケル・ニッケル精錬化合工場、

カレリア共和国のコスタムクシャ化合工場

が知られている。1990年 6月にはコラ半島

から黒い雲がノルウェーへと流れてきてい

ることがメディアで大々的に報じられ、「死

の雲（dødsskyene）」として全国的な騒動へ

と発展した。こうした関心の高まりを背景

として、1988年にはノルウェーとソ連との

間で環境保護の 2 国間合意が結ばれた。

1989 年にはフィンランドとソ連との間で

同様の条約が締結された。1992年には前者

が改訂されている。しかし、工場の近代化

や浄化装置の設置は極めて高額であり、フ

ィンランド及びノルウェーもロシアへの環

境技術の投資は資金不足が障害となった。

ノルウェーはいち早くこうした状況を打開

するため多国間協力により外国からの資金

援助を得るための方法を模索し、具体案と

して浮上したのが BEAC構想であった。欧

州委員会も籍を置く多国間協力である

BEAC を介して資金を広く EC 諸国から集

めることにより、2 国間環境協力を補う役

割が期待されたのであった。 

 次に、放射能汚染問題もグラスノスチ以

降、旧ソ連による放射性廃棄物のバレンツ

海及び太平洋への投棄がリーク等により次

第に明るみにでたことから、国際社会で海

洋放射能汚染が大きな問題となった。バレ

ンツ海に面するノルウェーにとって特に深

刻であったのは、北方艦隊及び原子力砕氷

船を運営管理するムルマンスク海運会社

（Murmansk Shipping Company）が原子力砕

氷船や原子力潜水艦の使用済核燃料や原子

炉等の放射性廃棄物をバレンツ海、北極海

に大量に投棄していたことであった。ロシ

ア政府は、国際社会の強い批判を受け、ヤ

ブロコフ（Yablokov, Alexey）を長とする調

査委員会（通称ヤブロコフ委員会）を設置

して放射性廃棄物投棄の実態調査を行った。

ヤブロコフ・レポートとして知られる同委

員会の報告書では、北方艦隊とムルマンス

ク海運会社は 1959年から 1991年にかけて

老朽化した原子力潜水艦から原子炉等の約

250 万キュリー相当の汚染物質を北極海に

投棄していたことが明らかにされた73
。加
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えて、投棄以外でも、旧ソ連の原子力の安

全管理が問題となる出来事があった。1993

年、コラ半島のポリヤラニエ・ゾリ原子力

発電所の原子炉がメトルダウン寸前となっ

た事件が発生し、近隣住民への放射能被曝

が懸念された。さらに、旧ソ連時代からノ

バヤゼムリヤ島で核実験が行われてきたこ

とも近隣住民や近隣海域の水産資源の放射

能汚染が問題となった。 

 以上に見てきたように、ソフト・セキュ

リティー問題は既にソ連時代から存在し、

冷戦末期のグラスノスチにより環境汚染が

次第に明るみになるにつれて、ノルウェー

において深刻な問題として認識されてきた。

かかるソフト・セキュリティー問題に対処

していくためには、ノルウェーは、自国以

外からの資金・技術援助を含む国際社会、

民間、NGOからの協力を必要とする状況に

直面した。これらの不安定要因にノルウェ

ー単独で対処するよりも多国間で対応する

具体的方策が BEAC構想であったのである。 

 しかしながら、BEAC 構想がノルウェー

政府内部において協議された際、伝統的安

全保障からストルテンベルグの新思考への

急激な転換に対して根強い反対があった。

国防省は、冷戦終結後もロシア海軍が依然

としてムルマンスクに存在していたことか

ら、ストルテンベルグの新思考に極めて懐

疑的な立場をとった74
。また、バレンツ海

におけるロシア=ノルウェー海域画定問題

があったため、同海での資源開発を慎重に

進めようとする石油エネルギー省も BEAC

構想に反対であった。ストルテンベルグ外

相は、BEAC 構想が海域にかかわる事項を

対象にするものでないとして反対派の理解

を求めつつ、最終的にはブルントラン

（Brundtlan, Gro Harlem）首相に直談判する

ことで BEAC構想を政府の方針とすること

に成功した75
。 

 ここまでノルウェーが BEAC 構想を提案

した要因についてみてきたが、ロシアがノ

ルウェーの BEAC 設立の提案を受けた要因

には、いかなるものがあったのであろうか。

これには、政治外交上の理由と経済的理由

がある。前者に関しては、当時の新生ロシ

アのエリツィン政権の外交政策と密接にか

かわっている。1987年から 1993年末にかけ

て、ゴルバチョフ及びエリツィンのソ連/ロ

シア外交は、西側諸国との協力と統合を外

交の基本方針としていた76
。1990年 10月か

らエリツィンによって外相に任命されてい

たコーズィレフ外相は新西欧外交の推進者

であった。BEAC 構想は、西側諸国との協

力及び統合を進めようとする新西欧外交の

理念と基本的には一致するものであった。 

 しかし、ロシアにおいても BEAC構想へ

の反発があった。保守派勢力の強かったロ

シア下院は、国際的行動には基本的に反対

の立場をとった。また、ロシア海軍とロシ

ア連邦保安庁は、バレンツ・グループの例

のように地方政府関係者や市民が「外交」

を行うことを快く思わなかった77
。しかし、

当時のロシアの国内外をめぐる環境が

BEAC 構想の推進において有利に作用した。

BEAC 構想が交渉された 1992 年の春から

夏にかけて、CIS のモルドバ共和国からの

ドニエストル共和国の独立宣言、ラトビア

とエストニアにおけるロシア人住民への市

民権制限問題が生じた。こうしたロシアの

国内外の政治的混乱のため、BEAC 構想は

主要な政治的論争の外におかれた。このた

め、外務省が単独で取り組むことができた

のである
78
。バーエフ（Baev, P.）は、BEAC

構想がコーズィレフの個人的事業そのもの

であったとしている
79
。 

 ロシアが BEAC構想に応じたもう 1つの

要因として、ソ連崩壊で大混乱に陥ったロ

シア経済の立て直しのため、外部から経済
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援助を獲得する必要性があったことを指摘

できる。冷戦末期以降、西側諸国はソ連／

ロシア経済援助を約束していたが、その多

くが実現されなかった。こうした状況の中、

隣国ノルウェーからの地域協力の申し出は、

外部資金援助としても魅力的であった。ヒ

ルケネス宣言では、BEAC の目的が経済、

貿易、科学技術、ツーリズム、環境、イン

フラストラクチャー、教育、先住民問題に

おいての 2国間協力、多国間協力を向上す

ることが明記されている。コーズィレフは、

設立会合において BEACがロシアのために

ヨーロッパへ向けて開かれた「機会の窓

（window of opportunity）」であり、ロシア

が北ヨーロッパ及びそれ以外の欧州と密接

な関係を構築していく窓になると述べてい

る
80
。BEAC 構想は、親西欧外交の方針と

矛盾しないものであったばかりでなく、ロ

シア外部からの資金援助を呼び込むという

実利にも適ったものであった。 

 

5. 北極評議会（Arctic Council） 

5.1 設立過程 

 北極評議会の設立に向けたイニシアティ

ブを発揮したのはカナダであった。第 1章

でも述べたとおり、カナダでは、冷戦期か

ら北極における地域協力に関する議論が行

われてきた。こうした議論は、1980年代末

の「新デタント」の国際情勢を背景としつ

つ、ゴルバチョフのムルマンスク演説以降

において再び活性化する。CIIA（1 章で前

述）の NCB（1章で前述）は、1987年にカ

ナダの対北方外交の基本方針について検討

するための作業部会「カナダ北極資源委員

会（Canadian Arctic Resources Committee）」

を立ち上げ、1988年に報告書『北部とカナ

ダの国際関係（The North and Canada’s 

International Relations）』 を発表し、その中

で北極評議会の設立を提言した。同文書の

提言は、カナダ政府の立場にも影響を与え

た。1989年 11月 24日、ソ連との 2国間交

渉のためレニングラード（Leningrad）を訪

れていたカナダのマルルーニー（Mulroney, 

Brian）首相は、北極南極研究所で催された

会合でこれまでの経緯から北極圏諸国の政

策調整及び協力を促進するための評議体の

設立を呼び掛けた81。 

 マルルーニー首相のソ連訪問の直後、カ

ナダ政府の北極評議会構想への前向きの

姿勢を受けて、民間シンクタンクとして北

極専門家からなる北極評議会パネル

（Arctic Council Panel）が設立される。北

極評議会パネルは、1990 年 3 月に第 1 次

報告書『環北極評議会の設立に向けて（To 

Establish an Arctic Basin Council）』をカナ

ダ政府に提出した。当時、急激に変化する

国際環境においてカナダの役割を模索し

ていたカナダ外務省は、同報告書の北極評

議会構想をカナダの対北方外交の方針と

して採用した82。同提案を受けて、1990年

11月 28日、カナダのクラーク（Clark, Joe）

外相は、北極評議会構想を協議するべき時

が来たとして、翌春にフィンランドで開催

される AEPS閣僚会合において、他の北極

7 か国に北極評議会創設を提案する旨を

明らかにした。カナダ政策決定者たちは、

AEPSの重要性を認めながらも、より強力

な多国間組織が必要であると考えた。同時

に、北極評議会の事務局の運営費を当面カ

ナダが負担する用意があるとした。 

 その後、非政府系の北極評議会の構想作

りが活発化する。1991年 1月北極評議会パ

ネルは、第 2次報告書となる『国際北極評

議会の設立へ向けて：枠組み文書（To 

establish an International Arctic Council, a 

Framework Report）』を発表し、北極圏の地

域住民参加型、軍事を含む包括的構想を示

した。この報告書は、北方先住民や伝統的
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な非国家アクターも評議会に参加すること

を要請した。また、1991年 3月には、CIIA

の NCB が『北極条約草案：北極地域評議

会（Draft Arctic Treaty: An Arctic Regional 

Council） 』を政府に提言している。同年 5

月には北極評議会パネルは第 3次報告書を

まとめ、北極圏諸国、北極先住民会議

（Arctic Aboriginal Conference）、北方フォー

ラムのみからなるコンパクトな評議体構想

を示した。同パネルは、北極評議会が扱う

べきとする問題領域については、限定的な

ものでなく、合意に基づき自由に議題を設

定できるようにすべきであるとし、平和と

安定に関する問題も初めから除外されるべ

きではないとする立場をとった83。このよ

うに、88 年から 91 年にかけてカナダ国内

では北極評議会構想について様々な提言が

民間シンクタンクから行われた。北極圏の

政治史が専門のライト国立大学のノード

（Nord. D. G.）の説明によると、これら一

連の報告書における提言に共通する特徴は、

1）北極圏内の様々な住民間の有益な交流の

拡大、2）北方の脆弱なエコシステムの保護

の改善、3）軍事プレゼンスの縮小、4）北

極先住民の経済的、政治的、社会的諸権利

の承認の保障であると述べている84。ノー

ドはカナダ国内の議論では他の北極圏諸国

の考え方にほとんど配慮が払われなかった

と指摘している85。冷戦終結により北極に

おいて全く新しい思考が可能となるとの楽

観的な信念に刺激される形で、カナダの政

策決定者たちは、北極評議会という創造的

なアイデアに先行投資したのであった（次

節参照）。 

 91 年から 94 年にかけて、カナダの外務

省関係者は、国内で形成された北極評議会

構想を他の北極圏諸国に「売り込む」ため

の外交交渉を本格化させる。まず、カナダ

政府は、1991年 6月、自らも深く関与して

きた AEPS 設立のためのロバニエミ閣僚会

合にて、他の北極圏国に評議会構想を提案

した。北極評議会の提案はロバニエミ会合

の公式議題とならなかったものの、ロシア

だけはカナダの提案に関心を示し、エリツ

ィン大統領がカナダ提案を支持した。その

後、カナダとロシアは協議を続け、1992年

2 月 1 日にカナダとロシアは「友好協力宣

言 （ Declaration of Friendship and 

Cooperation）」を締結し、その条文において

ロシアの北極地域評議会への支持が第 6条

に盛り込まれた86。 

 北欧諸国との交渉は、AEPS 設立後も継

続され、1992 年 5 月及び 1993 年 5 月と協

議を重ねて、協議体形式による多国間協力

の可能性が模索された。その結果、フィン

ランドとノルウェーは、私的ルートを通じ

て、AEPS の活動が影響を受けるとの懸念

を示しつつも、米国とロシアも参加すると

の前提条件付きで北極評議会構想を支持し

た
87
。また、カナダは、北極先住民の権利

運動において指導的な NGO であるイヌイ

ット極域評議会（Inuit Circumpolar Council: 

ICC）の支持を取り付けるため、1992 年 5

月に ICCとの会合を持ち、その場で ICCの

暫定的な支持を得た88
。 

 カナダの北極評議会構想の国際交渉にお

いて最も難航した相手は米国であった。当

時のブッシュ（Bush, George H.W.）政権は、

カナダの北極評議会構想に明確に反対しな

かったものの、同構想に対して懸念を表明

した。米国の最大の懸念材料は、カナダの

提案が北極での安全保障を最優先する米国

の方針にとって負の影響をもたらすことで

あった。ソ連崩壊による冷戦環境が劇的変

化した後においても、米国は、安全保障問

題と同じ優先度を環境、経済、社会問題等

に与えるこに否定的であった89
。また、米

国は、北極海における自国の行動の自由を
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制約する可能性のある、カナダの北極評議

会構想のような多国間による意思決定構造

を良しとしなかった。加えて、米国は、ICC

のような非国家アクターに北極問題につい

ての政治的決定権を認めることにも慎重で

あったほか、北極において財政負担を必要

とするような国際行政体を設立することに

否定的であった
90
。カナダ政府は、北極評

議会構想に対する米国の同意を取り付ける

ための説得交渉を続けたが、米国は共和党

ブッシュ政権から民主党クリントン

（Clinton, W.J.Bill）政権に移行するまでカ

ナダ提案に対する対応を明らかにしなかっ

た。 

 1992 年後半に時期米国大統領が民主党

のクリントン政権に代わることが明白にな

った時点で、カナダでは、米国が北極評議

会構想により前向きな対応をとることへの

期待が高まった。オーレット（Ouellet, 

André）外相は、1994 年 1 月から 2 月にか

けて、米国のクリストファー（Christopher, 

Warren）国務長官と会談し、米国がカナダ

の北極評議会構想を支持するように働きか

けを強めた。カナダが特に焦点を当てたの

は、北極評議会における先住民と参加国と

の対等な関係91
と、法的拘束力を持った組

織とすることであった92
。特に前者につい

て、カナダは、極務大使（Circumpolar 

Ambassador）を政府内に設置し、ICC の前

議長であり、先住民の国際的に著名な論客

でもあったシモン（Simon, Mary）を任命し

た。カナダは、1994年 6月に北極圏諸国に

よる上級官僚による設立準備会合を開催し、

評議会の目的、他の既存レジームとの関連

性、評議会の構造、法的地位等を協議した。 

 一方で米国においても、クリントン政権

は、アラスカ州の強い要望を受け、米国の

対北極政策の見直しを行い、1994年 9月に

新北極政策を発表した。同政策の主要目標

には、1）北極環境の保護と生物資源の保全、

2）環境面で持続可能な資源管理と北極の経

済発展、3）北極 8か国の協力のための制度

の強化、4）北極先住民が自らに影響を与え

る政策決定に関与することが挙げられた93
。

この方針の下、米国はカナダの北極評議会

構想についてより前向きな姿勢を見せるよ

うになった。 

 1994 年秋にはシモン極務大使が米国政

府関係者との会合をもち、評議会案に対す

るアメリカの支持を取り付けるための折衝

を行った
94
。しかし、1994 年秋から 1995

年初めにかけて行われた米国とカナダの交

渉では、北極評議会の目標、構造、活動内

容について両国の主張の違いが鮮明となっ

た。主な相違点とは、先住民の参加形態、

議題の範囲であり、特に米国は、北極評議

会を常設の組織としないこと、法的拘束力

を有さないこと、評議会の組織を最小限度

に留めること、予算方式ではなく参加国の

意思に基づく資金拠出形態とし、財政負担

を義務化しないこと等を主張した95
。 

 このように米国とカナダの主張の間には、

大きな隔たりがあったため、カナダ政府は、

両国の首脳同士の協議に状況の打開を託し

た。1995年 2月、オタワ（Ottawa）にてク

リントン大統領と、1993 年 11 月にカナダ

の政権与党に就任していた自由党のクレテ

ィエン（Chrétien, Joseph J. J.）首相との首

脳会談が開催された。この会談において、

米国は北極評議会構想に暫定的に合意した

ものの、評議会の構造と役割について、カ

ナダ案の細部には反対し、2 国間の溝は埋

まらなかった。この会談の直後の 2月、ク

リントン大統領は、カナダ及びその他の北

極圏諸国と北極評議会の設立に加わる旨を

正式に表明した。 

 1995 年から 1996 年初めにかけて、カナ

ダ政府は、北極評議会の設立文書の草案を
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詰めるため、関係国との協議を進め、AEPS

との関係性や、北極評議会の構造を環境保

護と持続可能な開発の 2本柱により構成さ

れること等が決められていった96
。1996 年

3 月に AEPS の第 3 回閣僚会合がカナダの

イヌヴィーク（Inuvik）で開催され、北極

評議会の早期創設が決議された97
。その一

方で、カナダは米国との考え方の相違を埋

めるために米国の外交官と折衝を引き続き

重ねたが思うような結果を得られなかった。

このため、両国間の見解の溝は埋まらず、

交渉はこう着状態に陥っていった。 

 膠着状態を動かしたのは米国であった。

1996年 1月、米国は北極評議会案を提示し

た。その中で米国は、北極評議会構想を米

国が支持できる最低限のラインとして、北

極評議会における参加国と非国家アクター

の参加団体の立場を対等にしないこと（投

票権などで差をつけること）、軍事安全保障

を議題に含めないことを改めて示し、それ

にカナダが同意できるか否かを迫まった98。

その結果、オタワでの設立会合が予定され

ていた 1か月前の 1996年 8月、カナダは、

アメリカ案を全て飲む形で米国の同意を取

り付けたのであった。これにより、北極評

議会の設立案の最終案が固められ、北極評

議会を常設組織とせず、常任スタッフを配

置しないこと、議事運営は北極 8か国の輪

番制とすること、事業単位での活動を基本

とすること、設立文書は政治宣言とし法的

拘束力を有する取極めとしないこと、環境

保護を最優先課題とすること、AEPS を北

極評議会に編入させること、議題を自由設

定方式にせず、防衛・軍事安全保障分野を

審議対象としないこと、メンバーシップと

代表権について、北極評議会は国家間組織

を基本とし、先住民団体は、投票権を持た

ない常時参加者として参加させることなど

が盛り込まれた99。 

 以上の設立交渉を経て、1996 年 9 月 19

日、オタワで北極 8か国の代表による会合

が開催され、「北極評議会の設立に関する北

極諸国政府の共同声明（Joint Communique 

of Governments of the Arctic Countries on the 

Establishment of the Arctic Council）」と「北

極評議会の創設に関する宣言（Declaration 

on the Establishment of the Arctic Council）」

（以下、後者をオタワ宣言）が採択され、

北極評議会の設立が決まった。この結果、

北極評議会は、以下の 4つの目的を達成す

るための北極 8か国間のハイレベル・フォ

ーラムとされた。それらは、第１に、北極

先住民及び居住者の関与を確保しつつ、持

続可能な開発及び環境保護を中心とする分

野における北極 8か国間の協力の促進、政

策調整、相互交流を図ること（オタワ宣言

第 1条（a））、第 2に、AEPSの下で設立さ

れた AMAP、CAFF、PAME、EPPR の活動

を監督（oversee）・調整（coordinate）する

こと（オタワ宣言第 1条（b））、第 3に、持

続可能な開発のための作業部会の用語規定

集（term of reference）を作成すること（オ

タワ宣言第 1条（c））、第 4に北極に関わる

諸課題について情報発信・教育推進・関心

の向上を行うこと（オタワ宣言第 1条（d））

であった。北極評議会が扱う議題の種類は、

自由設定方式ではなく、持続可能な開発と

北極環境保護に関わる点に絞られたことが

特徴である。また、懸案となっていた AEPS

との関係性については、オタワ宣言と同時

に採択された共同声明において、1997年の

ノルウェーにおける閣僚会合までに AEPS

を北極評議会へと移行することとされ、

AEPS の北極評議会への事実上の吸収合併

が明記された100。 

 最大の懸案の 1つであった先住民の地位

に つ い て 、「 常 時 参 加 者 （ Permanent 

Participants）」と呼ばれる正式な立場が設け
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られ（オタワ宣言第 2条）、北極評議会にお

いて先住民の積極的な参加と十分な協議を

図ることとされた。これにより、先住民の

参加形態は議決権を持のない諮問的な立場

となった。さらに、第 3条において、非北

極圏諸国、政府間・議員間組織及びグロー

バル及びリージョナルな組織、NGOなどに

オブザーバー・ステータスを認めることも

盛り込まれた。 

 北極評議会の運営に関して、2 年に 1 度

の閣僚会合の開催、閣僚会合の準備及び加

盟国間の連絡を図るための上級実務者

（senior officials, 後に Senior Arctic Officials

と改称）による会合の適宜開催が定められ

た（オタワ宣言第 4条）。閣僚会合の開催の

議事運営は加盟国間の輪番制とした（オタ

ワ宣言第 4条（d））。閣僚会合並びに上級実

務者会合は、「設置」という言い回しを避け

て、あくまでも一定期間ごとの参集により

開催するという表現が使用されており、北

極評議会を常設制度としないことを意味し

ている。また、北極評議会における決定は

コンセンサス方式をとることとし（オタワ

宣言第 7条）、各種会合並びに作業部会の運

営ルールについては、今後速やかに協議し

て採択することが決められた（オタワ宣言

第 6条）。 

 

5.2 設立要因 

 前節でみてきたように、北極評議会の設

立過程は、カナダのイニシアティブによっ

て開始され、ロシア、北欧諸国の同意を得

つつ、米国の強い影響力により当初のカナ

ダの構想は多くの点で妥協を強いられた。

しかし、カナダは妥協をしてでも、北極評

議会の設立に向けて一貫した外交的リーダ

ーシップを発揮してきた。 

 カナダがリーダーシップを発揮するに至

った要因は、1980年代末のカナダの国際認

識（対北極圏）と深く関係している。1980

年代末のカナダの国際認識について、ノー

ドは次のように述べている。 

 

 1980 年代後半、カナダの政策決定者

及び研究者たちは、冷戦期の戦略的思

考から脱することや軍事問題以外の領

域へと北方外交の対象を拡大すること

に意欲的であった。彼らは、北方にお

ける諸問題を古い 2 極対立構造の枠組

みにおいて捉える考え方を捨て、より

広範で包括的な北極圏を視野に含めた

形で対応しようと考えていた。オタワ

の政策決定者たちは、北極の汚染問題、

環境問題に対処するための様々な国際

的なイニシアティブに関心を示してい

た。オタワの政策決定者たちは、当時

の改革志向をもつ諸国家の先頭にカナ

ダを位置付けようと考えていた。同時

に、米国との間の懸念事項を国際的ア

リーナにおいて処理することも意図さ

れていた。カナダが北極圏の先住民の

諸権利及び経済発展を推進することは、

部分的に重要な国内の政治的課題と結

びついていた。こうした様々な利害が

1980 年代末にカナダによる北極評議会

の設立構想に帰結したのである101
。 

 

 ノードの説明によると、カナダが北極評

議会構想を外交政策のアジェンダとして取

り組むに至った要因には、冷戦終結におけ

る国際環境の変化、米国間との 2国間関係

の改善、そして、先住民の権利と経済発展

とが関連している。また、オシュレンコ及

びヤング（第 1章前述）によれば、カナダ

には、米国とソ連の板挟みとなる懸念と北

極における主権と安保問題においてアメリ

カに服従させられる懸念とがあったと指摘

している
102
。これら 2つの考察は、いずれ
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も北極がカナダにとって安全保障、主権、

対米関係、先住民事項との文脈において戦

略的な意義を有していたことを示唆してい

るものである。しかし、これだけでは、諸

要因間の優劣関係やなぜこれらの要因が冷

戦終結時に北極評議会の設立構想を推し進

めることになったのかという必然性が明白

ではない。また、カナダの対外関係及び国

内問題において北極が具体的にどのような

戦略的意味を持っていたのかということに

ついても判然としない。従って、本節にお

いては、カナダが北極評議会構想を外交政

策のアジェンダとして取り組むに至った要

因を考察するため、カナダが北極を戦略的

に認識し、利用してきた過程を明らかにす

ることとする。 

 まず、カナダが最初に北極を戦略的に認

識するようになったのは、第 2次世界大戦

中であった。対独戦において、グリーンラ

ンド及びアイスランドに米軍の軍事基地が

設置される中で、カナダにとり北太平洋及

び北極海周辺海域は、英国の北太平洋の制

海権を確保する上で重要であり、英国及び

ソ連への軍事支援物資の供給経路として重

要であった。米軍は、カナダの北部諸州に

戦略物資を前線に輸送するための供給基地

を設け、同時にそこで兵員養成のための訓

練施設、戦略物資輸送のためのインフラな

どを整備した。戦闘が最も激しい時期には、

約 5万人の米軍及びカナダ軍の兵士が北極

圏に配備されていた103
。第 2次世界大戦中

における北極の重要性は、戦時下の軍事戦

略上のそれであった。 

 戦後になると、北極の戦略的重要性につ

いての新しい認識が、徐々にカナダの政策

決定者たちの間に浸透していった。カナダ

の第 14代首相（在席期間は 1963年 4月 22

日から 1968年 4月 20日）であり、1956年

の「スエズ危機」の際の国連平和維持軍（当

時は国連緊急軍）の創設の功績によりノー

ベル平和賞受賞者でもあるピアソン（第 2

章前述）は、外相時代の 1945年に発表した

論考の中で、「それほど遠くない昔、この広

大なカナダの北極の領土には、いかなる経

済的価値もなく、政治的ないしは戦略的重

要性もなく、それは凍結した北方の砂漠で

あるとみなされてきた。（中略）今、我々は

（北極の領土について）よく知るようにな

った。ロシアのように、カナダは、北部を

未来の土地として見つめている」と述べて

いる
104
。また、7 年後に執筆した別の論考

において、ピアソンは、「我々の北部フロン

ティアである北極カナダは、今、防衛及び

経済発展の両方において重要な地域である。

カナダ人は、彼らがかつて示していた北極

地域に対する無関心を捨てつつある」とも

述べている105
。戦後、カナダ国民に対して

最初に北極の戦略的価値を唱えたのは、恐

らく、ピアソンが最初である。 

 ピアソンが、これらの文章を執筆してい

た時に念頭に置いていたのは、戦後直後の

1940 年後半のカナダと北極の関係である。

1940年代末には冷戦の進展とともに、北極

圏は西側同盟とソ連との間の潜在的戦闘地

域として見なされるようになり、米国は、

カナダと防衛協定を結ぶことで北米の防衛

体制を整えた。当時のカナダのキング（King, 

William Lyon Mackenzie）首相とトルーマン

（Truman, Harry S.）大統領は、1947年に戦

時中の防衛協定（オグデンズバーグ協定と

ハイドパーク宣言）を戦後においても延長

する防衛協力共同声明を発表した。また、

1949年の北大西洋条約機構（North Atlantic 

Treaty Organization:NATO）創設後は欧州の

同盟国を防衛するための戦略的拠点として

も北極圏は重要となった。米国とカナダは、

ソ連の長距離爆撃機の来襲に備えるため、

1951 年にヴァンクーバー（Vancouver）か
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らラブラドール（Labrador）間に 33基を設

置するパイントリ・レーダー防衛システム

（Pinetree Radar Defense System）の設置を

決めた。また、1955年に北極沿岸からバフ

ィン島にかけての北緯 70 度線に沿ってレ

ーダー22基を設置するという「早期警戒レ

ーダー網（ Distant Early Warning Radar 

System）」を構築するための軍事協定を結ん

だ。さらに、カナダは、54 年から 57 年に

かけ、レーダー98 基を設置する中部カナ

ダ・ライン（Mid-Canada Line）を単独で設

置した。これらは、ソ連の長距離爆撃機の

来襲に備えるための米国の報復戦略の一部

となった。 

 しかし、1957 から 1960 年にかけて、ソ

連が大陸弾道ミサイルの配備を開始した結

果、北極カナダにおける防空システムの戦

略的価値は相対的に低下した。さらに、ソ

連が潜水艦発射弾道弾ミサイル（Submarine 

Launched Ballistic Missile: SLBM）の配備を

開始すると、カナダは、北極の対潜線

（Anti-Submarine Warfare: ASW）において

米国の原子力船潜水艦への依存が強まった
106
。1964年の国防白書は、北極カナダの主

権保護が防衛政策の重要な役割であるとし、

2 隻の対潜戦用の潜水艦の購入を提言する

も、独自開発の費用を賄うことができずに

実現できなかった107
。 

 1968 年にアラスカのノースロープでの

油田発見に伴い、米国籍船のタンカーであ

るマンハッタン号（Manhattan）が 1969 年

にカナダ政府の公式許可を求めずに北西航

路をテスト航行する事件が起きた。この際、

カナダ政府は、国民の一部からの激しい怒

りに直面し、急きょ北西航路の管理を強化

するとともに海難事故の再発防止のため、

北極水域汚染防止法（Arctic Waters Pollution 

Prevention Act）を策定した。しかし、その

後、カナダ政府は、カナダ北極の主権を守

るための防衛力が欠落していることを認識

し、これ以降に発表されたカナダの防衛政

策では、「主権の保護」が重視されるように

なる
108
。しかし、「主権の保護」に必要な防

衛装備を調達しようしたとき、北米航空宇

宙防衛司令部（North American Aerospace 

Defense Command:NORAD）及び NATO の

方が優先順位高く、防衛費の増額に対する

議会の強硬な反対もあってカナダ北極に対

する防衛力の強化を行うことができなかっ

た
109
。また、当時の海軍配備における優先

順位は、大西洋、太平洋の順に続き、北極

海は 3番目であった。カナダ海軍は、砕氷

船ラブラドールを沿岸警備隊に譲渡した後、

北極海の南端を航行できることしかできな

くなっていた。1980年初期に至るまで、北

極におけるカナダ軍の防衛能力は極めて限

られたものであった
110
。  

 1985年、ソ連の空中発射長距離巡航ミサ

イルの配備に対応するため、米軍が北方警

戒システム（North Warning System）の設置

を発表すると、カナダも多額の防衛費を計

上してその設置に取り組んだ。しかし、同

年に米国沿岸警備隊のポーラーシー号

（Polar Sea）が北西航路を航行したとき、

カナダ北極の主権を効果的に防衛できない

ことが改めて露呈した。クリッチレー

（Critchley, W.H.）によると、1980年代以降

のカナダ北極の戦略的価値は軍事的側面、

国際法（国連海洋法条約の調印）上の変化、

軍事技術の向上、カナダ北極における資源

開発、国内の北部問題（ユーコン準州、北

西準州等における先住民の政治参加の促

進）の進展などにより増大しているものの、

主権を守るための防衛能力が不十分であり、

また、防衛費の制約のために今後も十分な

防衛能力を持つことができないでいると分

析する。同時に、国内問題である北部問題

以外は、カナダが左右できな次元での変化
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であり、これらの変化には事後的対応とな

らざるを得ないと述べている111
。 

 戦後、カナダ北極の戦略的価値は認識さ

れてきたが、防衛費の制約により、北極の

主権を効果的に守護できてこなかった。し

かし、カナダの政策決定者たちは、1980年

代末の国際環境の変化において、北極問題

をめぐる政策的手詰まりを打破する機会を

見出したのであった。この機会を活かす手

段こそが北極評議会構想であった。カナダ

政府にとっては、多国間協力の形式により、

環境問題と先住民の参加を確保しつつ、北

極の持続可能な開発を図っていくことは、

財政負担がそれほど大きくならずに、カナ

ダの北極における「政治的プレゼンス」を

国際的に承認させる上で好都合であったと

みることができる。したがって、ゴルバチ

ョフのムルマンスク演説により、カナダ政

府は、北極における政治的プレゼンスを確

保する格好の機会を得たのであり、それゆ

えにカナダ政府は、米国の慎重な態度に遭

いつつも、北極評議会の設立に向けた外交

努力を行ったのであった。 

 

6．終章 

 本稿は、国家と国家はなぜ協力するのか

という主題について地域研究の手法を用い

て考察を行ってきた。考察対象は、地理的

には、近年、国際政治の新しい舞台として

浮上しつつある北極地域であり、時間軸と

しては、冷戦期及び冷戦終結後の 1990年代

を対象としてきた。具体的なリサーチ・ク

エスチョンは、「なぜ 1990年代に入り、北

極地域協力が相次いで設立されたのか」で

あった。本稿では、先に述べた主題との関

係から北極地域協力を国家間協力に限定し

た上で、北極地域協力の設立にリーダーシ

ップを発揮した国家の外交と、それに対す

る協力参加国の対応によって織りなされる

関係性を「政治力学」と定義し、冷戦期の

北極地域協力構想、AEPS、BEAC、北極評

議会の各事例に即して政治力学の解明を行

ってきた。本章では、本稿で取り上げた国

家の活動を促し、規定する国際政治構造の

存在があるとの理解にたった上で、結論と

して各事例から明らかとなった個別の政治

力学に共通する構造を連続性と非連続性の

観点から明らかにする。 

 まず、連続性についていえば、北極にお

ける地域協力が形成された構造的要因に

「国際関係の緊張の低下」が見出される。

冷戦期の北極地域協力構想は、東西冷戦の

論理の下に多くが実現されなかった。冷戦

期において唯一の国家間協力であったホッ

キョクグマ保全条約は、ホッキョクグマの

保全・管理という極めて限定的な範疇では

あったが、冷戦のデタント期に形成された。

また、1990 年代の AEPS、BEAC、北極評

議会については、1985年以降、ゴルバチョ

フの新思考外交によってもたらされた第 2

デタント期、そして、それに続くソ連崩壊

といった一連の緊張の緩和と消滅のプロセ

スにおいて、各地域協力の設立構想が提案

された。したがって、ホッキョクグマ保全

条約、AEPS、BEAC、北極評議会の設立に

連続してみられる構造的要因は、緊張の低

下ないしは緊張の消滅であったと結論でき

る。 

 次に、非連続性に関していえば、冷戦期

と 1990 年代の北極地域協力の明らかな相

違は、2つ指摘できる。第１の相違は、1990

年代において小国等の「非大国」が地域協

力の設立へ向けたリーダーシップを発揮し

たということである。それを可能にした構

造的要因としては、「安全保障概念の多様

化」を見出すことができる。冷戦期間にお

いては、安全保障とは軍事的手段による国

家存続の保障であり、東西対立の論理によ
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り、他の安全保障概念が入り込む余地はな

かった。しかし、1980年代半ば以降、環境

安全保障、共通の安全保障、協調的安全保

障、人間の安全保障といった新しい捉え方

が国際社会において提起されたほか、総合

的安全保障のように、安全保障を軍事的意

味合いにおいてだけでなく、複合的かつ総

合的に認識する試みが各国の実践として国

際社会に現れ始めた。各章の考察で実証的

に明らかにされたように、北極地域協力の

設立へのリーダーシップを発揮したフィン

ランド、ノルウェー、カナダの外交的イニ

シアティブは、自国が隣接大国との間で抱

えていた外交課題を巧みに安全保障概念の

多様化とリンクさせながら改善ないしは解

決しようとした外交的工夫であった。 

 かかる外交的工夫を個別にみると、APES

においては、フィンランドが、FCMA条約

にって課されていた対外行動上の制約とい

う問題を改善するため、北極圏全体におい

て 1980 年代末に広く懸念されるようにな

っていた環境問題に的を絞り、同国の対外

的行動の範囲を環境保護の領域へ「拡張」

するために考え出した構想であった。

BEAC においては、ノルウェーが、ソ連と

の間で抱えていた越境型環境汚染の脅威と、

冷戦後欧州国際政治におけるマージナライ

ゼーションの脅威を同時に解決するべく、

CSCE の「統一ヨーロッパ」の形成という

協調的安全保障の確立の動きと連動させて

BEAC 構想を発案するに至った。協調的安

全保障とは、1980年代以降に登場した新し

い安全保障概念であり、対話、交流、協議

の制度化を通じて、戦争の予防及び回避、

東西分断の解消を目指す安全保障体制であ

る。1990年代初期の協調的安全保障体制と

しては、CSCE112以外にも、NATOと中東欧

諸国において 1991年に設立された「北大西

洋協力理事会（North Atlantic Cooperation 

Council:NACC）等が知られている。北極評

議会においては、カナダが、北極海の海域

の管轄をめぐる米国との軋轢から、北極圏

において環境問題、先住民問題、非核化を

含む幅広い事象を扱う国際的協議体を設立

することで、北極圏に対する国際社会の監

視を強めることで、米国の一方的な行動を

制御しようとしたものであった。つまり、

非連続性の 1つめとは安全保障概念の多様

化であり、これが非大国の積極的な外交を

可能にしたと理解できるのである。 

 第 2の相違点は、地域大国（北極地域の

場合には米国、ソ連／ロシア）が小国によ

る地域協力設立の提案を受け入れた点であ

る。これには、ソ連崩壊による 2極体制か

ら米国による 1極体制への移行という大き

な国際構造の変化が関係している。まず、

ソ連／ロシアについてであるが、冷戦末期の

ゴルバチョフ外交、新生ロシアのエリツィ

ン政権下での新西欧外交は、基本的には国

際協力に前向きであり、国内改革のために

積極的に西側の支援を期待していた。した

がって、ソ連/新生ロシアがフィンランドに

よる AEPS、ノルウェーによる BEAC、カ

ナダによる北極評議会の提案を受け入れた

理由は、これらの地域協力の提案が当時の

ソ連／ロシア外交の基本方針と合致してい

たからであった。一方、米国では、1970年

代より環境保護団体等の活動により米国内

における環境保護に対する認識が高く、米

国内の環境運動が 1976 年のホッキョクグ

マ保全条約の成立へ向けた米国外交を後押

ししてきた。また、1987年のゴルバチョフ

書記長のムルマンスク演説の直後、レーガ

ン大統領とゴルバチョフ書記長が北極にお

ける科学協力の重要性で合意したように、

米国としてもソ連との国際協力の可能性を

追求していた。こうした事情が米国をして

フィンランドの呼び掛けによる AEPS を受
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け入れさせた。しかし、ソ連崩壊が明らか

になると、米国は自国の行動が多国間協力

の締結によって縛られることに警戒するに

至る。米国が当初カナダの北極評議会構想

について関心を示さなかったのはこのため

である。1990年代前半、カナダが北極評議

会構想への北欧諸国、ロシアの同意を取り

付ける中で、北極評議会構想の設立が具体

的な政治日程にあがると、米国は、最終的

にはカナダの北極評議会構想において自国

の立場と相いれない部分を全て削除させる

ことによって初めてカナダの北極評議会構

想に合意したのであった。ここから読み取

れることは、大国に小国のリーダーシップ

を受け入れさせたのは大国自身による判断

であり、ある国際政治構造が大国をして北

極地域協力を受け入れさせたとすることは

できない。しかし、上述してきたように、

冷戦構造の終焉がこうした大国の判断の前

提になっていたことは明白であり、この意

味で、国際政治の 2極構造の崩壊という非

連続性が大国による北極地域協力の受入れ

の基礎となっていると結論できる。以上の

ことから、本稿全体としては、国際政治上

の緊張の低下（緩和ないしは消滅）という

連続性と、安全保障概念の多様化と 2極構

造の崩壊という非連続が 1990 年代の北極

地域において地域協力の発達を生み出した

構造的要因として結論できるのである。 

（2013年 12月 9日脱稿） 
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1 国際政治学における狭義の理解として、

国家間協力は、1970 年代以降に登場した

ネオ・リベラリズムによって理論化が試

みられてきた「新しい」問題である。しか

し、歴史的観点に立ってより広義に捉え

るならば、国家間協力は、同盟の形成、

国家間の合従連衡、勢力均衡などとして

古代ギリシア時代より、国家の生き残り、

勢力拡大の戦略として重要な主題となっ

てきた。本稿で国家間協力問題を古典的

と呼ぶのは、広義の理解にたった上での

ことである。 
2  Waltz,p.105. 
3  Rosenau,p.1. 
4  過去には 20世紀初頭のスバールバル諸島

の帰属をめぐる問題が大国間の国際政治

上の重要問題となった。ここでは、1945

年以降の北極国際関係を念頭におくこと

とする。スバールバルの帰属問題につい

ては次の文献がある。石渡利康 1991。 
5 北極では、冷戦期の多くの地域にみられ

た代理戦争(熱戦)が発生しなかった。冷

戦期における北極の軍事的有用性につい

ては、石渡 1995、166-169頁を参照。  
6  Stokke 2007,pp.2-5. 
7  観測史上初めて 2005年に北東航路で、ま

た 2007年に北西航路で海氷が全くない期

間ができた。Hoffman,p.66. 
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海賊行為に対する普遍的管轄権の適用 

―歴史的観点から 

 

堀井 進吾＊
 

 

 

 伝統的国際法（学）においては、海賊行為は普遍的管轄権の唯一の適用対象とし

て認められてきたが、他方で現実の適用事例はほとんど確認されておらず、理論と

実行との間のギャップが存在していた。かかるギャップの法的意味を明らかにする

ため、本稿では、海賊行為の実効的処罰の必要性という観点からなされる説明（積

極的説明）と、国際法上の海賊行為の定義上の限定性に着目してなされる説明（消

極的説明）の 2 つを提示し、後者の相対的な重要性を指摘する。そしてかかる知見

から、現代におけるソマリア沖・アデン湾などでの海賊対処を考えるに際してどの

ような教訓を引き出すことができるのか（あるいはできないのか）を検討する。 

 

キーワード：海賊行為、海賊対処法、普遍的管轄権、普遍主義、国連海洋法条約 

 

 

1． 問題の所在 

 

「…犯人と犯行地のいかんを問わず、

その実行者の身柄を抑留し逮捕したすべ

ての国が自国の刑法の適用を認められる

とする原則を普遍主義というとされてお

ります。 

国連海洋法条約におきましては、人類

共通の敵とされる、そのような行為であ

る海賊行為に関しまして、…いずれの国

も管轄権を行使することが認められてお

るわけでございます。 

この趣旨を踏まえまして、法案第二条

において、海賊行為に関係する船舶や行

為者、被害などに関しまして国籍につい

て何ら限定を付しておりません。そのよ

うな規定ぶりをいたしております。」1
 

 

 2009年に成立した日本の海賊対処法（正

式名称は「海賊行為の処罰及び海賊行為へ

の対処に関する法律」）は、2条において海

賊行為を定義し、3条・4条において当該行

為に対する刑事罰を規定している。ここで

の定義が国連海洋法条約上の定義（101条）

を踏まえたものであること、そして刑事罰

の規定が同条約上認められている海賊行為

に対する普遍的管轄権の適用（105 条）に

国内法上の根拠を与えようとしたものであ

ることは、例えば国会での海賊対処法案審

議過程における上記答弁からも確認するこ

とができる。 

 ここで、国連海洋法条約上の海賊関連規
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定（100条～107条）は 1958年の公海条約

上の諸規定（14条～21条）をほぼそのまま

踏襲したものであること、さらに遡って、

それらの諸規定に大きな影響を与えたのが

1932年のハーバード・ロースクールによる

海賊行為に関する条約草案（以下、「海賊行

為に関するハーバード草案」と呼ぶ）であ

ることが知られている2。つまり、海賊行為

に対する普遍的管轄権の適用については、

慣習国際法上の国家の権限として伝統的に

―論者によっては数世紀前からとするも

のもある3
―確立しており、国連海洋法条

約上の諸規定はそれを法典化したものと言

えるのである。 

 しかし、海賊行為に対する普遍的管轄権

の適用が―本当に数世紀前からかどうか

はともかくとして―古くから確立してい

たことは、現代の海賊問題の解決にあたっ

ての豊富な知見を伝統的な国際法（学）か

ら引き出すことができるということを必ず

しも意味していない。現在、日本を含めた

国際社会がソマリア沖・アデン湾における

海賊問題に対処する中で経験されている諸

問題―例えば、海賊の拿捕・刑事処罰に伴

う費用負担問題や、遠隔地での刑事手続に

伴う人権保障問題など―について、海賊処

罰に関する過去の事例・学説から特に何ら

かの指針が得られたということはないよう

である。もっと言えば、そもそも海賊行為

に対する純粋な
、、、

普遍的管轄権の適用事例

―つまり、属地・属人・保護主義（および

旗国主義）といった伝統的な管轄権行使の

基礎を有しない国家によって海賊行為が処

罰された事例―というのは、ソマリア沖・

アデン湾などにおける近時の海賊問題の発

生以前には実はほとんど存在していなかっ

たのである4。 

 本稿の目的は、伝統的国際法上の海賊行

為をめぐるこのような理論と実行との間の

ギャップ―つまり、長期間に亘る普遍的管

轄権の適用の理論的許容と現実の適用事例

の不存在との間のギャップ―の法的意味

を明らかにすること、そして、それが現代

におけるソマリア沖・アデン湾などでの海

賊問題を考えるにあたってどのような法的

含意を持つのか（あるいは持たないのか）

を明らかにすること、である。 

 

2． 普遍的管轄権概念の歴史的変遷の

概観―海から陸、そして再び海へ 

 

まず、普遍的管轄権概念の歴史的変遷に

ついて、本稿の問題意識に関わる範囲で概

観しておこう。ここでは、以下の 3期に区

分―第 3期については陸域と海域とでさら

に分けられる―して説明するのが便宜で

あると思われる5。 

 

2.1 第 1 期（20 世紀前半～第 2次世界大

戦） 

 まず、第 2次世界大戦の前後で大きく区

分することができる。第 2次世界大戦以前

には、普遍的管轄権の適用対象として認め

られていた犯罪類型は海賊行為のみ
、、
であり、

このことについては学説上の広範なコンセ

ンサスが存在した6。ただし、当該行為に対

する普遍的管轄権の適用の許容が理論的な

ものに留まり現実の適用事例をほとんど伴

わないものであったことは前述した通りで

ある―以下、かかる事態を指して「海賊行

為に対する普遍的管轄権の（理論的
、、、

）適用」

と表記することがある。 

 ここで、第 1期の始点を 20世紀前半とし

たのは多分に便宜的なさしあたり
、、、、、

のもので

あり、丁寧な説明を要するであろう。実際、

次のような疑問が提起されるかもしれない

―「人類共通の敵（hostis humani generis）」

たる海賊に対する処罰についてはもっと以
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前から、それこそキケロの一節やポンペイ

ウスのキリキア海賊掃討などがしばしば引

用されるほどに古くから言われてきた7こと

ではなかったか？いわゆる「海賊の黄金時

代」（18世紀前半）を終結させたのは、欧米

諸国による苛烈な取締り、海賊たちに絞首

刑を宣告した幾多の裁判8ではなかったか？ 

しかしここで注意しなければならないの

は、確かに海上での暴力行為という一般的

意味での海賊行為およびその取締り・処罰

の歴史は極めて長いものであるが、「国際法

上の海賊行為に対する普遍的管轄権の適

用」の歴史はそれよりもずっと短い、とい

うことである。まず、主権国家の並立体制

という国際秩序が存在しない時代または地

域では、今日的な意味での国家管轄権の議

論はそもそも成立しないので、少なくとも

近代以後―つまり、いわゆるウエストファ

リア体制の成立以後―しか問題にならな

いことは明らかである。さらに、現代にお

いて海賊行為に対する普遍的管轄権の適用

を問題にする場合、我々はあくまで法執行

モデル（law enforcement model）―つまり、

被疑者・被告人に対する人権保障が担保さ

れた刑事手続―を前提としているわけで

あるが、19世紀以前における海賊は国家の

認証を得て活動する私掠船員（privateer）

との対置において―つまり、合法な戦闘員

としての法的保護を享受する私掠船員とか

かる保護を享受しない海賊という 2項対立

において―理解されており、そもそも前提

としている法的枠組が大きく異なっている

と考えられる。実際、19世紀までの文献で

は依然として拿捕した海賊に対する軍艦上

での即時処罰が是認されており、現代的な

法執行モデルが国際的に共有されるに至っ

たのはおおむね 20 世紀に入ってからのこ

となのである9。以上より、主権国家の並立
、、、、、、、

体制という国際秩序および法執行モデルを
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

前提とした
、、、、、

海賊行為に対する普遍的管轄権

の適用という観点からは、ハーバード草案

をはじめとする 20 世紀前半に行われた法

典化作業の成果―もちろんそこでは 19 世

紀以前の実行・学説も検討されているので

あるが―を始点として検討すればさしあ
、、、

たり
、、
十分であると思われる10。 

 

2.2 第 2期（第 2次世界大戦～2000年頃） 

第 2次世界大戦以後、戦争犯罪・人道に

対する罪・ジェノサイド罪・拷問行為とい

った陸域における重大犯罪の処罰が国際関

心事項として認識されるようになり、普遍

的管轄権はそのための有効な「法的ツール」

として注目され、海賊行為以外の犯罪類型

への適用対象の拡大が主張されるようにな

った。例えば、第 2次世界大戦直後に連合

国がそれぞれの国内に設置した軍事法廷で

は戦争犯罪・人道に対する罪が、イスラエ

ルの国内裁判所におけるアイヒマン事件で

はジェノサイド罪が、旧ユーゴ国際刑事裁

判所におけるフルンジヤ事件（第一審部判

決）では拷問行為が、それぞれ普遍的管轄

権の適用対象であると主張された。 

本稿ではこうした適用対象の拡大（とさ

れる）事例について検討する余裕はないが、

以下の 2 点だけは指摘しておきたい。第 1

に、かかる拡大を肯定する論拠としては、

コントロヴィッチが「海賊類推（piracy 

analogy）」と呼ぶ論理―すなわち、｢犯罪類

型 Xは海賊行為と同程度（あるいはそれ以

上）の重大性を有する、したがって
、、、、、

、X に

対する普遍的管轄権の適用が許容される｣

という論理―がしばしば用いられており11、

海賊行為は重要な先例としての機能を担っ

ていると評価できる。しかし第 2に、「海賊

類推」が論理的に前提としている理解―す

なわち、「海賊行為は極めて重大性が高い犯

罪類型であり、したがって
、、、、、

、普遍的管轄権
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の適用が許容されてきた」という理解―に

ついては、同じくコントロヴィッチによっ

てその妥当性が厳しく批判されており 12

（この点については後述する）、第 2期にお

ける適用対象の拡大（とされる）事例の実

証的基盤については疑義が呈されている。 

 

2.3 第 3期（2000年頃～現在） 

2000年頃から、陸域と海域のそれぞれに

おいて、普遍的管轄権をめぐる新たな展開

が見られるようになった。 

まず、陸域においては、第 2期における

積極的な普遍的管轄権の適用対象の拡大の

主張が内包する危険性が顕在化した。代表

的な事例としては、国際人道法の違反に対

する普遍的管轄権の適用を非常に広範に認

めた 1993 年制定（1999 年改正）のベルギ

ー国内法に基づいて、米国・イスラエルな

ど世界各国の国家元首・政府高官らに対す

る刑事訴追手続が係属し、その結果として

深刻な国家間対立が発生したことが挙げら

れる。こうした事態を受けて、学説上も、

国連などの国際的フォーラムにおける諸国

家間の議論においても、普遍的管轄権の適

用対象の拡大については第 2期よりも抑制

的な見解がより目立つようになり、一定の

「揺り戻し」が発生しているように思われ

る13。 

他方、海域に目を転じれば、国際的な重

要性が失われて久しかったはずの海賊事件

がマラッカ・シンガポール海峡やソマリア

沖・アデン湾などにおいて再発し14、国際

社会による対応が求められることとなった。

かくして、伝統的には海賊行為のみに対し

て認められ（第 1期）、第 2次世界大戦以後

は専ら陸域における重大犯罪処罰のための

ツールとして注目されてきた（第 2期）普

遍的管轄権が、20 世紀末から 21 世紀初頭

において再び海域において問題とされるに

至ったであり、しかも第 1期とは異なり、

海賊行為に対する普遍的管轄権の適用事例

が現実に各国で観察されているのである。 

 

以上の時代区分を前提として、以下では、

まず伝統的国際法（第 1期）における海賊

行為のみに対する普遍的管轄権の（理論的）

適用の法的意味について検討し（3章）、次

に現代（第 3期）における海賊行為に対す

る普遍的管轄権の適用事例の現実化とその

背景、および、かかる現実化に伴って新た

に提起された課題について概観する（4章）。 

 

3． 伝統的国際法における海賊行為に

対する普遍的管轄権の（理論的）

適用 

3.1 国際法上の海賊行為の定義 

まず、国連海洋法条約上の規定をもとに、

国際法上の海賊行為の定義を確認しておこ

う。言うまでもなく同条約の採択は 1982

年であるが、前述の通り、海賊行為に関す

る諸規定（100条～107条）は伝統的に確立

していた慣習国際法上を法典化したもので

ある。 

同条約 101条における海賊行為の定義の

要点は、以下の 4点である。すなわち、①

行為態様については「船舶（または航空機）

から他の船舶に対する暴力・抑留・略奪行

為」とされ（2船要件）、②行為地について

は、「公海上（およびいずれの国家の管轄権

にも服さない場所）で行われたもの」とさ

れ（公海要件）、③行為主体については「私

人（私有船舶または航空機）により行われ

るもの」とされ（私人（私的船舶）要件）、

④行為目的については「私的目的で行われ

るもの」とされる（私的目的要件）。 

このように、国際法上の海賊行為の定義

は、「海賊行為」という語から一般的に観念

される海上での暴力・抑留・掠奪行為と比
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較すると非常に限定的なものであることが

分かる。具体的には、①2 船要件によって

単一船舶上での反乱行為（mutiny）やその

他の暴力・抑留・略奪行為が、②公海要件

によって領海上での暴力・抑留・略奪行為

（いわゆる海上武装強盗）が、③私人（私

的船舶）要件によって軍艦や政府船舶によ

る暴力・抑留・略奪行為が、④私的目的要

件によって反政府活動などの政治的目的

でなされた暴力・抑留・略奪行為が、それ

ぞれ国際法上の海賊の定義から除外されて

いるのである。 

 

3.2 海賊行為に対する普遍的管轄権の

（理論的）適用の法的意味 

以下では、このように非常に限定的なも

のとして定義された国際法上の海賊行為の
、

み
、
に対して普遍的管轄権の適用が認められ

てきたことの法的意味について検討する。 

かかる問題に対しては様々な説明がなさ

れるが15、ここでは、それを大きく 2 つの

類型に分けて検討していく。第 1の類型は、

海賊行為の実効的処罰の必要性という観点

からなされる説明であり（3.2.1 節）、第 2

の類型は、海賊行為の定義上の限定性に着

目してなされる説明である（3.2.2節）。 

 

3.2.1 海賊行為の実効的処罰の必要性とい

う観点からなされる説明 

第 1の類型に属する説明としては、①行

為の重大性に依拠するもの、②攻撃対象と

なる船舶の国籍の無差別性に依拠するもの、

③公海上で発生することに起因する取締

り・処罰の困難性に依拠するもの、が挙げ

られる。 

①「行為の重大性」：公海上であらゆる

国籍の船舶を無差別に襲撃し国際的な海上

交通を阻害する海賊行為は、そうした諸々

の性質の総体的な評価として
、、、、、、、、、

重大な犯罪で

あると諸国家によって認められたことから、

普遍的管轄権の適用が許容されてきた、と

される。一言で言えば、「海賊行為は重大性

が極めて高い犯罪類型であり、したがって
、、、、、

、

普遍的管轄権の適用が許容されてきた」と

いうことである。 

②「無差別性」：海賊行為という犯罪類

型の、あらゆる国籍の船舶を無差別に襲撃

するという点に依拠した説明である。一言

で言えば、「海賊行為は全ての国家に対する

現実的脅威を構成し、したがって
、、、、、

、普遍的

管轄権の適用が許容されてきた」というこ

とである。 

③「取締り・処罰の困難性」：海賊行為

が公海上の犯罪、つまりいかなる国家の主

権にも服さない場所での行為である結果と

して、その取締り・処罰が困難であるとい

う点に依拠した説明である。一言で言えば、

「海賊行為はその取締り・処罰が困難であ

り、したがって
、、、、、

、普遍的管轄権の適用が許

容されてきた」ということである。 

 

以上の説明は、①については近時の学説

においてその妥当性が厳しく批判されてお

り、②③については一定の妥当性は認めら

れるもののそれのみでは十分な説明とはな

り得ないと評価される。 

①に対する批判は、代表的にはコントロ

ヴィッチによって提起された以下のような

ものである。すなわち、仮に海賊行為のみ
、、

に対して普遍的管轄権の適用が認められて

きたことの説明を専ら「行為の重大性」に

求めるのであれば、論理的に言って、諸国

家が海賊行為を突出して
、、、、

重大性の高い犯罪

類型として認めていたということでなけれ

ばならない16が、実情は全く異なるという

ことである。実際、海賊行為に関する国際

法規則の法典化が開始される 1世紀以上前、

すなわち 19世紀初頭の時点で既に、海賊行
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為が諸国家の海上交通に深刻な危険をもた

らすということはほぼ無くなっており、し

たがって、諸国家による海賊行為の重大性

の認識は、少なくとも突出したものとして

は見出すことができないのである17。20 世

紀に入ってからの国際的な議論においても、

諸国家が海賊行為の抑圧を喫緊のかつ重大

な問題として意識していたとは言えず、例

えば海賊行為に関するハーバード草案の序

文では、「海賊行為は、国家管轄権や公海自

由に関する現代的な原則が確立する前に、

国際法上の重要性を失った」とされていた

のである18。 

②③については、確かに無差別性や処罰の

困難性といった特徴は、海賊行為
、、、、

に対して普

遍管轄権の適用が認められてきたことにつ

いての一定の説明たり得るが、海賊行為のみ
、、

に対して普遍的管轄権の適用が認められて

きたことの説明―つまり、海賊行為以外の行

為類型、とりわけ上記 4要件によって除外さ

れた行為類型に対しては普遍的管轄権の適

用が認められてこなかったことの説明―に

はなっておらず、その意味で不十分である。

例えば、行為地が海上であればそれが公海上

であっても領海上であっても処罰・取締りの

困難性は大きくは異ならないことは海賊行

為に関するハーバード草案でも指摘されて

いるところであるが19、にもかかわらず領海

上の行為が海賊行為の定義から除外された

―つまり、普遍的管轄権の適用対象から除外

された―のは何故かということについては、

以下の第2の類型に属する説明が別途必要と

なるのである。 

 

3.2.2 海賊行為の定義上の限定性に着目し

てなされる説明 

第 2の類型に属する説明は、先に海賊行

為の定義として確認した 4要件に着目する

ものであり、それらの要件の累積により特
、

定の国家が利益・関心を有すると思われる
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

行為類型が海賊行為の定義から予め除外さ
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

れている
、、、、

ことをもって、海賊行為に対する

普遍的管轄権の適用の許容を説明しようと

するものである。 

④「公海要件」による属地主義との競合

の回避：領海は領土の一部であり、沿岸国

の領域主権（属地的管轄権）に服する。領

海上での犯罪行為に対する普遍的管轄権の

適用は、主権国家にとっての領域主権の基

本的重要性に鑑みて、沿岸国にとっては受

け容れ難いと考えられる。したがって、公

海要件によってかかる行為類型を除外する

ことで、海賊行為に対する普遍的管轄権の

適用が属地的管轄権と競合する可能性を排

除しているのである。 

⑤「2 船要件」による旗国主義との競合

の緩和：船舶はいずれかの国家に登録され

なければならず（国連海洋法条約 91条）、

登録国の管轄権、すなわち旗国管轄権に排

他的に服する（同 94条）。単一船舶上での

犯罪行為に対する普遍的管轄権の適用は、

当該船舶の運営・規律に対する外部からの

過度な―時に濫用的な―介入を招く懸念

から、旗国にとっては受け容れ難いと考え

られる。したがって、2 船要件によってか

かる行為類型を除外することで、海賊行為

に対する普遍的管轄権の適用が旗国管轄権

と競合する可能性を部分的に―完全にで

はない点に注意20
―排除し、緩和している

のである。 

⑥「私的目的要件」による保護主義との

競合の回避：一般に反政府活動などの政治

目的でなされる犯罪行為については、その

活動が向けられている本国が特別の利益・

関心を有する―つまり、保護主義に基づく

管轄権を有する―のであり、当該犯罪行為

に対する普遍的管轄権の適用は、当該本国

にとっては受け容れ難いと考えられる。し
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たがって、私的目的要件によってかかる行

為類型を除外することで、海賊行為に対す

る普遍的管轄権の適用が保護主義に基づく

管轄権と競合する可能性を排除しているの

である。 

⑦「私人（私的船舶）要件」による政治

的に機微な問題の除外：軍艦や政府船舶に

よる暴力・抑留・略奪行為は―合法なもの

であれ違法なものであれ―政治的に極め

て機微な文脈でなされるものであり、当該

行為に対する普遍的管轄権の適用は、国際

関係を不安定にしてしまう可能性が高く、

関係する諸国家にとっては受け容れ難い

―そもそも多くの場合に国際法上の既存

の免除規則と抵触してしまう―と考えら

れる。したがって、私人（私的船舶）要件

によってかかる行為類型を除外することで、

海賊行為に対する普遍的管轄権の適用が国

際関係を不安定化させる可能性を排除して

いるのである。 

 

以上の④⑤⑥⑦の説明は21、普遍的管轄権

を非常に消極的な観点―つまり、いずれの
、、、、

国家も無関心である場合には、いずれの国
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

家が管轄権を行使しても良い
、、、、、、、、、、、、、

という観点―

から捉えるものであり、これは現代におい

て同概念に付与されている観点―つまり、

重大犯罪処罰のために有効な法的ツールで

あるという観点―とは質的に非常に異なっ

ている。しかしかかる消極的な観点は、海

賊行為のみ
、、
に対して普遍的管轄権の適用が

認められてきたことの説明―つまり、海賊

行為以外の行為類型、とりわけ上記 4 要件

によって除外された行為類型に対しては普

遍的管轄権の適用が認められてこなかった

ことの説明―として不可欠であるし、さら

にその適用が理論的なものに留まっていた

という事実との関係ではむしろより整合性

が高いものであると思われる22。 

なお、一般的・理論的に普遍的管轄権を

こうした消極的な観点から把握し得るこ

とについては、1935 年のハーバード・ロ

ースクールによる刑事管轄権に関する条

約草案―これまで引用してきた 1932年の

ハーバード草案とは異なるものである点

に注意―において早くも指摘されている。

同草案は、3条から 8条までで属地・属人・

保護主義に基づく管轄権について規定し

た直後に、9条で海賊行為を対象とした普

遍的管轄権について規定し、10 条で海賊

行為以外の犯罪行為について普遍的管轄

権が適用される一般的条件を規定してい

る23。注目すべきは 10条、とりわけその d

項であり、そこでは「いかなる国家の管轄

権にも服さない場所で行われ、当該外国人

がいかなる国家の国民でもない場合」には

普遍的管轄権の適用が認められる旨が規

定されており、明確に消極的な観点を読み

取ることができるのである24。 

また、海賊行為の取締り・処罰をめぐっ

ては、大前提として以下のような社会的・

構造的制約が存在していることが留意され

るべきである。すなわち、海上警察活動と

いうのは公共財であり、その便益たる海上

交通の安全の享受からフリーライダーを排

除することはできないという非排除性が存

在するために、個々の国家が海賊行為の取

締り・処罰を行うインセンティヴは―当該

行為により自国に直接的な影響が及んでい

るのでない限りは―低いものとならざる

を得ないのである25。こうした初歩的な経

済学の観点からも、海賊行為に対する普遍

的管轄権の適用における消極的観点からの

説明は整合性の高いものとして肯定される

のである。 

以上より、伝統的国際法（第 1期）にお

ける海賊行為のみ
、、
に対する普遍的管轄権の

（理論的）適用の法的意味を説明するため
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には、当該行為の処罰の必要性という積極

的な観点（第 1の観点）のみでは不十分で

あり―②③についてはその妥当性を完全

に否定しているわけではない点に注意―、

特定の国家が利益・関心を有するような行

為類型が予め除外されているという消極的

な観点（第 2の観点）も加味した多元的な

説明を要する―さらに言えば、第 2の観点

のほうが相対的な重要性はかなり高いよう

にさえ思われる―のである。 

 

4 現代国際法における海賊行為に対す

る普遍的管轄権の適用とその課題 

 

以上の認識を踏まえて、以下では極めて

簡潔になるが、現代（第 3期）における海

賊行為に対する普遍的管轄権の適用事例の

現実化およびその背景（4.1 節）、および、

かかる現実化に伴い提起される課題（4.2

節）について概説しておきたい。 

 

4.1 海賊行為に対する普遍的管轄権の適

用事例の現実化およびその背景 

コントロヴィッチとアートは 2010 年の

論文において、1998 年から 2009 年までの

間に発生した普遍的管轄権の適用対象とな

り得る海賊事件の数とその中で現実に普遍

的管轄権が適用された事件の数についての

詳細な集計を行っている。それによれば、

かかる期間に発生した海賊事件の総数は

1158件であり、そのうち現実に普遍的管轄

権が適用されたのは 17件（1.47％）とされ

ている。ソマリア沖・アデン湾における海

賊事件が急増し国際社会による対応が開始

された時期である 2008 年・2009 年に限る

と、事件総数は 404件で普遍的管轄権の適

用事例は 13件（3.22％）―うち 12件がケ

ニア、1件がイエメンによるもの―とされ

ている26。 

その割合が非常に低いことについては後

述するとして、ともかくも現代において海

賊行為に対する普遍的管轄権の適用事例が

現実化したその背景について先に検討しよ

う。現代国際社会のグローバル化に伴う相

互依存の進展、国際協力の必要性および気

運の増大といったしばしば指摘される要因

が基本的に重要であることは大前提として

指摘しつつも、ここでは、現代の外航海運

産業に固有の構造―すなわち、便宜置籍船

の使用の一般化―が、海賊行為に対する普

遍的管轄権の適用を興味深い仕方で促進し

ていることを指摘しておきたい。 

海賊対処法を素材に説明しよう。同法制

定の主たる目的が「日本関係船舶」27の保

護であり、日本の国益を離れた国際協力的

な意味での海賊行為の取締りはむしろ付随

的なものであった―ゼロであると言って

いるわけではない点に注意―ことは、同法

案の審議過程の随所から確認することがで

きる28。つまり、実質的には
、、、、、

日本が利益・

関心を有する日本の海運会社の船舶であり

ながら、その多くが便宜置籍船であること

によって形式的には
、、、、、

日本の（旗国）管轄権

が及ばないという事態が発生しており、普

遍的管轄権の適用はかかる実質と形式との

間のギャップを埋めるための手段として想

定されているのである。換言すれば、自国
、、

法益保護のための手段としての普遍的管轄
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

権の適用
、、、、

というこれまでにはない側面が観

察されるのであり、かかる事情も、日本を

含めた各国の海賊対処法制の整備、ひいて

は海賊行為に対する普遍的管轄権の適用が

促進されている背景として指摘できるであ

ろう。 

 

4.2 海賊行為に対する普遍的管轄権の適

用に伴い提起される課題 

とは言え、前述の通り、海賊行為に対す



海洋政策研究 第 12号 

－47－ 

る普遍的管轄権の適用事例は潜在的母集団

との関係で極めて少数に留まっている。そ

の原因としては、海上警察活動の公共財性

により各国家の海賊対処活動に対するイン

センティヴが制限されるという前述の構造

が現代においても基本的に維持されている

ことがまず挙げられる。しかし、国際社会

による海賊対処が強く要請され現実に諸国

家が自国での海賊処罰に着手し始めた段階

に至っている以上、具体的かつ衡正な費用

負担メカニズムの整備は過去のどの時点よ

りも喫緊の課題となっていると言えよう。 

さらに、普遍的管轄権の適用事例の現実

化に伴って新たに提起される課題としては、

被疑者・被告人の人権保障問題―例えば、

身体拘束における適正手続の確保、遠隔地

から自国への身柄引致における時間的制限

の遵守、通訳確保による公正な裁判の保障

など―が挙げられよう。 

こうしたことは日本でもまさに現在進行

形で経験されており、本稿執筆時点でソマ

リア人海賊 4名に対する刑事手続が東京地

裁に係属中であるが（グアナバラ号事件）、

日本は彼らを速やかに送致するための航空

機の手配などの膨大なコストを負担し、公

判もソマリ語を日本語に訳せる通訳がおら

ず英語を介した二重通訳とならざるを得な

いなどの困難に直面している。そしてそれ

らは、海賊行為に対する普遍的管轄権の適

用が理論的なものに留まっていた過去にお

いては経験されてこなかった課題なのであ

る。 

 

5．まとめ 

 

確かに、海賊に対しては、「人類共通の敵」

という紀元前に起源をもつ呼称が現在まで

継続して用いられている。そしてこの印象

的な呼称は、現代における海賊行為の処罰

の必要性を強調し、各国による海賊対処法

制の整備を促進するために積極的な役割を

果たし得る―冒頭で引用した国会答弁を

見よ―であろう。 

しかし他方で、このような情緒的な表現

によって覆い隠され見えにくくなる側面が

存在することも忘れてはならないのであり、

本稿ではその一端を明らかにすることがで

きたと思われる。以下、4 点にまとめてお

こう。 

第 1に、「人類共通の敵」という語が用い

られる法的文脈は時代ごとに異なり、安易

に現代的文脈における普遍的管轄権の議論

と結び付けるのは誤りである。そもそも伝

統的国際法上（＝国連海洋法条約上）の海

賊行為―すなわち、普遍的管轄権の適用対

象としての海賊行為―の歴史は、「人類共

通の敵」という語が持つ長い歴史と比較す

るとずっと短いものである。 

第 2に、伝統的国際法における海賊行為

に対する普遍的管轄権の適用の特徴は、理

論と実行との間の大きなギャップ―すな

わち、長年に渡る理論的許容と現実の適用

事例の不存在との間のギャップ―の存在

にあり、かかる事態に対する説明としては、

特定の国家が利益・関心を有すると思われ

る行為類型が海賊行為の定義から予め除外

されているという消極的観点からの説明が

整合的である。 

第 3に、そもそも海上警察活動というの

は公共財であり、個別の国家の利己的な行

動に任せていたのではその十分な供給は

期待できないという構造的制約の存在が

大前提として理解されなければならない。

現に、日本において海賊対処法が成立し海

賊行為に対する普遍的管轄権の適用が国

内法化された主たる動機は、自国法益の保

護―すなわち、日本関係船舶の保護―で

あり、純粋に国際協力的な意味での海賊行
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為の取締り・処罰―すなわち、日本関係

船舶以外の船舶の保護のための普遍的管

轄権の適用―については、仮にそれのみ

が問題となっていたならば実現した可能

性は非常に低いと言わざるを得ないので

ある。 

 第 4に、とは言え、現代のソマリア沖・

アデン湾などにおける海賊問題への対応が

国際社会に求められる中で海賊行為に対す

る普遍的管轄権の適用事例が現実に観察さ

れるに至っており、我々はそれに伴う種々

の課題―例えば、拿捕・刑事処罰に伴う費

用負担問題や、遠隔地での刑事手続に伴う

人権保障問題など―に向き合っていかな

ければならない。そしてそれらは、これま

でには経験されてこなかった新しい課題な

のである。 

 

（2013年 1月 31日脱稿。脱稿後、東京地方

裁判所においてグアナバラ号事件の 4名の

海賊に対する有罪判決が下された。証言内

容の食い違いなどから 3つの公判に分けて

審理が行われ、2 月 1 日に 2 名に対して懲

役 10 年、2 月 25 日に 1 名に対して懲役 5

年以上 9 年以下（不定期判決）、4 月 12 日

に 1 名に対して懲役 11 年の判決が下され

た。） 
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法の下で時効により処罰が禁止されな

い場合…。 

(b) いかなる国家の管轄権にも服さない場

所で行われた場合には、犯罪を構成す

る作為または不作為が当該外国人の国

籍国の法の下でも犯罪であり、当該外

国人の訴追のための引渡しが当該国籍

国に対して申し入れられたが受諾され

ておらず、当該国籍国の法の下で時効

により処罰が禁止されない場合…。 

(d) いかなる国家の管轄権にも服さない場

所で行われ、当該外国人がいかなる国
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てる具体例
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る適用事例が確認されており、日本におい

てもソマリア人海賊 4名に対する初の普遍

的管轄権の適用事例が東京地裁に係属中で

ある（後述参照）。 
27 日本関係船舶（≒日本商船隊）とは、日本

籍船のみならず日本の海運会社が運航する

外国籍船などをも含む概念である。 
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国連海洋法条約の趣旨にかんがみまして、
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効果的な対処について法整備をいたしたい
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Historical Analysis of the Application of 

Universal Jurisdiction over Piracy 

Shingo HORII＊ 

 

Abstract 

 

 This article focuses on the application of universal jurisdiction over piracy from a historical perspective. 

Under traditional international law, piracy had been recognized as the sole legitimate category against which 

States can apply universal jurisdiction. Such recognition, however, had remained rather theoretical than real; 

it is very hard to find an actual case where universal jurisdiction was applied to pirates. In order to elucidate 

the legal implication of this gap between theory and reality, two explanations, the latter being more impor-

tant, can be presented. The first (positive) explanation emphasizes the need for the effective punishment of 

piratical acts, while the second (negative) one focuses on the very limited character of the definition of 

piracy under international law. In the last part of this article we will look into the modern application of 

universal jurisdiction in the anti-piracy operations off the coast of Somalia and the Gulf of Aden, and briefly 

analyze whether (or not) any lesson can be drawn from the (theoretical) application of universal jurisdiction 

under traditional international law. 

 

 

Key words: piracy; anti-piracy law; universal jurisdiction; UNCLOS 
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沿岸域総合的管理のための先駆的科学技術適用の取り組み 

－バイオロギングによる魚類の生息域利用調査に関する研究－ 

 

田上 英明＊
 

 

 

沿岸域を持続的に利用するためには、自然環境との調和を図り、総合的な視野に

立ち管理する仕組みが求められている。沿岸域総合管理では、沿岸域圏を自然の系

として適切に捉え、地方公共団体が主体となり、多様な関係者が参加して、沿岸域

圏の総合的な管理計画を策定し、各種事業、施策、利用等を総合的、計画的に推進

することが望ましいと考えられている。この沿岸域総合管理における「自然の系」

の捉え方においては、時空間における物質及び生物の動態を基盤とした沿岸域環境

の把握が必要であり、特に、生物が沿岸域をどのように利用しているかという視点

が欠かせないものとして、施策に活かされることが期待される。本研究では、沿岸

生態系の高次捕食者であり、人々との関わりが深い魚種を対象とし、その生息域利

用状況を先駆的科学技術であるバイオロギング（生物搭載型行動・環境記録装置）

を用いて調査した事例を紹介する。対象事例は、希少種、市場魚種、人害種（人間

に被害を与える種）の代表的な 3 種であり、それぞれの成果から得られた対象種と

人々との関わりをもとに沿岸域総合管理を推進するために必要となる施策の適用範

囲について検討した。 

 

キーワード：沿岸域総合管理、生息域利用調査、バイオロギング 

 

 

1．序論 

1.1 研究の背景 

沿岸域総合管理とその課題 

沿岸域を持続的に利用するためには、自

然環境との調和を図り、総合的な視野に立

ち管理する仕組みが求められている。沿岸

域総合管理は、沿岸域の多様な利用者の調

整を計ることを目的とし諸外国で広く導入

されている国際標準的な手法である（海洋

政策研究財団, 2012a）。 

 我が国における沿岸域総合管理の指針で

は、沿岸域圏を自然の系として適切に捉え、

地方公共団体が主体となり、多様な関係者

が参加して、沿岸域圏の総合的な管理計画

を策定し、各種事業、施策、利用等を総合

的、計画的に推進することが示されている

（沿岸域圏総合管理計画策定のための指針, 

2000）。また、海洋基本法においては、自然
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的社会的条件から見て一体的に施策が講じ

られることが相当と認められる沿岸の海域

及び陸域について、その諸活動に対する規

制その他の措置が総合的に講ぜられること

により適切に管理されるよう必要な措置を

講ずるものと定められている（海洋基本法, 

2007）。 

 この沿岸域総合管理の適用の前提ともい

える「自然的社会的条件」を定めるために

は、客観的な調査によるデータの収集が必

要となる。これまで社会学的条件について

は、シンクタンク等が中心となり、地域の

取り組みを支援する形で多くの知見が得ら

れるようになってきた（e.g. 海洋政策研究

財団, 2012a）。 

 一方で、自然的条件については、沿岸域

総合管理のフレームでの取り組みの報告は

数少ない。沿岸域総合管理における自然の

系の捉え方を考える場合、物質循環を基盤

とした沿岸域環境の把握が必要であり、特

に、生物が沿岸域をどのように利用してい

るかという視点が欠かせないものとして、

施策に活かされることが期待されている

（e.g. 海洋政策研究財団, 2012b）。 

 

バイオロングを用いた生息域利用状況調

査の可能性 

 近年の科学技術の躍進により、沿岸域の

多様な生物の生息域となっている藻場、干

潟、マングローブ、ヨシ原といった植生の

マッピングは、人工衛星や航空機などのリ

モートセンシングにより、広域に行えるよ

うになってきた（e.g. Komatsu et al., 2012）。

一方、目視や水中カメラのような光学的観

測手法では、陸上動物、あるいは定住性の

高い水棲動物の昼間の行動を観測すること

はできるが、広範囲の移動や夜行性の水棲

動物の行動を連続して観測するのは難しく、

この困難を克服する新たな科学技術の適用

が求められている。 

 水棲動物の生息域利用の状況を定性・定

量観測するための方法としてバイオロギ

ング・サイエンス（生物装着型行動・環境

計測システム科学）の適用が考えられる。

この分野は日本が独自に開発した世界最先

端システム科学であり、遊泳速度、加速度、

深度、水温、塩分などを秒単位で連続的に

記録できる装置を動物に生着させることで

その動物の行動のみならず、それら動物の

環境選択や存在的な環境適用能力も把握す

ることができるため、各生息域の利用状況

を動物の視点から把握し、沿岸域における

複雑な生態系を総合的に理解する有効な手

法として期待できる。 

 

1.2 論文の目的と構成 

 本研究では、沿岸生態系の高次捕食者で

あり、人々との関わりが深い魚種を対象と

し、その生息域利用状況を先駆的科学技術

であるバイオロギング（生物搭載型行動・

環境記録装置）を用いて調査した事例を紹

介する。対象事例は、希少種、市場魚種、

人害種の代表的な 3種であり、それぞれの

成果から得られた対象種と人々との関わり

をもとに沿岸域総合管理を推進するために

必要となる施策の適用範囲やそのもとにな

る「自然の系」の捉え方について検討した。

以下に各章の概略を示す。 

 第 1章は序論であり、本研究の背景と目

的について述べた。第 2章では、希少種の

代表として、高知県四万十川に生息するア

カメの生息域利用調査について、第 3章で

は、市場魚種の代表として、東京湾とそこ

に注ぐ小櫃川において実施したスズキの生

息域利用調査について、そして、第 4章で

は、人害種（人間に被害を与える種）の代

表として、東京湾で急増するアカエイの生

息域利用状況調査について紹介する。第 5



海洋政策研究 第 12号 

－55－ 

章では、第 2章から第 4章までのそれぞれ

の調査の結果を基に、沿岸域総合管理の推

進について検討し、第 6章では本研究を統

括するとともに、研究内容を基とした沿岸

域総合管理推進に関わる提言をまとめるこ

ととする。 

 

1.3 用語の説明 

 本論文で用いた用語の説明を以下に記載

する。 

※1＝海洋基本法 

食料や資源エネルギーの確保、物質の

輸送、地球環境の維持など、海洋に求

める機能が増大する中、多くの問題が

顕在化しつつあることを背景に、海洋

政策の新たな制度的枠組みを確立する

ために、国の総合的な取り組みを定め

た法律。2007 年 4 月に制定され 7 月に

施行された。内閣総理大臣を本部長と

する総合海洋政策本部が設置され、

2008 年 3 月には海洋基本計画が閣議決

定された（参照：http://law.e-gov.go.jp/ 

htmldate/H19/H19HO033.html）。 

※2＝海洋基本計画 

政府が総合的かつ計画的に講ずべき施

策として、1．海洋資源の開発及び利用

の推進、2．海洋環境の保全、3．排他

的経済水域の開発の推進、4．海上輸送

の確保、5．海洋の安全の確保、6．海

洋調査の推進、7．海洋科学技術に関す

る研究開発の推進、8．海洋産業の推進

及び国際競争力の強化、9．沿岸域の総

合的管理、10．離島の保全、11．国際的

な連携の確保及び国際協力の推進、12.

海洋に関する国民の理解の増進と人材

育成を挙げている。これまでの成果を

踏まえて、2013 年 4 月、政府は今後 5

年間の海洋政策の指針となる「海洋基

本計画」を閣議決定した（参照：

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kaiyou/kih

onkeikaku/）。 

※3＝海洋政策研究財団 

  （参照：http://www.sof.or.jp） 

日本の海洋政策や海洋安全保障の研究

を行うとともに、造船関係技術、海洋

環境技術に関する研究開発を行うシン

クタンク。正式名称は、「財団法人シッ

プ・アンド・オーシャン財団」だが、

海洋全体の研究活動を本格化させる目

的で「海洋政策研究財団」の通称で活

動する。 

※4＝バイオロギング 

国立極地研究所名誉教授の内藤靖彦氏

は、名称の誕生は 2003 年、まだ 10 年

にも満たない新しい言葉と説明する。

「バイオ（生き物）とロギング（記録

をとる）を組み合わせたもので、日本

で考えられた和製英語」。2004年の国際

学会で使用され、近年は国際的な学術

用語として定着しつつある。バイオロ

ギングは生物に小型のデータロガー

（小型記録計）を装着し、人の目では

観察できない生物の行動と生息環境の

情報を収集する画期的な科学手法。60

年代には、キッチンタイマーをアザラ

シに取り付け、潜水時間を計測した実

験等が行われていたが、90 年代のデジ

タル時代の到来により、計測機器の小

型化、デジタル化が進み、バイオロギ

ングの計器も飛躍的に進歩した。生き

物に取り付けるデータロガーにはさま

ざまな種類がある。位置を知らせる発

信機や、生息環境や同種の他の個体、

採餌行動などが撮影できる小型ビデオ

カメラ、その他にも、深度、温度、塩

分、加速度、遊泳速度などを調べるデ

ータロガーがある。中でも日本が開発

した加速度ロガーは生き物の動きを記
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録することができ、小さいものの重さ

は約 10gしかない。軽量小型化により、

海洋哺乳類ばかりでなく、魚類にも装

着できるようになった。 

※5＝リモートセンシング 

人工衛星や航空機をプラットホームと

して電磁波等を利用し、地球表面付近

を観察する技術。海洋分野では音波を

利用する音響リモートセンシンも併用

される。 

 

2． 四万十川におけるアカメの生息域

利用調査 

2.1 緒言 

研究の背景と目的 

野生動物を持続的に利用するためには、採

集個体数の制御による管理だけでなく、生息

環境の保全管理も必要とされている。生息域

管理において重要となるのが、摂餌場や産卵

場等の利用状況を考慮した管理である。特に、

餌場やそこでの摂餌リズムは、環境の変化

に大きく依存すると考えられるため、定期

的なモニタリングが必要となる。これまで

餌場や摂餌リズムを調査するためには、胃

内容物を調査する方法が多用されてきた。

これは、対象動物を生け捕りし、その胃の

中にある餌を吐き出させる方法、あるいは、

対象動物の胃を開口する方法が用いられる

ことが多い。しかし、希少種を対象とした

場合、致命的損傷を及ぼす可能性がある方

法を用いることが困難で、これらの方法に

代わる新たな方法の開発が求められている。 

 動物の行動や環境を記録できるバイオロ

ギングを用いた方法は、これまで摂餌に関

する生態も数多く解明してきた。特に、近

年、Suzuki et al（2011）によって示された

アザラシの摂餌イベントを加速度によって

検出する方法は、これまでの方法と異なる

画期的な例と考えられる。これは、アザラ

シの顎に加速度ロガーを取り付け、顎の動

きから摂餌のタイミングを計測する方法で

あり、計測機器の小型化を実現した日本の

科学技術の成果のひとつである。このよう

な小型記録器を用いて対象動物の摂餌の特

徴的な行動を計測する方法は、対象動物に

致命的損傷を及ぼさない方法であり、今後、

多くの動物種に応用できる可能性が高いこ

とが予想される。そこで本研究では、この

小型加速度データを用いて希少魚種の採餌

行動計測法の開発を検討することとした。 

 

対象魚種の概要 

 日本の固有種アカメ（Lates japonicus）は、

主に九州や四国の河口や沿岸域に分布して

いる。本種は、その名の由来ともなっている

ように、目に光が入射した際に赤く反射する

特徴がある。この目の特徴以外にも幼魚は体

全体に縞模様があり、成魚になると体長が

1m を超え、魚食性が強くなるという特徴が

報告されている（大塚ほか, 2010）。この特徴

によって本種は観賞魚や釣りの対象として

人気が高く、特にルアー釣りの対象として有

名な魚種のひとつとなっている。また、体サ

イズや食性の特徴から考えて、汽水域では食

物連鎖の上位に位置し、汽水域生態系全体に

影響を及ぼす重要な種と考えられている。た

だし、本種の生息域は狭く、個体数が減少し

ていると考えられていることから絶滅の恐

れがある魚種として、2007年に環境省のレッ

ドブックに本種が記載され、各地で保護活動

が開始されている魚種のひとつでもある。特

に、宮崎県では、レッドブックに本種が記載

されたことを受け、アカメを禁漁種に指定し、

釣りを含め捕獲を全面的に禁止した。一方、

高知県では、一旦は本種を県が指定する禁漁

等の候補種と設定したが、その後、市民を中

心とした保全管理活動とともに釣り等の捕

獲の継続に関する要請があり、高知県はその
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要請を受け入れ、候補種の対象から外すこと

になった。しかし、河川改修、ダム建設、港

湾の改修、下水処理水の排水等の人為的環境

改変の影響で生息域の消滅等が将来生じれ

ば、個体群の減少、絶滅もありうることが市

民の保全活動を通じて懸念されており、今後、

市民だけでなく、国や県が関与した生息域の

管理活動の推進が求められている。 

 

調査域と対象種の関係 

 四万十川は、四国山地標高 1336ｍの不入

山を源流とし、高知県南西部を中心に流れ、

太平洋に注ぎこむ四国で最も長い河川（総

延長 196 km）である。上流は、渓谷や急流

が多く、高知県、愛媛県の両県がそれぞれ

の流域を管理している。中流は、高知県の

南西部に広がり、蛇行を繰り返し、多くの

瀬や淵がつくられ、「日本最後の清流」と呼

ばれるほど豊かな自然を残している。下流

は、ゆるやかな流れで河口から約 9km上流

まで海水が遡り、淡水と海水が混ざり合う

広大な汽水域を形成している。四万十川に

おいてアカメは、海とのかかわりが深く、

多様な生物相を育む下流域において棲息が

確認されている。アカメの持続的利用に必

要となる生息場に関する調査は、釣り人や

地域の保全活動家、大学の研究者によって

継続的に行われている。その成果として、

これまで生後 1年ほどの間は、河口付近の

海草場等や沿岸域で過ごす場合があること

が明らかになってきた。しかし、その後の

生活に関しては不明な部分が多い。特に、

アカメの成魚は警戒心が強いこと、さらに

絶滅危惧種に指定されているため科学的研

究であるといっても採取が困難なことから、

生息場に関する情報を得ることは難しいと

考えられている。アカメは、成長にともな

って餌生物が変化し、巨大に成長するため、

その棲息域利用状況を解き明かすことは、

四万十川の豊かな自然を持続的に利用する

ために必要となる環境整備事業を考えるう

えでも重要であるため、調査研究の推進が

期待されている。 

 

2.2 材料と方法 

行動観測 

 野外での生息域利用状況を把握するため

の行動基準を作成するため、2009 年 7 月に

高知県四万十市の四万十川学遊館の水槽で

飼育されているアカメ 2個体（S1: 全長 50.9 

cm, 体重 1.9 kg; S2: 全長 48 cm,体重 2.1 kg）

を供試魚とした観測調査を行った。供試魚

の背中に人体手術に用いる針と生分解性の

糸を用いて小型 3 軸加速データロガー

（ORI380-D3GT: 長さ 4.5cm；直径 0.12 

mm；重さ 8g；リトルレオナルド製）を縫い

つけ、水槽に放流し、目視及びハイスピー

ドカメラ（Memrecam GX-1: NAC Image 

Technology 製）で行動を観測した。小型 3

軸加速データロガーは、1 秒間に 32 回の 3

軸加速度、遊泳水深、及び水温は 1秒間に 1

回記録するように設定した。ハイスピード

カメラは、解像度 1,280×1,028 pixelsの画像

を 1秒間に 750枚記録するように設定した。 

 

生息域利用調査 

 2009 年 7 月に四万十川下流域においてア

カメ 3個体（S1: 前出; S3: 全長 87.8 cm,体

重 7.6 kg; S4: 全長 86.4 cm,体重 9.0 kg）の

生息域利用調査を行った。供試魚S3、S4は、

地元の釣り愛好家により釣獲され、供試魚

S1 は、行動観測時に使用した個体と同個体

である。供試魚の背中に人体手術に用いる

針と生分解性の糸を用いて小型 3 軸加速度

データロガー、超音波発信機（V9, Vemco製）

を取り付けた回収システム（Watanabe et al., 

2008）を縫い付け、四万十川（32°57′19″

N,132°58′24″E）に放流した。回収シス
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テムは、設定した時間が過ぎると魚体から

装置が切り離され、水面に浮上する仕組み

になっている。放流からタグの切り離しの

予定時間まで超音波発信機の信号をボート

に設置した受信機（VR100, Vemco製）で捕

捉しながら供試魚を追跡した。 

 

データ解析 

 ハイスピードカメラから得たデータの再

生・画像処理には、GOM PLAYER（Ver.2.1, 

グレテックジャパン製）と Super Bara-Baby 

X（Ver.1.5, LNSOFT 製）を使用した。マイ

クロデータロガーから得られたデータは、

時系列データ解析ソフト Igor Pro（Ver.6.22J, 

Wave Metrics製）を使用して解析した。3軸

の加速度は、左右方向を X 軸、頭尾方向を

Y 軸、背腹方向を Z 軸とした。摂餌イベン

トは、尾鰭の振動や体の傾きの影響を排除

した加速データから以下の手順で抽出した。

まず、加速度データをフーリエ変換によっ

て周波数毎に分類し（Sato et al., 2007）、次

に、抽出の基準となる周波数をハイスピー

ドカメラで得られた摂餌行動の記録から設

定し、最後に、摂餌時の 3 軸の波形の特徴

から摂餌イベントを抽出した。 

倫理規定 

 本研究は、東京大学動物実験倫理委員会

の許可（P09-17）のもとで実施した。 

 

2.3 結果 

行動観測 

 四万十川学遊館水槽において供試魚 2個

体（S1, S2）の 16時間の観測から遊泳や休

息行動以外に 11 回の摂餌行動が観測され

た。アカメ供試魚（S1）は、ギンブナ

（Carassius langsdorfi）2個体（全長 7.2 cm、

8.1 cm）、モツゴ（Pseudorasbora parva） 2

個体（全長 6.3 cm、7.5 cm）、供試魚（S2）

は、モツゴ 3個体（全長 4.2 cm、4.3 cm、

4.9 cm）、オイカワ（Zacco platypus）2個体

（全長 4.1 cm、 8.4 cm）、キビナゴ

（Spratelloides gracilis） 2個体（全長 6.5 cm、

6.5 cm）を捕食した。ハイスピードカメラ

の記録から摂餌行動は、①餌に近づき、②

胸鰭を広げた直後に下顎を広げ、③餌を吸

い込む特徴があることがわかった。②から

③の所要時間は、0.15秒から 0.17秒の範囲

であった。この所要時間を基準として、加

速度の記録（図 2.1）から 0.17 秒よりも早

い動きを抜き出した結果（図 2.2）、餌を吸

図 2.1 アカメの行動観測時の加速度の記録 

上段：左右方向（X軸）、中段：頭尾方向（Y軸）、下段：背腹方向（Z軸） 

Lates japonicus 
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い込んだ際には、3軸（X,Y,Z）すべてに加

速度が急速に大きく変化するバーストが記

録された。一方、突進したが、餌を食べな

かった際は、2軸（X,Z）でバーストが記録

されたが、頭尾方向である Y軸でバースト

が記録されなかった。したがって、本研究

では、3軸（X,Y,Z）のすべてに加速度が記

録された行動を摂餌イベントとした。 

 

生息域利用調査 

 四万十川においてアカメ供試魚 S1、S3、

S4 から 24.2 時間、36.0 時間、69.5 時間の

記録が得られ、それぞれの移動距離は 12.4 

km、3.0 km、9.6 km であった。供試魚 S1

は放流点から下流に移動し（図 2.3）、供試

魚 S3、S4は上流に移動した（図 2.4、図 2.5）。

供試魚 S1、S3、S4 の高周波の加速度記録

には、行動観測時と同様の 3軸すべてがバ

ーストする摂餌イベントの波形がみられ、

その数は供試魚 S1 の加速度記録から 3 回

（昼 1 回、夜 2 回）、供試魚 S3 から 14 回

（昼 4 回、夜 10 回）、供試魚 S4 から 1 回

（夜 1回）であった。それらの記録の多く

は（88.9 %）、水深 5 mから 15 mの浅瀬か

ら淵の間で記録されていた。 

図 2.2 アカメの行動観測時の高周波の加速度記録 

黒の矢印は、餌を吸い込んだ時間、白の矢印は、突進したが餌を吸い込まなかった時間 

 

Lates japonicus 
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図 2.3 四万十川における 

アカメ供試魚（S1）の生息域利用状況 

 

 

 

図 2.4 四万十川における 

アカメ供試魚（S3）の生息域利用状況 

 

Lates japonicus 

Lates japonicus 
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2.4 考察 

 これまで調査手法の開発によって野生動

物の数々の生態が明らかになってきたが、

近年では、特に管理が必要となる希少種に

関する適切な野外調査の手法の開発が望ま

れている。いくつかの研究グループは、す

でに希少海洋動物の調査手法の研究を進展

させている。例えば、Hatase et al（2008）

は、遺伝子のショートテロメア領域を用い

てアカウミガメ（Caretta caretta）の年齢を

推定する方法を確立し、また、Suzuki et al

（2008）は X 線を用いてイトウ（Hucho 

perry）の鱗から回遊履歴を推定する方法を

開発した。本研究では、小型加速度データ

ロガーを用いてアカメの摂餌イベントを含

めた生息域利用状況を記録する手法を適用

することに成功した。 

 この成功の要因は、ハイスピードカメラ

の利用によって、詳細な魚の動きを記録す

ることができ、それをもとにデータロガー

の加速度記録から摂餌イベントを抽出でき

たことにある。これまでアカメの近縁種で

あるバラマンディ（Lates calcarifer）やナイ

ルパーチ（Lates niloticus）でもアカメと同

じように、摂餌の時に胸鰭を広げた後に餌

を吸い込むことが知られていた。（Hamblyn, 

1966; Davis, 1985）。この胸鰭の動きは、餌

を精度よく吸い込むために自身の動きを制

御する行動であると考えられており、アカ

メも同じ理由から胸鰭を広げていることが

考えられる。この胸鰭に加え、下顎が大き

く開くことにより、推進方向における体の

遮断面積が増え、推進力が削減される。こ

の動きは、ブラックバス（Micropterus 

salmoides）等の行動観察からも同様の結果

が得られている（Higham, 2007）。本研究で

 

図 2.5 四万十川における 

アカメ供試魚（S4）の生息域利用状況 

Lates japonicus 
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は、この減速の動きが小型加速度データロ

ガーで記録され、頭尾方向（Y 軸）のバー

ストとして表れたものと考えられる。 

 本研究では、主にこれまで困難とされて

きた摂餌イベントの抽出に着目したが、小

型加速度データロガーでは、尾びれの振動

や体の傾き等の行動の抽出や経験水温等

の環境情報も記録できる。この度の生息域

利用調査においてもそのようなデータを

合計 129.7 時間記録できた。これらのデー

タを詳細に解析することでアカメの生息

域利用状況を把握するうえで重要となる

結果が得られることも期待できる。今後は、

調査個体数を増やすことで、その行動や生

態の一般性を検証して行くことも重要と

なるが、アカメのように調査個体の入手が

困難な種を対象とする場合は、個体差につ

いて十分な検討を行ったうえで、１個体の

記録時間を延ばし個々の行動を詳細に解

析することも重要となる。摂餌イベントの

抽出等、特定の行動を記録する調査を行う

場合は、すべてのパラメータを記録するの

ではなく、抽出に必要となるパラメータに

限り記録すること、さらに周波数の限定や

特徴あるデータのみを記録する設定等を

加えることで電池の消耗や記録容量を抑

え、個体の記録時間を延ばすことに貢献で

きると考えられる。 

 本研究では、限られた時間ではあるが、

野外での供試魚の摂餌イベントを合計 13

回記録することができた。その結果、摂餌

イベントに昼夜の差があることや摂餌イベ

ントが起こる場所に地形的な特徴があるこ

とが示唆された。四万十川の河床は、台風

や大雨によって変化する。したがって、ア

カメの生息域管理のためには、幼魚の生息

場である海草場だけでなく、成魚の餌場環

境となる河床の変化もモニタリングする必

要があることが考えられる。 

3. 東京湾・小櫃川におけるスズキの生

息域利用調査 

3.1 緒言 

研究の背景と目的 

 東京湾内の漁獲量変動水位によると、こ

れ ま で 主 要 漁 獲 種 で あ っ た カ レ イ

（Pleuronectiformes yokohamae）、アナゴ

（Conger myriaster）、トリガイ（ Fulvia 

mutica）をはじめとし、多くの水産利用種

で漁獲量が大幅に減少している（千葉県 , 

2007）。これら東京湾の水産資源を持続的に

利用していくために、これまで数多くの取

り組みが実施されている（千葉県, 2007）。

2007年から 5年間に亘り実施された千葉県

東京湾小型底びき網漁業包括的資源回復計

画では、漁獲努力量の削減、資源の積極的

培養、漁場環境の保全など措置が講じられ

た（千葉県, 2007）。その漁業管理は、千葉

県が主体となり、地元の漁業者、海区漁業

調整委員会とともに行われ、千葉県が水産

庁との協議調整を行う仕組みとなっていた。

このような取り組みは、地域と県、国が一

体となった先進的事例取り組みのひとつと

いえる。しかし、これらの対象域は、海域

の漁場に限定されているものが多く、河川

や陸からの影響を含めた沿岸域の生息域管

理に目を向けた取り組みは少ない。市場魚

種には、アジ（Trachurus japonicus）やサバ

（Scomber japonicus）のように海域だけで

一生を終える種だけでなく、ウナギ

（Anguilla japonica）やサケ（Oncorhynchus 

keta）のように河川と海を行き来する種も

ある。河川と海を行き来する行動は、餌場

と産卵場の回遊行動であることが多く、個

体群の維持に重要な役割を果たしていると

考えられている。このような種については、

漁場となる海域だけを管理するのではなく、

その生活史全体を考慮した生息場の一体的

管理が必要となる。しかし、沿岸域は、漁
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業、養殖、漁港、港湾など利用が錯綜して

おり、それらの区域の管理主体者がそれぞ

れ異なっているため、生息場の環境の管理

を実現するためには、客観的なデータをも

とにした利用調整が必要となる。しかし、

河川を含む沿岸域の環境は、潮汐や河川水

の影響を受け、大きく変化するため、それ

ら環境を対象種がどのように利用している

かという状況を漁獲や環境観測から同時に

把握することは難しい。特に対象動物の生

理状態に強い影響を与える塩分の変化は、

外洋域よりも雨水や河川水が流入する沿岸

域において顕著である。沿岸域の生物を適

切に管理するためには、生物に影響を与え

る可能性が高い塩分環境の変化とその行動

を同時に把握できる調査手法の開発が期待

されている。そこで、本研究では、東京大

学大気海洋研究所と共同で新開発した塩分

ロガーを使用し、東京湾の代表的な魚種で

あるスズキを対象に生息域利用調査法の適

用に関する研究を実施することとした。 

 

対象魚種の概要 

 スズキ（Lateolabrax japonicus）は、主に

海域で底引き網等の漁具で漁獲される量が

多いが、汽水域、河川域の様々な場所で釣

獲されることも多い。庄司ら（2002）によ

れば、1953 年（4,226 トン）以降、本種の

総漁獲量は増加傾向を示し、1978年には最

高値の 11,570トンを記録した。その後、年

間の漁獲量は 5,000 トンから 9,000 トンの

間を推移している。沿岸域の市場魚種の漁

獲量が減少傾向にある中、スズキの漁獲量

は高水準に推移しており、本種は沿岸漁業

を支える魚種のひとつと考えられる。スズ

キは漁業対象種としての価値があるだけで

なく、遊魚としての価値も高い。1999年に

実施した 732隻の遊魚船を対象にしたアン

ケート調査では、92 隻が遊魚にかかわり、

年間の乗船者数は 49,500 人と推定されて

いる（庄司・尾崎, 2001）。 

 

調査域と対象種の関係 

 調査域は、千葉県小櫃川流域とその流れ

が注ぐ東京湾東部海域とした。小櫃川（流

路延長 88 km）は、千葉県内では利根川に

次いで 2番目に長い川である。房総丘陵の

清澄山系が水源で、君津市、袖ケ浦市、木

更津市を蛇行しながら貫流し、木更津市北

部で東京湾に注ぐ。上流部には、亀山ダム

があり、 県内最大の貯水量であるダム湖は

ブラックバス（Micropterus salmoides）の釣

り場にもなっている。中流部には、取水の

ための堰があり、河口付近では東京湾内で

最大規模となる 1,400ha の広さの盤州干潟

を形成され、その周辺には漁港や港湾があ

る。盤州干潟はスズキの幼魚の生息場と考

えられており、小櫃川の河口付近は、スズ

キ成魚の釣り場となっている。本種の漁獲

量は千葉県が全国一で、千葉県で水揚げさ

れたうち 85%（1958 年から 1997 年までの

平均値）が東京湾で捕獲されてきた。東京

湾においては主に湾口部で産卵が行われる

と推測されている。また、三浦半島沿岸部・

内房沿岸部の浅場、富津岬沖、観音崎沖や

その周辺海域においても卵の出現が見られ

る。 

 

3.2 材料と方法 

生息域利用調査 

 2011 年 10 月に千葉県小櫃川流域とその

周辺海域である東京湾東部海域において生

息域利用調査を行った。調査には、2 種類

のタグを使用した。ひとつは、塩分ロガー

（DCL:リトルレオナルド製）、小型 3 軸加

速度ロガー（ORI380-D3GT: リトルレオナ

ルド製）、ビデオカメラ（アカメカメラ:SSP

製）、超音波発信機（V9,Vemco製）を回収
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システム（Watanabe et al., 2007）に搭載し

たタグ、もうひとつは、上記のタグからビ

デオカメラと音響ピンガー（超音波発信機）

を外し、VHF発信機（mm130, ATS製）を

追加したタグである。東京湾で釣獲したス

ズキ 4個体（ID1: 全長 60.8 cm; ID2:52.3 cm; 

ID3: 全長 57.5 cm; ID4:56.4 cm）を小櫃川の

河口域に設置した生簀で 1昼夜飼育し、そ

れらスズキ供試魚の背中に人体手術用の針

と生分解性の糸を用いてタグを供試魚の背

中に縫い付け、河口域から上流 500 m付近

（35°24′57″N,139°54′26″E）の水面

で放流した。回収システムは、設定した時

間が過ぎると魚体からタグが切り離され、

水面に浮上する仕組みになっている。前者

のタグは、放流から 4時間後のタグの切り

離しの予定時間まで超音波発信機の信号を

ボートに設置した受信機（VR100, Vemco

製）で捕捉しながら供試魚を追跡し回収し

た（以下、この調査を追跡調査という）。後

者のタグは、放流から約 24時間後に高台か

ら VHF信号を受信機（八木アンテナ, ハム

センター札幌製）で確認し、ボートで信号

を捕捉しながら回収した（以下、この調査

を放流調査という）。小型 3軸加速データロ

ガーは、1秒間に 32回の 3軸加速度、遊泳

水深や水温は 1秒間に 1回記録するように

設定した。塩分ロガーは、1 秒間に 1 回の

遊泳水深、塩分、水温を記録するように設

定した。なお、追跡調査では、ボートでの

追跡の間、周りの様子を目視で観測し、放

流調査では、タグが回収された際に周りの

様子を目視で観測した。また、小櫃川にお

いて、スズキの調査とほぼ同時に STD（水

温塩分深度計測計）を用いた塩分環境調査

を実施した。この調査では、水面から 1ｍ

以下までの深度（以下、この範囲を表層と

いう）と海底から 1ｍ以上の深度（以下、

この範囲を底層という）の塩分を計測した。 

解析方法 

 第 2章と同様の方法を用いた。また、周

波数解析や行動分類のための統計には Igor

のアドインソフトであるエソグラファ―を

使用した（Sakamoto et al., 2009）。 

 

倫理規定 

 本研究は、東京大学動物実験倫理委員会

の許可（A11-6, A12-9）のもとで実施した。 

 

3.3 結果 

小櫃川の塩分環境 

 2011 年 10 月小櫃川河口域の表層の塩分

は、19.1 PSU、底層は 30.8 PSU、500 ｍ上

流では表層 6.5 PSU、底層 28.7 PSU、1 km

上流では表層 1.9 PSU、底層 5.0 PSUであっ

た。小櫃川の河口域では表層と底層で塩分

が大きく異なっていたが、1km以上の上流

ではその差はほとんどなく、表層、底層と

もにほぼ淡水に近い状況であった。 

 

追跡調査 

 小櫃川下流の久津間漁業協同組合付近で

放流後したスズキ供試魚（ID1）は 200m下

流に移動し、その後、上流、下流と繰り返

し移動した（図 3.1）。繰り返し移動した場

所の周りを目視で観測した結果、河口から

上流 500ｍの間に釣りをしている人を確認

できた。供試魚の遊泳水深の範囲は、0.3 ｍ

から 2.0ｍであった（図 3.2）。また、塩分

の範囲は、20 PSUから 10 PSUであった。

ビデオカメラの映像には、スズキが群れに

なっている状況やその他の魚種も映ってい

た。また、水面を見上げている映像があり、

釣りをする人の姿が映っていた。加速度に

は、4回の摂餌イベントが記録されていた。 

 

放流調査 

 小櫃川下流の久津間漁業協同組合付近で
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3個体のスズキ供試魚（ID2、ID3、ID4）に

取り付けたタグは、それぞれ異なる場所で

回収された（図 3.3）。供試魚 ID2のタグは、

小櫃川河口から上流 3 km の河川区域で回

収された。供試魚 ID3のタグは、小櫃川河

口から南西に 10km 離れた君津市の港湾区

域で回収された。供試魚 ID4のタグは、小

櫃川の河口にある漁港で回収された。なお、

供試魚 ID3については、河口域で釣りをし

ていた人から供試魚 ID3を捕獲し、再放流

したという情報があった。回収した 3つの

ロガーから合計 60時間の水温、塩分、遊泳

深度、加速度の時系列データが得られた（図

3.4、図 3.5、図 3.6）。それぞれの記録には、

異なった水域環境が記録されており、特に、

供試魚（ID2）の記録には、汽水、海水、

淡水と考えられる状況においての行動情報

が記録された。また、全てのロガーで摂餌

イベントの特徴と考えられる 3軸加速度の

バーストが記録され、その記録からスズキ

は塩分と水温分布の広い範囲にわたって行

動していることが判った（図 3.7）。 

 
図 3.1 放流したスズキの追跡調査の結果 

 

 

図 3.2 スズキの追跡調査の時系列記録 

Lateolabrax japonicus 

Lateolabrax japonicus 
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 各グラフは、上から遊泳水深、水温、塩

分、左右方向の加速度、頭尾方向の加速度、

背腹方向の加速度を示す。図 3.2 における

○1、○2 は他のスズキと群れで泳ぐ様子、

〇３は釣り人の様子を供試魚の背中に取り

付けたビデオカメラで記録した結果を示す。

黒の矢印は、摂餌イベントが起こった時間

を示す。 

 
図 3.3 放流したスズキの回収水域 

 

 

 

図 3.4 小櫃川河口から上流約 3kmの 

河川区域で回収されたスズキのロガーの記録 

（ID2） 

Lateolabrax japonicus 

Lateolabrax japonicus 
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図 3.7 スズキの摂餌イベントと 

水温・塩分の関係 

3.4 考察 

 本研究では、東京湾における市場魚種で

あるスズキの生息域利用状況を調べるため、

新開発された塩分ロガーを用いたバイオロ

ギングの適用による調査を試行した。 

 追跡調査では、供試魚（ID1）が、他の

スズキと群れとなって泳ぐ状況や摂餌イベ

ントが水温や塩分とともに記録され、この

バイオロギングによる行動・環境計測法を

用いることで、生息域管理の基本情報とな

る環境選択性や摂餌リズムを解明できる可

 

図 3.5 君津市の港湾区域で回収された 

スズキのロガーの記録（ID3） 

 

 

図 3.6 小櫃川の河口にある 

見立漁港で回収されたロガーの記録（ID4） 

Lateolabrax japonicus 

Lateolabrax japonicus 

Lateolabrax japonicus 
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能性が示された。 

 放流調査においては、供試魚（ID2、ID3、

ID4）が、河川、港湾、漁港等の多様な環

境を利用していることが示唆される結果が

得られた。ここでは、塩分ロガーを用いた

調査の成果をより詳しく示すために、放流

調査において河口上流 3km まで遡上した

供試魚 ID2の生息域利用状況について検討

することにする。 

 河川で回収された供試魚（ID2）のロガー

には、塩分が頻繁に変動していている状況が

記録されていた（図 3.4）。これは、潮の満ち

引き等による能動的な動きではなく、スズキ

が海水域と淡水域を積極的に行き来し、その

場を利用している行動が示されたと考えら

れる。そこで、この状況を定量的に詳しくみ

ていくために塩分変化をスペクトル解析し、

その周期を時系列で示した（図 3.8）。その時

系列の表示によると、周期性が顕著な期間と

そうではない期間があり、その変化をもとに

時系列表示が6つのフェイズに分かれている

ことがわかった。周期がある場合の継続期間

とその時の平均サイクルは、フェイズ１（P1）

では、継続期間が 94.3分、変動の平均サイク

ルは 4分、フェイズ 3（P3）では継続時間が

108分、サイクルが 5.4分、フェイズ 5（P5）

では継続期間が 360分、サイクルは 2.2分で

あった。いずれのフェイズも継続時間が潮汐

の周期よりも短く、変動サイクルも短かった

ことから、供試魚が潮の流れに依存して漂う

のではなく、塩分の異なる塩分クサビ等の場

所を積極的に移動している可能性が考えら

れる。そこで、塩分と活動量の関係を定量的

に示すために、まず、活動量を示す指標とし

て、尾鰭の振動周期を k-mean 法で 3 つにカ

テゴリー分類した（図 3.9）。サイクルのピー

クが 0.8 秒であるものをカテゴリー1 、1.0

秒であるものをカテゴリー2、1.3秒であるも

のをカテゴリー3 として、それぞれのカテゴ

リーが 10 分の間に占める割合を時系列で示

した（図 3.10）。その結果、塩分の変動があ

る際は尾鰭の振動も活発で、変動が少ない際

は、尾鰭の振動がゆっくりである傾向がみら

れた。以上のことから、供試魚は、塩分状況

図 3.8 スズキ供試魚 ID2の塩分周期 

上部は、塩分の時系列表示、下部は、塩分変化のサイクル、 

右のバーは、サイクルの強度を示す。 

 

Lateolabrax japonicus 
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の異なる環境において活動量が異なる生活

をしている可能性が示唆された。また、摂餌

イベントと水温・塩分の関係（図 3.7）をみ

てみると、供試魚は塩分が大きく異なる海域、

汽水域、淡水域と考えられるそれぞれの場所

で摂餌を行っていることが示唆された。 

 以上の生息域利用状況を考慮するとスズ

キの資源を持続的に利用するためには、主な

漁場となっている海域だけでなく、多様な環

境の変化を生み出す汽水域や淡水域を含め

た沿岸域圏全体の保全が必要であり、そのよ

うな資源の管理を推進していくためには、今

後も生息域利用状況等の調査を継続的に行

い、それらのデータをもとに、それぞれの水

域における管理主体者、漁業者、釣り人等の

利害関係者が集まり、資源管理の方針を協議

していくことがが重要であると考えられる。 

図 3.10 スズキの尾鰭振動周期と塩分の関係 

左軸は 10分間における３つのカテゴリーの割合、右軸は塩分を示す。 

図上部の P2、P4、P6は図 3.8のフェーズを示す。 

 

図 3.9 スズキの尾鰭振動周期のカテゴリー分類 

Lateolabrax japonicus 

Lateolabrax japonicus 

Category1 

Category2 

Category3 
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4． 東京湾におけるアカエイの生息域 

 利用調査 

4.1 緒言 

研究の背景と目的 

 アカエイ（Dasyatis akajei）が生息する沿

岸域には、海水浴場や潮干狩り場等があり、

人と本種が接触し、本種の毒棘に人が刺さ

れる被害が生じている。 2010 年度の海水

浴場における応急手当件数のうち、本種に

よる被害は 4番目に多く（ライフセービン

グ協会, 2011）、その被害は、本種が浅瀬に

いる際に、それに気づかずに本種の体を足

で踏みつけ、尾鰭の毒針で足を刺される場

合が多い。この被害は、本種の個体数の増

加に伴って年々増加していると考えられて

いる。そのため、同じ空間を利用する人と

本種の共存に向けた対策が急務となってい

るが、市場魚種ではないこともあり、これ

まで科学的な調査に基づいた知見は少ない。

漁業で混獲された場合には、尾鰭の毒針を

抜く処置を行っている地域もあるが、処理

に手間がかかるだけでなく、一度抜いた毒

針が再生するため、未だ有効な被害の防除

方法が確立されているとは言えない。また、

海水浴場や潮干狩りの場では、本種の侵入

を防ぐため、防護ネット等の設置を検討し

ている地域もあるが、それらの管理のため

に設置範囲や期間を決定するための情報が

求められている。本種の毒針による人的被

害の解消のためには、本種がいつどこで何

をしているかといった生息域利用状況に関

する知見が必要不可欠である。そこで、本

研究では、バイオロギングを用いたアカエ

イの生息域利用調査手法の適用に関する検

討を行った。 

 

対象種の概要 

 アカエイは軟骨魚綱エイ目アカエイ科に

属し（中坊, 2000）、扁平な菱形の胴部と背

面に毒腺を備えた尾棘を有する尾部からな

る卵胎生魚類である（金澤, 2003）。日本で

は北海道から沖縄の沿岸域に主に生息する

（Taniuchi and Shimizu, 1993）。生態系内に

おいてアカエイは、多毛類や甲殻類、魚類

を捕食する高次捕食者である（Taniuchi and 

Shimizu, 1993; 古満, 2009）、また、砂に潜

る行動である潜砂や摂餌の際に海底表層面

を攪拌させるデスタビライザーとして、生

態系の安定に重要な役割を担っている（水

産庁, 2008）。 

 国際自然保護連合（IUCN：International 

Union for Conservation of Nature）のレッドリ

ストによるとアカエイは準絶滅危惧種（Near 

threatened）に分類され、現在は絶滅の危険性

がないが、今後の環境の変化などにより絶滅

する危険性がある種とされている（IUCN, 

2006）。世界的に減少が危惧されている一方、

日本では、アカエイの数の増加が指摘され

ている（古満, 2009; 山口, 2011, 2012）。 

 

調査域と対象種の関係 

 1977年から 2009年までの東京湾 20定点

において実施されている原則年 4回の試験

底曳き調査によると、アカエイは単位面積

当たりの平均漁獲重量と個体数の両方で

2000年頃より増加傾向にあり、2003年から

漁獲総重量でも重量 CPUEでも最も優占す

る種となった（堀口, 2005; Kodama et al., 

2010）。2012 年に実施された東京湾とその

周辺海域におけるアカエイの尾鰭の毒針に

よる被害のアンケート調査では、漁業協同

組合や市役所からの 80回答中 6割で被害の

報告があった（海洋政策研究財団, 2013）。

特に、千葉県外房での被害数は多く、7 月

から 8月にかけて 300件以上の被害があっ

た海水浴場では、遊泳を禁止する対策をと

った場所もあった。その他、混獲やアサリ

の食害等の報告もあった。 
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4.2 材料と方法 

生息域利用調査 

 2011年 8月から 12月、2012年 7月から

8 月に東京湾三浦海岸海水浴場沖でアカエ

イ 8個体を用いて調査を行った。東京湾三

浦海岸海水浴場沖においてアカエイを定置

網や釣りで漁獲し、尾鰭にある毒針を抜い

て神奈川県横須賀市長井にある中央水産研

究センター増養殖研究所内の濾過海水をか

け流している屋外コンクリート水槽で放流

日まで飼育した。 

 2011 年 8 月から 12 月の調査では、アカ

エイ供試魚 4個体（A1:体盤長 45 cm, 体盤

幅 52 cm; A2:体盤長 48 cm, 体盤幅 53 cm; 

A3:体盤長 48 cm, 体盤幅 53 cm; A4:体盤長

43 cm, 体盤幅 46 cm）の背中に人体手術用

の針と生分解性の糸で超音波発信器

（V13-1H, Vemco製）を搭載した回収シス

テム（Watanabe et al., 2007）のタグを縫い

付け、漁獲地点付近（35°10′49″N,139°

39′44″E）で放流した（以下、この調査

を 2011年調査という）。 

 2012年 7月から 8月の調査では、アカエ

イ供試魚 4個体（B1:体盤長 51 cm, 体盤幅

54 cm; B2:体盤長 55 cm, 体盤幅 57 cm; B3:

体盤長 43 cm, 体盤幅 46 cm; B4:体盤長 70 

cm, 体盤幅 72 cm）の背中に人体手術用の

針と生分解性の糸で 3軸加速度データロガ

ー（W190-PD3GT, リトルレオナルド製）、

ビデオカメラ（アカメカメラ, SPS製）、超

音波発信器（V13-1H, Vemco製）を搭載し

た回収システム（Watanabe et al., 2007）の

タグを縫い付け、漁獲地点付近（35°10′

49″N,139°39′44″E）で放流した（以下、

この調査を 2012年調査という）。 

 回収システムは、設定した時間が過ぎる

と魚体からタグを切り離し、水面に浮上さ

せる仕組みになっている。放流からタグの

切り離しの予定時間まで超音波発信機

（VR100, Vemco製）の信号をボートに設置

した受信機で捕捉しながら供試魚を追跡し、

予定時間を過ぎ、水面に浮上したタグを回

収した。3軸加速データロガーは、1秒間に

32回の 3軸加速度、1秒間に 1回の遊泳水

深、水温を記録するように設定した。 

 

データ解析 

 ビデオカメラから得たデータの再生・画

像処理には、GOM PLAYER（Ver.2.1, グレ

テックジャパン製）と Super Bara-Baby X

（Ver.1.5, LNSOFT 製）を使用した。加速

度データロガーから得たデータは、時系列

データ解析ソフト Igor Pro（Ver.6.22J, Wave 

Metrics製）を使用して解析した。3軸の加

速度は、左右方向をX軸、頭尾方向をY軸、

背腹方向を Z軸とした。 

 

倫理規定 

 本研究は、東京大学の動物実験倫理委員

会の許可（A12-2）のもとで実施した。 

 

4.3 結果 

 2011年 8月から 12月に東京湾三浦海岸

沖で放流したアカエイ供試魚 4 個体（A1, 

A2, A3, A4）から合計 11時間のデータを記

録することができた。放流から 1時間以内

にすべての供試魚が放流点から沖合に移

動し、その後、定置網や生簀の漁具の周り

に集まる傾向がみられた（図 4.1, 4.2, 4.3, 

4.4）。 
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図 4.1 2011年 8月 9日に東京湾三浦海岸沖で放流した 

アカエイ供試魚（A1）の移動軌跡 

 

 

図 4.2 2011年 9月 16日に放流したアカエイ供試魚（A2）の移動軌跡 

 

 

図 4.3 2011年 9月 29日に放流したアカエイ供試魚（A3）の移動軌跡 

Dasyatis akajei 

Dasyatis akajei 

Dasyatis akajei 
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 2012年 7月から 8月に東京湾三浦海岸沖

で放流した供試魚 4個体（B1, B2, B3, B4）

から合計 13 時間のデータを記録すること

ができた（図 4.5, 4.6, 4.7, 4.8）。放流後、供

試魚 B1、B2、B4は岸に近づき、供試魚 B3

は沖に向かった。岸に近づいた供試魚のう

ち、供試魚 B1、B4 は人間が歩いて移動す

ることができる海水浴場の 2ｍよりも浅い

場所に侵入した。 

 2012 年の加速度の波形から遊泳、定位、

潜砂の行動が記録された。これらの記録は、

ビデオカメラでも確認され、加速度による

行動分類の正確さが検証された。その分類

の割合は、供試魚 4個体すべてで記録時間

の７割以上が遊泳行動であり、2 割が海底

に接地し動かない定位、残りは砂潜であっ

た。供試魚 B2、B4においては、砂潜行動、

供試魚 B1、B2、B3においては、群れで泳

ぐ行動が記録されたが、水深 2ｍよりも浅

い場所においては、それらの行動は記録さ

れなかった。海水浴場の水深 2 mよりも浅

い場所に侵入した供試魚 B1 と B4 のうち、

 

図 4.4 2011年 12月 13日に放流したアカエイ供試魚（A4）の移動軌跡 

 

図 4.5 2012年 7月 26日に放流したアカエイ供試魚（B1）の移動軌跡と行動 

Dasyatis akajei 

Dasyatis akajei 
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侵入直前は群れで泳いでいた供試魚 B1 に

おいては、侵入後は、単独で泳ぎ、海水浴

場を通り過ぎた。侵入前に潜砂行動をして

いた供試魚 B4 においては、侵入後、潜砂

行動ではなく、20分以上動くことのない定

位行動を示し、海水浴場から出た後に潜砂

行動を再び行った。 

 

図 4.6 2012年 8月 17日に放流したアカエイ供試魚（B2）の移動軌跡と行動 

 

 

図 4.7 2012年 8月 20日に放流したアカエイ供試魚（B3）の移動軌跡と行動 

Dasyatis akajei 

Dasyatis akajei 
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4.4 考察 

 本研究では、2011年 8月から 12月、2012

年 7月から 8月にバイオロギングを用いた

アカエイの生息域利用に関わる調査を試行

した。海水浴がほぼ終了した時期に調査を

行った 2011年の調査では、アカエイ供試魚

が放流点から沖合に移動する傾向がみられ

た。一方、海水浴が最も盛んに行われてい

る時期に調査を行った 2012年の調査では、

岸寄りに集まる傾向があり、海水浴が主に

行われている水深 2m よりも浅い場所に留

まる供試魚もあった。有明海で行われた漁

獲によるアカエイの分布調査によると体盤

幅が 30cm以上の個体は、7月から 8月にか

けては岸近くでも多く漁獲されるが、それ

以降は沖での漁獲が多くなる傾向が示され

ている（金澤, 2003）。本研究のすべてのア

カエイ供試魚の体盤幅は 30cm 以上あり、

その移動の傾向は、有明海の報告と同様で

あったことが考えられる。 

 本研究では、有明海の漁獲調査と同様な

知見が確認されたが、それとは別にいくつ

かの新しい知見が得られた。その成果は以

下のとおり、①供試魚が活発に泳ぎまわっ

ていたこと、②供試魚が群れで行動してい

たこと、③群れ行動や砂潜行動が 2m より

も深い場所で行われていたこと、④沖合に

移動した供試魚は定置網や漁具に集まって

いたことである。ここでは、これらの知見

を基とし、本種の毒針による人的被害の解

消につなげるための施策について検討する。 

 一般にアカエイは、底棲性のエイ類であ

り、トビエイと呼ばれているマンタやナル

トビエイのように群れを作り移動する種類

とは異なり、単独で遊泳し、動きが活発で

はないと考えられている。しかし、本研究

では、そのような性質以外にも本種が群れ

を作り、活発に泳ぐ性質もある可能性が示

された。このことからアカエイの移動経路

を把握することで、その経路に刺網等を設

置し、アカエイを多獲できる可能性がある

ことがわかった。 

 

図 4.8 2012年 8月 21日に放流したアカエイ供試魚（B4）の移動軌跡と行動 

Dasyatis akajei 
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 本種の群れ行動や砂潜行動は、生殖や逃

避等に深く関わる行動であることも考えら

れる。本研究により、これらの行動が 2ｍ

より浅い場所では行われることが少ないと

いう可能性が示された。その場合、海水浴

場の浅い場所に本種が潜入してくるという

行動は、本種の生存にとって特別な理由が

ある行動ではないということになる。した

がって、本種が海水浴場の浅い場所に侵入

することを防ぐ防護ネットを設置すること

は、本種にとっても死滅につながるような

処置ではないと言えることになる。 

 本種が定置網の設置されている場所に集

まる性質がある場合、定置網の主な漁獲物

のイワシやアジ等と同様に、本種も潮の流

れに起因する行動様式を持つ可能性がある。

そのような性質がある場合、定置網に本種

が集まり、混獲されることが多発すること

になる。本種が混獲された後処理の方法と

して、岸に近づく夏場の一次的な期間だけ

でも尾鰭の毒針を抜き、放流することが被

害の軽減につながる可能性がある。また、

定置網の周りには、イワシ等を入れた生簀

があり、その構造は生簀内部で死んだ魚が

沈み、網の底に死骸が溜まるとその重みで

底網が開き、溜まった死骸を網の外に排出

する構造になっている。東京湾のアカエイ

の食性の報告によると、胃内容物から最も

検出されたのはイワシ類であった（Taniuchi 

and Shimizu, 1993）。そのため、供試魚が漁

具に集まった理由として、底網から排出さ

れる死んだイワシ等を捕食するためである

可能性も考えられる。したがって、本種に

このような性質があるならば、水深、水温、

塩分等の環境に対する好適条件を考慮した

うえで生簀を海水浴場から反れた沖に設置

することで、本種を沖に滞留させ、岸に近

づく行動を抑制し、被害を軽減できること

につながる。 

 以上のことから、バイオロギングを使用

したアカエイの生息域調査法を行うことで、

本種の毒針による人的被害を軽減できる仮

説を立てることができた。今後、調査を継

続し、それらの仮説を立証し、被害の軽減

に役立てることが望まれる。 

 

5．総合考察 

5.1 沿岸域総合管理の効果的推進につな

がる「自然の系」の捉え方 

 近年、日本の沿岸域総合管理の推進にお

いては、主にシンクタンク等の支援のもと

で、県や市が中心となって行う地域振興の

計画の中に沿岸域総合管理の考え方を活か

す取り組みを展開することで多くの成果が

得られるようになってきた。このような先

進的な取り組みをモデルとし、産業等の振

興を必要とする地方において沿岸域総合管

理を推進することは重要であるが、開発が

進み、人と生物の共存が課題となっている

都市部やすでに海洋政策が先進的に行われ

ている県においても新たな視点から具体的

事例を示し、沿岸域の総合管理を広げてい

くことも今後の展開に必要となる。 

 來生（2012）は、海洋の総合管理政策の

展開が十分にみられていない理由をその抽

象性にあるとの可能性を指摘し、海洋政策

研究財団（2012a）が進める沿岸域総合管理

のモデルサイトを先進的取り組みとし、そ

こで行われる取り組み事例から、沿岸域総

合管理を3つに類型化し、それぞれの類型の

管理の改善方策を示すことで沿岸域総合管

理の推進を図っている。第1章の序論におい

てすでに述べたように、我が国における沿

岸域総合管理の指針では、沿岸域圏を自然

の系として適切に捉え、地方公共団体が主

体となり、多様な関係者が参加して、沿岸

域圏の総合的な管理計画を策定し、各種事

業、施策、利用等を総合的、計画的に推進
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することが示されている（沿岸域圏総合管

理計画策定のための指針, 2000）。また、海

洋基本法においては、自然的社会的条件か

ら見て一体的に施策が講じられることが相

当と認められる沿岸の海域及び陸域につい

て、その諸活動に対する規制その他の措置

が総合的に講ぜられることにより適切に管

理されるよう必要な措置を講ずるものと定

められている（海洋基本法, 2007）。ここで、

來生（2012）が指摘したように、抽象化さ

れた管理政策から具体的な施策の展開する

ことによって沿岸域総合管理を推進するた

めには、沿岸域総合管理における「自然の

系」を適切に捉える必要があり、そのうえ

で管理適用の前提ともいえる「自然的社会

的条件」を定めることが求められる。 

 この「自然の系」の捉え方は、森川海の一

体的管理の事例により、説明できる可能性が

ある。この森川海の一体的管理は、海の生産

を意識した山林管理の取り組み等を通じて、

その重要性が一般にも広く理解されるよう

になってきた。この活動の代表的な例として

「森は海の恋人」で知られる植林の取り組み

がある（畠山, 2006）。この取り組みは、養殖

カキの生育に必要となる物質が、河川を通じ

て森から海に供給されているため、養殖ガキ

の持続的生産には海域管理だけでなく、森林

や河川の管理が必要であることを示したも

ので、多様な関係者が一体となり取り組みに

参加した総合的な管理の先駆的事例である。

この取り組みからも示されているように、沿

岸域の開発利用と環境保護を総合的に管理

するためには、物質循環を基盤とした沿岸

域環境の把握が重要となり、それによる沿

岸域の環境と生物の相互関係を考慮するこ

とが不可欠と考えられる。特に、養殖ガキ

のように、人との関わりが深い生物を指標

とすることは、多様な関係者の参加が促さ

れる効果が高いと思われる。また、ひとつ

の場所を移動することがなく、その場の環

境の変化を経時的に示すことができる海

草・藻等の取り組みも養殖ガキと同様な指

標となり得ることから、このような指標を

用いた施策は応用範囲が広い取り組みであ

ることが考えられる。 

 養殖カキや海草・藻のような定着性の高

い生物以外にも食物連鎖の頂点に位置す

る高次消費者を指標とすることも効果的

な取り組みにつながる可能性がある。生態

系高次捕食者は、それよりも栄養段階の低

い餌生物を捕食することで、それら低次捕

食者の数量を制御し、生態系を維持するト

ップダウンコントロールの役割を担って

いる。また、沿岸域に生息する高次捕食者

の中には、単一の環境において物質循環に

寄与するだけでなく、海洋、汽水、河川と

いったさまざまな環境を利用して生活す

る種もあり、このような高次捕食者の生息

域利用状況を把握することは、行政区間を

超えた連携を促す上でも十分な効果が予

想され、沿岸域総合管理の視点から考えた

場合においても重要な指標となることが

考えられる。 

 

5.2 生物と人々との関わりをもとにした

「自然の系」の捉え方と施策の適用 

 本研究では、沿岸域の高次消費者であり、

人々との関わりが深い魚種を対象とし、そ

の生息域利用状況を先駆的科学技術である

バイオロギングを用いて調査した。対象事

例は、希少種、市場魚種、人害種の代表的

な 3種であり、第 2章では、希少種の代表

として、高知県四万十川に生息するアカメ

の生息域利用調査について、第 3章では、

市場魚種の代表として、東京湾とそこに注

ぐ小櫃川において実施したスズキの生息域

利用調査について、そして、第 4章では、

人間に被害を与える人害種の代表として、
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東京湾で急増するアカエイの生息域利用状

況調査について紹介した。ここでは、第 2

章から第 4章までのそれぞれの調査から得

られた対象種と人々との関わりをもとに沿

岸域総合管理を推進するために必要となる

「自然の系」の捉え方と施策の適用範囲に

ついて検討する。 

 

四万十川のアカメの生息域利用状況から考

える沿岸域総合管理 

 四万十川で実施したアカメの生息域利用

調査によって、彼らの知られざる暮らしぶ

りが明らかとなってきた。四万十川におい

て本種は、マンガ「釣りキチ三平」や NHK

の番組で「幻の魚」として取り上げられ有

名となった。そのため、本種のイメージは、

人里離れた場所で人々と関わることなく、

ひっそりと暮らしている姿だった。しかし、

実際には漁業やレクレーションなどが盛ん

で人々の生活が身近に感じられる四万十川

の下流域を広く生活の場として利用し、

人々の暮らしと密接な関係のもとに生きて

いる魚であることが認識できた。 

 大型魚類の本種が棲息し続けることがで

きるということは、その餌となる生物も豊

富で、それらを育む環境の健全性が保たれ

ていると推察される。生態系全体を理解し

環境を保全することは非常に難しいが、本

種のような高次生物を指標として人との関

わり合いが深い自然環境の変化をモニタリ

ングしていくことは沿岸域総合管理の推進

における視点からも有効な方法と考えられ

る。 

 海に近い下流周辺は、人々の利用が錯綜

し、港湾区域、漁港区域、区画・共同漁業

など、管理主体者も多様である（海洋政策

研究財団, 2011c）。それぞれの区域を生活の

場として利用する本種のような生物の棲息

状況を知ることをきっかけとして沿岸域に

関する利害関係者が集まり、話し合いの場

が持てることは、環境を考慮した持続的な

社会を形成するためにも有益である。 

 四万十川の場合、その流域は、欄干の無

い沈下橋が点在していることからもわかる

ように降水量が多く大水が流れ、上流・中

流の環境整備の状況が下流に影響を及ぼす

ことも考えられる。本種が棲息する豊かな

自然を今後も利用していくためには、高知

県だけでなく、上流に位置する愛媛県も共

同して山や森林の管理を適切に行い、幼魚

の生息場である海草場だけでなく、成魚の

餌場環境となる河床の変化や餌生物の生存

に関わる砂州の消長による海水流入の変化

などをモニタリングすることも不可欠であ

る。 

 これまでの本種に関する地方公共団体が

主体となった取り組みをみてみると 2006

年に宮崎県では指定希少野生動植物の一種

として本種を指定し、捕獲などを禁止した。

このことによって、乱獲を規制することは

できるようになったかもしれない。しかし、

このような施策の場合、釣り人や子どもた

ち等の本種をとりまく地域の身近な人々に

よる情報が集まり難くなり、管理に必要と

なる情報が不足するだけにとどまらず、本

種に関してこれまで培われた人々のつなが

りもなくなっていくことが懸念される。

2012 年に高知県では本種が保護条例候補

種から解除され、これからも身近な人々に

よる情報が継続して得られるようになった。

本種の主な分布域である宮崎県と高知県で

本種の利用や管理に関する方策が異なるが、

本種は両県を回遊し生活するとも考えられ

ている。海を挟んで隣同士の両県が、本種

の遺伝的集団構造や行動の特徴などの科学

的情報をもとにした対策を立案し、今後は、

地域の住民、漁業者、研究者、政策決定者

などが参加する総合的な体制で管理を推進
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していくことが望まれる。 

 

小櫃川におけるスズキの生息域利用状況か

ら考える沿岸域総合管理 

 小櫃川で実施したスズキの生息域利用調

査において、本種の暮らしぶりが明らかと

なってきた。これまで東京湾の漁業経営を

支える市場魚種である本種においては、地

方公共団体が主体となる資源管理の施策が

積極的に行われてきた。これらの取り組み

多くは、本種の漁獲量が高水準で安定して

いるため、計画年度が過ぎると継続や新た

な施策に展開するのではなく、終了するこ

とになっている。しかし、それら取り組み

の多くは本種の主な漁場である海域の管理

であり、本種が生活をする河口や河川を含

めた沿岸域に対する取り組みについては検

討されることはないままであった。取り組

みの推進にあたっては、管轄区間及び行政

組織間の連携という壁を乗り越える必要が

ある。特に沿岸域は、漁業、養殖、漁港、

港湾など利用が錯綜しており、それらの区

域の管理主体者がそれぞれ異なっているた

め、生息場の環境の管理を実現するために

は、客観的なデータをもとにした利用調整

が必要となる。 

 本研究において、本種が河川域、港湾域、

漁港域を生活の場として利用している可能

性が示されたことは、各管理主体が連携し

た一体的管理を検討するきっかけとなり得

るものと考えられる。特に、河口域では、

本種は釣り人に遭遇する可能性が高く、漁

業が行われている海域だけでなく、河口や

河川においても漁獲圧が高い可能性もある。

海における本種の管理については、漁業者

が主体となっているが、河川の本種につい

ては、特別な管理がなされていない。 遊漁

（スポーツフィッシング）では、キャッチ・

アンド・リリースをモットーとしている場

合が多いので、釣った後の本種を致命的な

状況まで放置しておくことは考え難いが、

継続して本種の釣りを楽しむためにもアユ

やウナギのように、本種においても漁業権

の設定等による管理について協議する余地

があることが考えられる。 

 本種は海域だけでなく、河川域でも採餌

していると考えられる。小櫃川の上流には

外来種であるブラックバスの釣り場がある。

外来種がもたらす生態系の撹拌は社会的に

も問題視されており、もし、ダムの放水時

にブラックバスがダムから下流に移動し、

ブラックバスの分布域を広げた場合、本種

と餌場の競合が起こることや本種の幼魚が

餌となり、本種の個体数が減少が進む恐れ

もある。今後も本種を持続的に利用してい

くためには、本種の漁場や釣り場の関係者

だけでなく、流域全体で関係者が集まり、

本種を指標として、その生息場の環境の管

理の在り方について話し合うことが求めら

れる。 

 

東京湾におけるアカエイの生息域利用状況

から考える沿岸域総合管理 

 アカエイは、海底の砂を巻き上げたり、

採餌することで、海底表層を耕耘循環させ、

生態系に好影響を与える種である一方で、

尾鰭に毒針があることから、人とトラブル

を起こす。本種は東京湾では増加している

が、世界的に見ると減少傾向にあり、国際

自然保護連合（IUCN）により準絶滅危種に

指定されていることを考えると無暗に駆除

活動を開始するのではなく、生息域利用状

況を把握したうえで関係者の協議のもと施

策を実行する必要がある。 

 人と自然の距離が近い東京湾で、本種が

沿岸環境へ与える影響を明らかにする価値

は高い。本研究によって、これまで海水浴

場の沖合にある漁具と本種の行動との関係
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性について協議する必要性があることがわ

かった。特に生簀を設置している漁業者が

本種の被害対策におけるステークホルダー

となることは、調査以前には全く予想もつ

かなかったことである。 

 多様な利用者の調整を計ることを目的と

した沿岸域総合管理は、これまで沿岸域を

利用する人間の声は反映されても、声を発

しない生物が沿岸域をどのように利用して

いるかという視点は、強く打ち出されてな

かったかもしれない。本種の生息域利用を

調べ、関係者と話し合いの場を設けること

は、持続可能な社会を築く上で、魚との共

存共栄を計るための第一歩となると考えら

れる。 

 

5.3 調査研究の結言 

 上記 3種（希少種、市場魚種、人害種）

を対象にした調査・研究のまとめを以下に

示し、これらを沿岸域総合管理の推進に関

する提言とする。 

 沿岸域総合管理を推進するためには、管

理における「自然的社会的条件」の設定を

考慮して、科学的調査研究に基づいた検討

が必要である 

 沿岸域総合管理における「自然的社会的

条件」を設定する際に「自然の系」の適切

な捉え方について検討が必要である 

 沿岸域総合管理による「自然の系」の基

準として、物質循環を基盤とした沿岸域環

境の把握が必要であるだけでなく、バイオ

ロギング手法などの最新の科学技術を用い

て、沿岸域の環境と生物の相互関係を把握

することが望まれる。 

 沿岸域の環境と生物の相互関係について

は、定着性の高い生物を指標とするだけで

なく、行政区間を跨ぐような移動性の高い

高次捕食者も指標とすることが望まれる。 

 移動性の高い高次消費者を指標とする場

合、特にその対象と人間との関わりを考慮

した指標種を選定することが望まれる。 

 バイオロギング手法などの先駆的科学技

術を用いて、重要な指標種における環境と

生物の相互関係および生態系の利用形態の

知見をもとに、沿岸域の総合管理のシステ

ムを確立していくことが望まれる。 
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Abstract 

 

 To realize a sustainable use of costal areas, it is significant to create a mechanism aiming at the uses of 

coastal areas harmonized with natural environment, and at their management from an integrated point of 

view. Understanding coastal areas as natural system, Integrated Coastal Management (ICM) recommends 

that local governments should play a proactive role and join forces with the parties concerned to formulate 

integrated coastal planning and to promote various projects, measures, uses, etc. in a comprehensive and 

well-planned manner.“Natural system” in the ICM context requires the understanding of coastal environ-

ments based on material kinetics and the dynamics of animal behavior in time and space dimensions. Par-

ticularly, it is indispensable to study how creatures are using coastal areas, because such understanding is 

expected to be useful to work out concrete measures. This paper reports representative evidences of habitat 

use by three kinds of fish in different coastal areas－all of them are a higher ecological predator and familiar 

to humans. These evidences were obtained by use of an advanced research technology named “Bio-logging 

System (bio-mounted behavioral and environmental recording system).” The three target fishes represent as 

many categories－ a rare species, a species important for fishery, and a species harmful to humans. Based 

on the research results on the relationships of these target species with human activity, discussion has been 

extended to include the scope of application of specific measures necessary to promote ICM. 
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